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第２１回中日民商事法セミナーご案内

公益財団法人国際民商事法センターは市場経済に移行し、国際取引の拡大を目指

すアジア及びその周辺諸国の法制度整備を支援し、且つ日本とそれら諸国間の民商

事法分野での相互理解を深めることを目的として、１９９６年４月に設立されまし

た。

日本の各業界の企業約７０社を会員とし、法曹、学術関係の専門家にも多数役員

を引き受けていただいており、又、具体的活動に当たっては国際協力機構（JICA）

及び法務省法務総合研究所国際協力部との密接な協力関係のもとに活動を推進して

おります。

中国との関係については、国務院国家経済体制改革委員会(当時)と当財団間で、

民商事法分野を中心とした両国の法制度やその運用システムについて相互に理解を

深め、安定的な経済関係の構築に寄与することを目的として、１９９６年１１月に

日本に中国の講師をお招きし、第１回中日民商事法セミナーを開催しました。

翌年１９９７年１０月には北京にて第２回セミナーを開催し、以後日本と北京を

交互に会場として、年１回のセミナーを継続してきており、毎回多数の参加者を得

まして、両国トップクラスの専門家による時宜を得たテーマのもとに基調講演、質

疑討論が行われ、いずれも極めて有意義なセミナーとすることができました。

２００３年度からは日本側は法務省法務総合研究所に共催者として協力いただい

ており、また中国政府組織改編に伴い２００４年度から中国側当事者は国家発展改

革委員会に引き受けていただき､両国政府間のプロジェクトとしてより充実したセ

ミナーになってきております。時には、難しい政治問題も生ずる中、日中両国の関

係者の協力により、このセミナーが２０年間一度の中断もなく継続していることは、

特筆されてよいことだと考えております。

今回第２１回セミナーを北京で開催するに当たり、テーマは国家発展改革委員会

のご意向に沿い、「日本PFI推進法の立法と実践及び中国への啓示」としておりま

す。具体的内容は添付プログラムの通りであります。

セミナーでは、まず日本側より、「日本におけるＰＦＩ／ＰＰＰの実践と課題」

として、大阪商業大学、東洋大学大学院客員教授の美原融氏に、次に「事例からみ

る契約上の課題」としてアンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー弁護士の

赤羽貴氏にお話をいただきます。

その後、中国側コメンテーターとのパネルディスカッションで、深く掘り下げた

議論を行うことにしています。このテーマは、第１７回セミナーでも取上げ、今回

と同じ講師の方に講演いただいており、現在、中国においては、ＰＨＩ法立法が重要

政策課題となっているので、日本の実態と問題点等を掘り下げて研究したいとして

おります。このような次第で、極めて有意義なセミナーとなることが期待されます

ので、この機会に是非多数の方々に参加いただきたくご案内申し上げます。

１
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「ＰＦＩ／ＰＰＰの更なる深化に向けて

－事例からみる契約上の課題一」

アンダーソン･毛利｡友常法律事務所

パートナー弁護士赤羽貴

日本のＰＦＩ推進法の立法と実践及び中国への啓示

２０１６年１１月４日（金）

釣魚台ホテル

国家発展改革委員会法規司司長李冗
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国家発展改革委員会副主任

公益財団法人国際民商事法センター会長

１４:００～１４:3０

林念修

宮原賢次

講演Ｉ

演題：「日本におけるＰＦＩ／ＰＰＰの実践と課題」

講師：大阪商業大学教授、東洋大学大学院客員教授美原融

１４:３０～１５:2０

15:20～16:１０講演Ⅱ

演題：

第２１回日中民商事法セミナープログラム

講師

16:10～16:２５体憩

16:25～18:００講演を踏まえたパネルディスカッション

パネリスト

美原融大阪商業大学教授、東洋大学大学院客員教授

赤羽貴アンダーソン･毛利･友常法律事務所パートナー弁護士

王天義光大国際有限公司総経理

清華大学PPP研究センター主任教授

王守清清華大学建設管理専攻教授･博士指導先生

総括スピーチ

公益財団法人国際民商事法センター理事

松尾綜合法律事務所弁護士小杉丈夫

１８:００～１８:１０

閉会挨拶

日本側：法務省法務総合研究所長佐久間達哉

中国側：国家発展改革委員会国際交流司副司長梁林沖

１８:１０～１８:３０

18:30～20:００セミナー参加者懇談晩餐会

公益財・団法人国際民商事法センター主催
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名：美原融

職：大阪商業大学･総合経営学部教授、同大学院経営革新専攻･教授

（東洋大学大学院･公民連携専攻･客員教授、

株式会社美原融事務所･代表取締役）

氏
現

略歴：

1973年三井物産株式会社入社。プロジェクト輸出・海外インフラ投資を手がけ、株

式会社三井物産戦略研究所を経て、２０１４年以降現職。東洋大学大学院・公民連携専

攻客員教授を兼務｡過去に内閣府規制改革民間開放推進会議専門委員(2003-2006)、

内閣府民間資金等活用事業推進委員会専門委員1999-2009）など政府省庁や自治体

の様々な官民連携委員会等の委員・専門委員を歴任。現状福岡市財政局最適事業手

法検討委員会委員、岐阜市鵜飼い観光船あり方検討委員会委員、大阪市・夢洲開発

における課題検討委員会。座長等。

主な著書に

「ＰＦＩガイドブック」（共著、1999年、日刊工業新聞社）、「プラント関連輸出

ファイナンス基礎講座」（2001、日本機械輸出組合）、「２１世紀の行政モデル日本

版PPP-公共サービスの民間解放」（共著、２００３東京リーガルマインド）、「商社」

（監修2006～2011産学社）「ＰＦＩ実務のエッセンス」（共著、有斐閣、2004），

「概説市場化テスト」（共著2005、ＮＴＴ出版），「官製市場改革」（共著、2005、

日本経済新聞社），「団塊の楽園〕〔共著、2007、弘文堂〕など

３

講師略歴



弁護士登録

ニューヨーク州弁護士登録

アンダーソン･毛利･友常法律事務所パートナー就任

経済産業省「アジアＰＰＰ政策研究会」委員

内閣府PFI推進委員会専門委員

国土交通省「鉄道整備におけるＰＰＰ等による民間資金の活用方

策に関する調査委員会」委員

国土交通省「空港運営のあり方に関する検討会」委員

文部科学省文教施設における公共施設等運営権の導入に関する検

討会委員

スポーツ庁スタジアム･アリーナ推進官民連携協議会幹事

名：赤羽貴

職：アンダーソン･毛利･友常法律事務所パートナー

氏
現
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略歴書

２０１０年～

２０１６年４月

２０１６年７月

プロジェクトファイナンスやPFI、その他さまざまなファイナンス関連取引を専門

分野とし、またＰＰＰや社会。経済インフラプロジェクトに関して国や多くの地方自

治体、スポンサーに対雪するアドバイスも行っている。
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開会挨拶（１）

国家発展改革委員会副主任林念修

尊敬する宮原会長、尊敬するご来賓の皆さま、友人の皆さま、こんにちは。本日

は、ここに､皆さま一堂にお集まりいただき、第２１回日中商事法セミナーを開催し、

日中のＰＰＰ分野における立法及び実践の課題に関して議論できること、非常にうれ

しく思います。まず、ホスト側を代表しまして、遠くからお越しいただいた宮原会

長、ならびに日本の友人の皆さまに対し、心から歓迎の意を表します。また、中国

のＰＰＰの発展にご関心、ご支援をしていただいている国内外の友人の皆さまにも感

謝の意を表します。

ＰＰＰを推進し、社会資本のインフラ整備における運営及びパブリックサービスを

提供することは国際的な慣例です。中国政府もＰＰＰの発展を重要視し、１９８０年代に

コンセッション事業から、この取り組みをスタートしました。２０１３年以来、中国政

府はＰＰＰを推進する力をさらに強化し、一連の政策及び管理弁法を作り、基本的な

政策枠組みを構成しました。また、一連のＰＰＰ事業も実行し、民間資本の活性化を

図りました。実践の結果、ＰＰＰを発展させることは供給サイドの構造改革にとって

も重要な手段となり、投資枠組みの刷新及び有効な投資拡大につながるものになり

ました。さらに新しい公的サービスの提供や、その品質、効率の向上にも、非常に

有効なものになりました。また、政府と市場の関係をスムーズ化させ、行政の役割

の転換推進上も重要なものです。

一方、中国ではＰＰＰの実践においては、まだ一連の課題があります。例えば一部

の地方政府の契約意識を向上させる必要があります。また民間資本に対する合法的

な権益の保護も強化する必要があります。一部のプロジェクトでは、その運営の規

則化、評価、意思決定、調達、制約などに、まだ不合理なところがあります。それ

がある程度、民間資本のＰＰＰ参加の意欲を損なうことにもなっています。民間の投

資不安を解消させるために、中国の全人代立法計画及び国民の立法計画の中にも、

このインフラ整備及び公共事業におけるコンセッション事業に関する立法を要求し

ています。

ご在席の皆さま、友人の皆さま、中国は今、関連の立法を推進する上では国際的・

先進的な理念、及び教訓を学ぶ必要があります。過去の数十年間、国連、ＥＵなど

の国際組織、及び日本、イギリス、フランス、オーストラリアなどの国々は、ＰＰＰ

分野における理論研究とその取り組みを積極的に推進し、比較的整備された制度と

ルールを確立しています。

例えば日本は１９９０年代からＰＰＰを導入し、１９９９年に関連の立法を完成し、今ま

で合計４回の改正をしてきました。そこでサービス購買型、及びコンセッション型

の二つのモデルを確立し、ＰＰＰがますます深まってきています。また、政府の規制

が次第に減少し、民間資本の活用がますます拡大してきました。われわれの承知し

ている限り、今年の３月末まで、日本では累計５２７のＰＰＰ事業を実行し、総投資額

５



も５兆円にのぼっています。このような経験は、中国の法整備及びPPPプロジェク

トの建設。運営にとって、積極的に参考にできるものと思います。

国際経験を参考にし中国における立法と実践においては、われわれが、中国の

事‘情に合わせて、以下の三つの結合をやるべきです。一つ目は、ＰＰＰのモデルの選

択と中国の経済社会発展の段階との結合です。国際的に見て、各国の社会資本の導

入に関して、いろいろなパターンがあります。異なるＰＰＰのモデルもあります。例

えばイギリスを代表とするサービス購買型のPPP、フランスを代表とするコンセッ

ション型のＰＰＰがあります。それぞれ異なる発展段階、異なる管理体制及び異なる

事業に提供しています。このようなモデルが、重要な政策的な役割も果たしていま

す。中国は最大の発展途上国です。現在、都市化が加速している段階です。インフ

ラ整備にはまだ巨大なニーズがあります。従って、社会民間資本の積極的な導入が

必要です。現在の発展段階を踏まえて、民間資本の市場参入のハードルをさらに引

き下げ､各種潜在的な障壁をなくし､財政支出の圧力の低減などの事情を踏まえて、

中国にふさわしいＰＰＰモデルを模索する必要があります。

二つ目は､ＰＰＰ管理の最適化と中国の投資体制をうまく結合させることです｡ＰＰＰ

は投資体制の重要不可欠な部分です。また伝統的な政府投資及び企業投資にとって

も有意義な相互補完関係があります。長年にわたり中国は国際経験を踏まえて、既

に一連の事業の意思決定､建設、実行のプロセス及び管理体制を確立してきました。

PPPの発展にとっては、やはりその投資体制全体の枠組みの中での制度設計及び投

資体制の改革の整合性を考慮し、今後、更なる参入ハードルを引き下げ、許認可手

続きを簡素化し、効率を高め、社会投資の活’性化を図っていく必要があります。

三つ目は､PPP制度の整備と中国の現行の法律枠組みの結合です｡国際的に見て、

PPPは多岐にわたる法律分野に触れており、お互いの整合性を取る必要があります。

例えば国連の貿易法委員会が定めたインフラプロジェクトにおけるプライベート融

資に関わる法律ガイドの中で、ＰＰＰに関連する法律が１０以上あります。中国の国の

事情及び実情も踏まえて、例えばPPP分野の立法は、やはり現行の物件、担保、入

札、政府調達、土地、訴訟、仲裁などに関わる法律との整合'性を図る必要がありま

す。それによって、ＰＰＰの発展に良い法的環境を整備する必要があります。

ご在席の皆さま、友人の皆さま、今回、セミナーの開催は、日中双方のＰＰＰ事業

推進の上でも、非常に良いコミュニケーションのプラットフォームです。本日は基

調講演に、日本からお二人の専門家をお願いしています。日本のＰＰＰ分野における

最新の進展についてのご講演です。さらに、中国国内で長年にわたりＰＰＰの研究に

携わってきた専門家も、コメンテーターとしてお願いしています。お互いの専門家

の交流、コミュニケーションを通じて、われわれの関連の課題に対する認識、理解

を深めることにつながると思います。また、中国の立法の促進にも極めて有意義で

す。本日、ご参加の代表の中では、中国全人代、政府機関の関係者以外にＰＰＰ分野

の研究者、関係業界、さらに関連の国及び国際組織の在中国の代表の皆さまもいら

っしやっています。この貴重なチャンスを逃さず、中国ＰＰＰ分野における立法､ＰＰＰ

モデルの最適化及びその推進に関して、ぜひ積極的な議論をしていただきたいと思
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います。

ご在席の皆さま､友人の皆さま、日中民商事法セミナーは1996年からスタートし、

現在まで、既に成功裏に２０回を開催してきました。過去の２０年間、日中双方が率

直な態度をもって、お互いに密接に連携し合い、議論のテーマもますます深まり、

その効果もますます現れています。このセミナーは、両国の経済業界及び法律界に

とって重要な架け橋になっており、関連分野における相互互恵、協力にとっても重

要な役割を果たしています。主催者側の中国側として、私はここで、中国発展改革

委員会を代表しまして、長年にわたり、日中民商事法セミナーの開催にいろいろと

ご尽力、ご支援を頂いている友人の皆さまに、心から感謝します。また、日中の友

好交流にご尽力された宮原会長に対しても敬意を表したいと思います。

日中民商事法セミナーは、２０年間で１回も中断したことがありません。それは、

この交流のメカニズムが、日中の経済界、法律界の期待の現れでもあるということ

です。グローバル化の進展に伴い、両国が今後、更なる交流の可能性も十分に大き

いと思います。昨日、宮原会長とは、今後の更なる協力、連携に関してコンセンサ

スが得られ、新たな協力の協定書も結びました。これは、両方の協力関係がさらに

新しい段階に入り、また新しいスタートに立っているということを意味しています。

今後、ぜひ、双方の協力がますます深まることを祈念しております。

まず一つ目は、交流の分野をさらに広げていくことです。議題としては、双方の

共通の関心事以外に、両国の産業界の関心も考慮しなければなりません。学術交流

以外に、いろいろな形を通じて、市場主体同士での連携、またマッチングも促進し、

日中民商事法セミナーが新たなプラットフォームの役割を果たすことを期待してい

ます。

二つ目は、交流のメカニズムをさらに推進することです。両国の経済社会発展の

実情を踏まえて、日常的な交流の方式をさらに探り、両国関連分野の制度整備及び

実践的なサービスを図っていくことです。また、このイノベーション的なセミナー

の形式及び方式を通じて、さらに中身を豊かにしていきたいと思います。

三つ目は、参加者をさらに広げることです。今後も幅広く、専門家、有識者、ま

た関連の国、国際組織の参加も呼び掛けたいと思います。このセミナーを通じて、

より知恵を集め、またより多くの業界、分野にも、この成果を生かしていきたいと

思います。同時に、評価メカニズムを導入して、双方の協力、合作の成果を総括し、

われわれのセミナーのこのプラットフォームをさらに整備し、改善していきたいと

思います。

日中双国は隣国同士であり、また世界にとっても重要な経済体です。お互いの協

力の強化は、両国の国民にとってのみならず、アジア、オセアニア地域及び世界の

安定、発展、繁栄にもつながっていくものです。ぜひ、このプラットフォームをう

まく活用して、両国の法律、投資、貿易分野における交流、また協力のために、更

なる貢献をしていきたいと思います。最後となりますが、今回のセミナーが成功裏

に充実した形で終わることを祈念して、私の挨拶とさせていただきます。
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開会挨拶（２）

公益財団法人国際民商事法センター会長宮原賢次

尊敬する、国家発展改革委員会、林念修副主任並びにご在席の皆様方、本日北

京において第２１回中日民商事法セミナーを開催する運びとなりましたことは、誠

によろこばしく、私ども日本からの一行は、これに参加できましたこと心から光栄

に思っております。

最初に、このセミナー開催にあたり、大変ご尽力いただきました、中国側を代表

いただく林念修副主任を初めとする国家発展改革委員会の方々、並びに関係者の皆

様に日本からのミッションを代表しまして心から感謝の意を表したいと思います。

私ども公益財団法人国際民商事法センターは、１９９６年４月に設立以来、市場経

済化を進めているアジア諸国の法制度整備を支援すると共に、民商事法分野で相互

に理解を深めるためのシンポジウムや専門家による研究会などの事業を推進して来

ております。中国とのこのセミナーは財団設立第１年度から当時の国家経済体制改

革委員会の全面的なご協力のもとにスタートし、日本の東京、大阪と北京にて交互

に開催を続け、今回で２１回目を迎えることになりました。

日本と北京を年々交互に開催地とし、その時々お互いに関心の強いテーマにつき、

中国、日本双方の専門家による講演をお願いし、意見交換を行っているものであり

ます。

２００２年の第７回セミナーからは日本法務省法務総合研究所の共催を得ることと

なり、また中国側も２００３年の政府機構改革に伴い、その中枢機関である国家発

展改革委員会に本件プロジェクトの中国側当事者を引き受けていただいておりま

す。

両国の政府機関が、社会経済発展を支える法制度という国の基盤にかかわる事業に

ついて、積極的に取り組んできていただいたことにより、本セミナーは、両国政府

間のプロジェクトとしてより充実したセミナーになってきております。時には、難

しい政治問題も生ずる中、日中両国の関係者の協力により、このセミナーが２０年間

一度の中断もなく継続していることは、特筆されてよいことだと考えております。

また、第１９回セミナーから、林副主任をお迎えしましたが、これまでのセミナー

の成果を振り返り、今後の中日間の関係をより緊密、かつ深化させていこうという

お互いの意向を踏まえ、昨日、国家発展改革委員会と公益財団法人国際民商事法セ

ンター間の協議書を新たなものにいたしました。これにより、このセミナーは新し

いステージにはいり、更に発展していくものと期待しております。

さて、今回のセミナーは、中国側からのご提案に基づき「日本のＰＦＩ推進法の立

法と実践及び中国への啓示」をテーマにしています。

現在強力に国家の発展改革を進めておられる中国にとって、民間資本を利用した公

共インフラ整備は、重要かつ実践的な課題です。誠に時宜にかなったテーマを選定

して、セミナーが開催できることになったことを、大変うれしく思います。
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鰯

終わらせていただきます。

‐謹溺

セミナーでは、まず日本側より、「日本におけるＰＦＩ／ＰＰＰの実践と課題」

として、大阪商業大学教授、東洋大学大学院客員教授の美原融氏に、次に「事例か

らみる契約上の課題」としてアンダーソン。毛利。友常法律事務所パートナー弁護

士の赤羽貴氏にお話をいただきます。

その後、中国側コメンテーターとのパネルディスカッションで、深く掘り下げた

議論を行うことにしています。このテーマは、第１７回セミナーでも取上げ、今回

と同じ講師の方に講演いただいており、現在、中国においては、ＰＦＩ法立法が

重要政策課題となっており、このセミナーで、日本の実態と問題点等を掘り下げて

研究ができるものと期待しております。

また、長年にわたり過去の本セミナーで熟達した締めくくり総括スピーチの役割を

果たしてこられた公益国際民商事法センター理事の小杉丈夫弁護士に、今回もその

お役目を務めていただくことにしております。

最後にご多忙中、本セミナーに参加いただきました皆様に心から感謝申し上げると

ともに、本日のセミナーが実り大きいものとなることを願いまして、私のご挨拶を
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講演Ｉ「日本におけるPFI/PPPの実践と課題」

講師：大阪商業大学教授・東洋大学大学院客員教授美原融

1．前提

日中のさまざまな公と民の人たちがいる場で講演をする機会をいただきました。

ありがとうございます。

「PFI/PPP」という呼称を日本政府は使います。ＰＦＩとは１９９９年にできた法律上

の概念です。一方、ＰＰＰは制度ではありません。より広義の考え方として「公民連

携」という慣行を意味します。政府はなぜPFI/PPPと言っているのでしょうか。公

民連携によりインフラを整備するという考えは、ＰＦＩから始まり段階的に実践が深

まり、現在もPFIを包摂するより広い公民連携の慣行全体をPFI/PPPと呼称してい

るというのが実態です。これから話の中にPFI/PPPという言葉が出てきますが、そ

れは大きな考え方としての公民連携を意味しているとお考えください。

従来型の公共工事とPFIはどこが違うのでしょうか。従来型の政府による公共工

事は、設計、建設、運営、維持管理を段階的に予算を取りながら、分離発注するこ

とが基本でした。一方、ＰＦＩは、公的主体の担うべき役割は基本的な構想。計画だ

けで、いわゆる、設計、建設、整備、運営、維持管理等の業務は、一括して民間事

業者に委ねるという考え方でもあるわけです。これにより、民間の能力、資金力を

活用しながら、公共サービスをより効率的に提供するという枠組みがPFIになりま

す。

もう一つ、前提として考えるべきことがあります。実はわが国の公共施設整備は

法律上の位置付けとして、個別の業ごとに法律が定められていて、公共施設の管理

者が誰であるべきかが規定されています。これには三つの分類があります。

一つは、管理者を公的主体に限定する分野です。これは公権力の行使を許容する

枠組みの法律となるという理由があるからです。例えば道路法、河川法、港湾法、

空港整備法等です。この法体系の下で、民間に公共施設の整備と運営を委ねるため

には、当然、法律を変えなければいけません。現実に空港や高速道路、刑務所に関

しては法の改正がなされています。

二つ目は原則、公的主体、これは地方公共団体ですが、としながら、民間主体も

参入可能な分野もあります。

三つ目は、公でも民でも参入できる分野です。二つ目と三つ目の分野はどこが違

うのでしょう。民間も自由に参入できるわけですが、個別業毎にさまざまな監督官

庁の規制が入り、これが参入障壁になるという事‘情があり、ここに差異があります。

日本におけるPFIの進展というのは、どこの国でもそうでしょうが、このような業

法との調整やさまざまな法体系の規制緩和と共に発展してきたのです。そんなに単

純ではなかったという形になると思います。１７年間のわが国における実践は、規制

緩和と法律改正を段階的に実現して初めてこのような仕組みができたということで

しょう。
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もう一つの前提は、わが国の中央政府を取り巻く事情にあります。なぜこういっ

た考え方が容認されるようになったのでしょうか。それはやはり、日本の公共施設

等の管理者、すなわち、地方自治体の置かれた状況にあると思います。税収の伸び

悩み、過去の公債償還などにより、多くの自治体の財政はひっ迫しています。一方、

少子高齢化や公共施設の老朽化は、実はお金が必要な新しいサービスが生まれてい

ることを意味しています。わが国の地方政府は財源が限られ、新しい施設やサービ

ス需要が出てくると公共施設の整備や維持管理そのものの考え方を再考せざるを得

ないような状況に置かれているのです。そのため、行政改革によって行政をスリム

化するとともに、公的主体の代わりに民間主体も公共施設の整備や公共サービスを

提供する役割を担うべきだとする考え方が出てきたわけです。この考え方の下に、

全てを公的主体が担う時代は終わった、公と民が連携しながら、公共性を担保しつ

つ、公共施設や公共サービスを提供していこうという方向性が、政府の基本的な政

策になったと言えると思います。

2．ＰＦＩ：法制定以降１７年の実践（概観）

数字を見て、１７年間もやっていてこれだけかと思う人がいるかもしれませんが、

日本は徴密に確実に市場を育てて現在に至っています。しかし、さまざまな課題も

悩みもあります。それを皆さんと共有しながら、日本がどのように発展してきたの

かを見てみたいと思います。

まず事業数です。平成１１年、つまり最初の法律ができてから段階的に積み上げた

合計金額と案件数は、昨年３月の時点で５２７事業、累計４９兆円になっています。

途中で停滞した時期もありましたが、中長期的には確実に伸びています。

これを地方自治体の都道府県別で割ると、日本には１７４１の地方政府があります

が、大都市に集中しています。ゼロという県もあります。１７年たって１件もやった

ことがないような地方の県がまだ存在しているというのが実態です。なぜこのよう

なことが起こったのでしょう。それは、行政改革に対するニーズの差異、行政トッ

プの改革に対する意識の有無、行政職員のスキルの有無等が理由です。

次に管理者別の事業数です。管理者というのは、誰が責任をもって当該事業を担

っているかということですが、７割以上が地方公共団体です。国はわずか15％程度

にすぎません。これはわが国のPFIは地方における公共施設や公共サービスを主体

に行われてきた背景があるからです｡事業方式別の事業数は､圧倒的にＢＴＯが多い。

BOTもやっていますが、相対的にはＢＴＯが多い。ＢＴＯとは、基本的には財~政負担

で民に支払う公共サービス購入型で、行政が民間に対して長期にわたり延べ払いを

するような割賦販売方式がなされています。

分野ごとに調べると、教育と文化施設、健康と環境、まちづくりが多く、基盤。

基礎インフラはあまりありません。それは既にできていたからですね。日本の地方

公共団体が担うサービスは、実は社会基盤インフラが多いのです。

事業実施に関わる判断手順の在り方ですが、日本では事業を実施するか否か、ど

のように実施するかという判断は、全て公共施設等の管理者の権限になります。例
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えば、上部機関にお伺いを立ててこれが案件を承認するというプロセスは一切取っ

ていません。全て管理者の責任で行うという形になります。事業を構想し、計画す

る段階で、まず費用便益分析を実行します。費用便益分析を実行し、事業の必要性、

有益性、優先度を自らの責任で判断しなさいということです。それとともに、財政

負担能力の範囲内であることを実証するために、どのぐらいのコストでできるのか

を検証します。このステップを経て初めて、民にやらせるか、公共がやるかという

判断のために、ValuefbrMoney分析を行います。ただし、地方政府は、地方議会の

議決を要所ごとに取る必要があります。議会の承認を得ることで全体のガバナンス

を効かせているわけです。それとともに、これら全ての情報をできる限り公表する

ことにより、透明性、公平性を貫徹するような仕組みが実践されています。これが

日本の面白い仕組みともいえるでしょう。

スライド１４の最初の三つの段階は事前評価手順になりますが、PFIを実行すると

いう方針判断は、PFI法第５条に定められている実施方針を定めることにより胎動

します。実施方針とは、大きな枠組みとしての方針を定めて、それを公表すること

です。この後、実践するという意思は、PFI法第７条の特定事業の選定という手順

を経て確定し、公平な手順で事業者公募選定手続きに入ります。ＰＦＩ法はこのよう

に手順、考え方、判断基準を規定する法律になります。但し、これだけでは機能し

ないわけであり、ValuefbrMoney分析や評価等、事業を進めるか否かの判断基準、

官でやるのか民でやるかの判断基準等は、管理者が担うべき実務として、制度の中

に内包しているわけです。

ＶＦＭ評価は、同じ事業を公的主体が担った場合のライフサイクルコストと、民間

事業者が担った場合のライフサイクルコストをその現在価値で比較して、民の方が

安い場合は、その差をValuefbrMoneyとして、財壱政負担の効率性を評価する考えで

す。この評価を実施するのは単純ではありません。公的主体自身が例えば類似施設

の維持管理運営費用の過去のトラックデータや建設費のデータベースを持っていな

ければ計算できないからです。そのためにコンサルタントを起用しながら、公共工

事のコスト、公共サービスのコストを公的主体が常に把握して、民間の費用と比較

することにより、民に委ねることが本当に効率的か否かを考えていくのです。これ

が、ValuefbrMoney分析の在り方です。

ａ推進体制と推進のための政府施策

では、わが国のPFIを推進する体制や支援の在り方を見ていきたいと思います。

実際に案件を手掛けるのは、公共施設等の管理者ですから、国の役割はあくまでも

制度を作って推進するということになります。国は政策を決めて、法律を定めて、

方針を定めます。実務的なガイドラインは策定しますが、個別の案件に関しては、

一切関与しません。これがわが国のスタンスになります。その組織として、民間資

金等活用事業推進会議という内閣総理大臣を長とする会議の下に、民間資金等活用

事業推進委員会(PFI推進委員会)と言われる諮問委員会があります。私はそこで’０

年間専門委員を務めました。赤羽先生は現在の専門委員ですから、昔と今の専門委
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員がいることになりますね。一方、実践するのは公共施設等の管理者で、これが地

方政府であったり、国のエージェンシーであったりということになります。このよ

うに、わが国は国の政策と、管理者による実践を明確に分け、国が何をすべきかを

明示しながら、秩序ある段階的な方針の下でPFIを実現してきたのです。

具体の実践を可能にするために､PFI推進委員会が、プロセス、リスク分担､Value

fbrMoney､契約のひな形､モニタリング等の様々なガイドラインを整備すると共に、

自治体等も参加し、作成した事業マニュアル等を全て開示することによって、知識

の共有化と標準化を推進してきました｡国が率先してガイドラン等を作りましたが、

一部先進的な自治体では自らが、地方公共団体独自の分かりやすい基準やガイドラ

インを作っているケースもあります。

ＰＦＩ法は、現在では民間主体の発意により、民間提案があった場合、管理者に対

して、一定期間の応答義務、すなわちそれを評価してどうするか否かを、民間事業

者に答える義務を課しています。先進的な自治体では、これを可能とするために、

さまざまな民間提案や民との相談対話を促進する窓口を１カ所設け、そこで集中的

にワンストップサービスとして、民との対話を図るような仕組みが、先進事例とし

てできています。これは、民と対等に相談できる窓口を設けることによって様々な

課題を解決しつつ、公民連携を推進しようという考え方です。

しかし、これだけではうまくいきません。政府は強力にこの考え方を推し進めて

いますが、最近、ブロック単位あるいは地域単位ごとに、自治体、民間企業、金融

機関、ＮＰＯ、さまざまな関連主体が集まる地域官民フォーラムを設けて、この中で

さまざまな対話や情報交換を実行したり、お互いのスキルアップを図ったりするこ

とを実践しています。国が一方的に指導するよりも、地域の利害関係者が一緒に連

携しながらスキルアップを図っていくという考え方は、お互いの能力向上や情報交

換に役立つ成果を生んでいるようです。

一方、政府は２０１５年の法改正により、独立採算型のPFI事業に対する金融支援を

実行するために、官民の出資により、官民連携インフラファンドを創設しました。

これは国の資金と民間資金を一緒に組み合わせ、リスクのある金を、リスクのある

事業のレイヤーにつぎ込むことにより、案件の実現を促進させようという考え方に

なると思います。

面白いのは、国の政策の変化です。日本では１９９９年から２００５年までは、簡単な

案件、やりやすい案件から始めて実績を広げ、経験を積み上げる考え方を取りまし

た。２００６年以降は、よりサービス要素の多い、リスク分担の取り決め方が難しい案

件を手掛けていき、段階的に民間事業者の能力が高まり、公的主体もそれに慣れて

くることによって、よりリスクの高い事業案件を手掛けるようになってきたわけで

す。２０１１年以降は、政府はコンセッションを強力に推進しています。これは英国の

やり方と全く逆です。英国は橋や道路など複雑、大きいものから始めました。われ

われは簡単、地道なものから着実に始め、その後複雑な案件を手掛けているわけで

す。それはやはり、実際の主体は地方公共団体であって、国ではないと思ったから

です。地方公共団体のスキルを少しずつ高めることにより、国全体のスキルが高ま
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るということが発想のベースにあったと思います。

その結果、政府は２０１６年の成長戦略、２０１６年の骨太の方針においてPFI/PPPを

積極的に推進することを政策として掲げ､優先的検討指針という形で、人口２０万人

以上の地方公共団体に対して、PFI/PPP手法を優先的に導入することを推奨する規

定を設けました。このような形で、行政、国の指導により、できる限り地方公共団

体がPFI/PPP手法を積極的に使うような実践がなされているというのが、今の日本

の実態でもあるわけです。

それとともに、実はもう一つ面白い現象があります。それは既存の公共施設の老

朽化です。わが国の公共施設は高度成長期にできたものがほとんどです。小学校、

病院、中等学校、庁舎等は大体、築後４０年たっています。すると、更新投資が必要

になってきたのです。少子高齢化の時代を迎えると小学校は要りませんが、老人介

護施設が必要になってきます。ですから、公共施設の考え方を変えざるを得ないわ

けです。今、政府は公共施設等総合管理計画を立てることを地方公共団体に要請し

ています。地域単位ごとに人口動態からみて、その地域は将来どのようになるか中

長期的な公共施設の在り方と戦略を考えるわけです。公共施設は統廃合すべきか、

再配置すべきか、あるいは造り直すべきかを再考する。それを実行する際には

PFI/PPP手法を取り入れて、できる限り民間の知恵と資金も活用するような方法を

取り入れようとすることが、政府の基本的な考え方になっています。

４実践事例

大まかに捉えると、日本の実践の主たる対象は某礁経済インフラではなく、いわ

ゆる社会インフラです。それとともに、英国のように行政が公共サービスを買い取

るサービス購入型がPFIの主流になっています。これは基本的には民間にとり需要

リスクがありません。リスクが限定的で、限りなく行政による、延べ払いに近い構

図の案件、例えば小学校の建て替え、庁舎の建て替え、公民館の建て替えのような

案件が定着していきました。段階的に官民を習熟せしめるというのが国の施策でも

あったわけです。

一方、案件形成には金と時間が公民双方にかかります。大変な手順と労力を必要

とすることから、果たしてこれを本当にやるべきか否か。あるいは、習熟に伴い、

当然、学習効果がでてきますから、官も民も賢くなり、ValuefbrMoneyが減ってく

るわけです。競争と経験の蓄積は、段階的にValuefbrMoneyを小さくしてしまうと

いうのは、どこの国でもあり得ることですが、果たしてPFI手法は本当に手掛ける

べきものなのかという懸念が、一部、市場に生まれていることも事実ではないかと

思います。このために政府は、コンセッシヨンという新しい手法を導入することに

より、再度、市場を活'性化しようとしている最中でもあるわけです。

いろいろなことが１７年間に行われてきました。その具体例を見ていきましよう。

これは羽田空港のターミナル事業の事例ですが、貨物ターミナルと旅客ターミナ

ルの二つがあります。いずれもＢＯＴ方式の事業です。すなわち、民の資金、民のリ

スクで、民間が施設を整備して、事業リスクを取り、ターミナルを利用する利用者
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から利用料金を受領し、投資コストを回収する仕組みですｄ国の役割は土地を貸し

付けて賃料をもらうだけになりますから、財政負担は基本的にはゼロです。これは

うまくいった事例で、現実にこの二つのターミナルはうまく機能しています。

次は法務省がやった刑務所で、美祢社会復帰促進センターです。わが国最初の刑

務所が、山口県美祢市にできましたが、これは期間２０年のＢＯＴです。面白いです

ね。民の資金で施設を整備して、民が施設を所有し、これを国にリースすることに

より、国からサービス対価をもらいます。ＢＯＴでも利用料金制でないのは、まさか

囚人から賃料を取るわけにはいかないからです。運営は公務員と民間の２層構造で

なされています。もちろん、公権力の行使を使う行為は公の所掌に入りますが、で

きる限り民間の所掌を多く取っています。囚人にＩＣタグを付け、ＧＰＳとコンピュ

ーターで管理しているので、囚人は刑務所内を自由に動けます。囚人の部屋に鉄格

子はありません。テレビがあり、勉強机もあり、羽根布団もついていて、結構、待

遇が良い施設になっています。これは犯罪傾向の少ない受刑者を選んで入れている

という事情があるからかもしれません。

次は千葉県市川市。複合多目的公共施設です。これも日本でも面白い案件の一つ

です。類似的施設は中国や英国にはないかもしれません。左側から見ると学校に見

えますが、右側から見るとシテイホールです。一つの施設の中に六つの機能を保持

して、公と民が施設整備と維持管理、運営、さまざまな機能で、複雑に関与すると

いう、結構、ややこしい施設です。なぜこのようなことを考えたのでしょう。土地

コストが高いことと共に、駅に近く、住民の利便‘性が高い場所に、住民が必要とす

る施設機能を集約するという発想から出てきた、新しい発想の公共施設でもあるの

です。

次は最近の事例で、関西空港、伊丹空港のコンセッシヨンリース案件です。４４年

のコンセッションリースで、結構、大きな金額の案件が、去年実現しました。これ

はフランスと日本のジョイントベンチャーが受注したという意味でも、非常に注目

を浴びた案件になりました。

次の大阪府。枚方市の府営住宅建替え事業は少し異例なケースで、ＢＴ(Buildand

Transfer)方式です。これではファイナンスがないのではと言う人がいるかもしれま

せんが、短期的なファイナンスはしているのです。いわゆる公営住宅をつぶして高

層化させ、余った土地を分譲して、その益金を公と民で分担し合うという考えにな

ります。公的主体ではまずできにくい土地の利活用をPFIの仕組みを利用して実現

すると共に、短期的な資金需要も民間主体に委ねたという面白い案件です。このよ

うに、土地の利活用をちょっと絡ませた案件が最近は、はやっています。

次は栃木県佐野市のバイオガス発電事業です。これは下水の終末処理場に、処理

場から排出される消化ガスを有効利用する発電装置を設置するとともに、太陽光発

電も整備して、電力収入を得て、公と民が収入を分け合うという仕組みです。です

から、これも財政負担はゼロです。民間主体にサービスを提供させて、施設を造ら

せて、一定期間後、その施設の所有権は公的主体に譲渡されるという形になります。

次の徳島県・県営住宅集約化PFI事業も面白い案件で、先ほどのものと似ていま
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す。公営住宅ですが、３カ所の公営住宅を一つにまとめます。しかも、それを高層

住宅にして、余剰として生み出された土地を下に、さまざまな公共施設を併設する

という考えです。

なぜこのような事例をお見せしたかというと、単純な施設整備ではなく、常に何

らかのイノベーションと付加価値が仕組みの中に存在しているからです。単純な箱

を整備すればよいという考え方ではなく、サービスに付加価値を付けて新しい価値

を生み出す、それが今公共主体が考えるべき公共施設だということになります。こ

の意味では、従来のように、ただ単に公共施設をつくるだけでなく、そこに新しい

考え方や価値が入っているということが、日本のPFIの最近の特徴的な事象になる

かもしれません。

5．失敗事例

１７年間やっていますと、日本のPFI事業も全てが成功したわけでは無く、全体の

中で２％ほど契約締結後に失敗した案件があります。実は契約締結前に失敗したの

は、それ以上にあるかもしれません。どのような理由で契約前に失敗するのでしょ

うか。それは、構想計画段階で行政トップが替わり、方針が変更されたり、議会が

承認を否決したり、入札がうまくいかなくなったり、交渉がうまくいかなかったり

というケースです。

一方、契約後の失敗は、日本の場合には確実に数が限定されます。この中には需

要予測の見誤りによって採算が悪化し、赤字累積となり倒産した案件や、市場環境

の激変や官民の信頼関係喪失により、任意解除にいたった等という案件が多いわけ

です。具体的に見ていきましょう。

まず、議会による案件承認が否決された事案です。東京の国分寺市市民会館ＰＦＩ

事業の案件ですが、仮契約を締結し、議会に承認を得る段階で、民間事業者が失格

事由になり、議会が契約承認を拒否した案件です。これは係争事由になり、最終的

には和解が成立し、結局、公的主体が損害賠償金を払うことになりました。この案

件を契機にして、地方自治体は議会の承認リスクを全て民間主体に取らせるという

事象をもたらしました。

次も初期の段階の案件で、硬直的なサービス対価が議会、市民によって大きな問

題になったケースです｡滋賀県野洲市の小学校と幼稚園が一体となった施設の整備、

維持管理です。何が問題になったのかというと、維持管理費用が硬直的で、他の小

学校の維持管理費よりかなり高いことが露呈し、議会と市民が大きな問題とし、結

局、維持管理部分は一部契約解除になったというケースです。時間の経過に伴い、

価格の硬直’性が表に出てしまい、ＰＦＩの本来良いところが悪い方向に転換してしま

ったという事例です。

次はタラソテラピー（タラソ福岡）という、一種の迷惑施設を設けたことによる

住民への還元施設として、福岡市清掃工場の予熱を利用した海水を利用する温浴ス

ポーツ施設です。これはＢＯＴ案件で１５年の契約ですが、競争の結果、事業者は、

需要予測を甘く見過ぎた価格で応札し、施設はできたが、リスクが民間にあるため、
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たちどころに収益が悪化し、最終的には倒産したというケースです。この案件は行

政の介入により、民間事業者の代替によって、施設そのものは現在でもサービスを

提供し続けています。

次は港湾のケースで、北九州市・響き港湾コンテナ。ターミナルPFI事業です。

シンガポールの民間事業者（PSA社）とのジョイントベンチャーでしたが、ＢＯＴ方

式による港湾コンテナ・ターミナルの整備で、整備はうまくいきましたが、交渉に

時間をかけ過ぎて、事業環境があまりにも激変したために採算が合わなくなったと

いう典型的な例です。これもＳＰＣが債務超過に陥り、実質破たんになった段階で公

的主体がバイアウトを実行して、港そのものは運営していますが、ＰＦＩの案件とし

てはうまくいかなかったという事例です。

次は日本で最初のＢＯＴ方式によるPFIの病院（近江八幡市立総合医療センター）

です。施設的には非常に良くできた病院だったのですが、残念ながら公と民の信頼

関係が崩壊し、なおかつ、ＰＦＩ反対の自治体の首長が選挙で当選したために、合意

契約解除という形で違約金と債務を公的主体が支払い、公的医療施設に戻したとい

う事例です。

6．失敗の直接的。間接的原因失敗の直接的原因はフランスでもイギリスでも類似的

で、どこの国でも似たようなことが起こっています。やはり中国でも、しっかりと

した仕組みを作らない限り、どうしてもこのような問題が起こってしまうリスクは

あります。

直接的原因の一つは、需要リスクがあることです。過大な需要予測に基づき、投

資規模や投資判断を見誤ってしまうのです。

二つ目は、何らかの理由を契機として、公民間の問に不信感が生まれ、お互いを

信頼できなってしまう。すると、問題が大きくなり修復できず、契約解除しかない

ということになります。

あるいは、公的主体が甘いValuefbrMoney評価をする場合、どうしても価格構造

が硬直的になってしまい､最終的にはPFI手法の選択が費用的に高くなるとともに、

PFI方式の選択が政争の具になることもありえます。政治的なバトルの対象になっ

た場合、民間主体ではどうにも対処ができないことになるわけです。

失敗の直接的原因は以上のようなものですが、間接的要因もありえます。例えば

日本の公務員は３年に１度、確実にポストが交代します。契約やさまざまな慣行、

今までの経緯を知っている人が３年ごとに交代してしまうのです。これは英国でも

フランスでも同じですが、公務員は常に交代します。そうすると、やはりコミュニ

ケーションがうまく取れず、不信感が生まれてきます。それが失敗に至る遠因とな

ることもあります。

あるいは、性能発注仕様の在り方が暖昧であった場合、その解釈行為次第ではさ

まざまな係争が起こることがあります。

また、最初は問題ないであろうと,思っていた小さな問題が、時の経過に伴って、

だんだん大きくなり、相互不信の状態に発展することもありえます。
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あるいは、官民間の緊張感が欠如してしまう状態も失敗の原因の一つになること

もあるわけです。

7．着実な実践と手法の成熟。定着。展開

いろいろ申し上げましたが、ＰＦＩは、行政主体にとり有効な行政手法であること

は間違いありません。ただし、公平・公正な評価や手順によって、慎重を期して市

場を熟成してきたというのが日本の経験でもあるわけです。公と民によるしっかり

としたガバナンスを構築することが失敗を防ぐためには必要だということを、１７年

間の経験でようやく勉強してきたというのが日本の実態かもしれません。

では、日本の実態から何を学ぶべきでしょうか。中国はここから何らかの示唆を

受けることができるのでしょうか。実は今でも日本はさまざまな課題を抱えていま

す。大なり小なり、恐らく中国でも同じような課題を抱えることになるのではなか

ろうか、あるいは、現在も抱えているのではないかと考えていますが、皆さんはど

のようにお思いになるでしょう。

これまで見てきたとおり、日本のPFI法は基本的な考えや手順を法定して、実務

的な詳細はガイドラインとして方向性を規定しますが、どのように実践するのかは、

公共施設等の管理者に権限を委ねているわけです。だからこそ、手順や評価判断基

準などが重要になってきて、実践する公的主体のスキルや能力を向上せしめること

が非常に重要になってきます。このために、単純な案件から経験と実践を積み上げ

て、段階的に複雑な案件や、リスク移転の大きい案件へとシフトしていったわけで

あり、関係者のスキルアップを図りながら実践能力を積み上げてきたことが、安定

的な成長につながった大きな理由ではないかと思います。

これを可能にするために、さまざまな官民がフォーラムやセミナー、勉強会を実

施してきました。今でもやっています。私は１７年間、日本の地方自治体に対して毎

年のようにかかるセミナーに参加しています。もうさすがにいいのではないかと思

いますが、ニーズはあります。１０００以上の自治体があり、彼らの能力を少しずつア

ップするためには、１７年間やってもまだ足りないというのが実態かもしれません。

中国は国としてはもっと大きいわけですから、中国の皆さんはどうするか、非常に

大きな興味を持っています。

このように、キャパシティビルディング、公的主体のスキルアップ、民間主体の

能力アップをどのように構築していくかが日本の成功の鍵でもあったわけです。こ

のためには、やはり公的部門の意識改革が必要です。職員の意識改革、公的部門の

意識改革がそれを支えるようになったことは間違いないのではないかと思います。

それとともに、ＰＦＩ手法を含む公民連携の在り方としてのPFI/PPPは、いずれも

現在では重要な政策手段として、政府も認識しているわけです。その実践も定着し

つつあるわけですが、一つ大きな問題がわが国では生まれてきています。それは地

域間格差です。東京、大阪などの大都市は全く問題ありません。一方、これが地方

になると、行政能力が劣後し、どうしても地域格差が進んでいる状況を生み出して

います。
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それとともに、案件の開発・実現にかかる時間と費用がかなり高くなってきてい

ます。かかる事'情が案件組成を難しくしているのが実態ではないかと思います。

ＰＦＩは、新しい公共施設整備という側面では、過去も現在も大きな役割を果たし

ていますが、さまざまな公民連携手法との組み合わせや、先ほどのPFI事例のよう

に土地の利活用と組み合わせてみるなど、いろいろな方法を組み合わせてさまざま

な公民連携の実現の中において最適な手法を選択することが、地方公共団体によっ

てなされています。ＰＦＩはそのための一つの重要なツールであるという認識でもあ

るわけです。

8．公的主体の課題

さて、公的主体が抱えている課題をかいつまんで報告します。一つは、行政の縦割

り主義で、これは今でも問題です。行政官は、新しい行政手法の導入を嫌がるので

す。全体最適ではなく、部分最適を志向し、新しい考え方をやりたくないというの

が実は公的部門には結構多いのです。行政組織は放置してしまうと、現状維持ある

いは前例主義で、新しい創意工夫やイノベーションから遠ざかってしまいます。ど

のように彼らの意識を向上させ、彼らのモチベーションを高めて、イノベーション

の方向に持っていくかは、結構重要な課題です。それは中国でも同じかもしれませ

ん。また、日本は官尊民卑、官は偉くて民間はその下にいるという考え方が、契約

の発想としてあります。このアジア的な考え方は、現在でも大きな阻害要因になっ

ていると言えます。

それとともに、行政主体、特に公的部門に必要なのは、強力なリーダーシップで

す。わが国の実践でもそうですが、トップの人たちが、強力な行政改革のニーズと、

新しい考え方をやるのだということが、トップの指示によって、下に伝わらない限

り、行政組織は動きません。

しかし､下の人たちのスキルアップをどのように図るかも最大の問題なわけです。

行政トップの意識と行政職員のスキルアップをどのように図っていくのか。これを

マーケットに出る前にどのように構築するかが､非常に大きな問題になってきます。

また、公的部門の立場からみると、さまざまな規制緩和や制度改定を利用しなが

ら、官民双方が公平かつ同じレベルの立場に立って、知恵を出し合える仕組みがど

うしても必要となってきます。

今の政府の考え方は、民間の能力や創意工夫を最大限引き出すとともに、イノベ

ーションのある提案を出させようということです。その提案を出させるためには、

やはり公的主体がしっかりとしたブレーンを持って、しっかりとしたアプローチで

案件を形成しなければ、民間主体は動かないわけです。公と民が一緒になって、い

かにマーケットを形成していくかが非常に大きなポイントになってくるといえま

す。

9．民の課題

1９



民間側にも様々な問題が結構あります。残念ながら民間企業でも、企業間の能力

格差が生まれてきています。大企業は得意ですが、地方の地場に根差した中小企業

や民間企業は、能力、スキルアップに限界があります。だからこそ、地域毎に地域

フォーラムのようなものを構成しながら、地域力を向上させようというようなこと

をやっているわけです。

競争が激化してくるということは、マーケットにおいて、官民双方の知識。経験

の蓄積をもたらしていることも間違いないわけです。この結果、何が起こったので

しょう。経験が増えて、公民が習熟すると、リターンが減ってきます。それは競争

の結果として当たり前のことですが、民間主体が安心して投資する、最適な民間主

体のリターンレベルはどうあるべきかということは、大きな課題になってきていま

す。

それと、日本の企業は本質的には安定志向ですから、やはりリスクチヤレンジン

グ的なことを忌避するような傾向が若干あることも事実ではないかと思います。

いろいろと申しましたが、民間の今の問題というのは、やはり取引費用が増大し

て、これが好機を逃していることにつながっているかもしれないというのが大きな

ポイントです。

実はPFIは、創意工夫を出し得る場を設けることができれば、そこに付加価値が

生まれて、リターンが生まれてくるわけです。単純な施設整備や公共サービスの提

供であるならば、付加価値は生まれてきません。どのようにイノベーション、付加

価値を構築すれば面白い提案ができるのか。PFIを１７年間やっていて、やはり公と

民が一緒に知恵を出しながらやっていかないと、うまくいきそうにもないというの

が、日本の大きな経験でもあるわけです。

10．あるべき方向性

ＰＦＩは、政府にとって非常に重要な一つの手法にもなってきています。公正さ、

公平さを保持しながら､ガバナンスを効かせる仕組みをどのように作っていくのか。

これによって市場をどのように構築し、民間主体が創意工夫あるいはイノベーショ

ンを発揮できる仕組みを作っていけるかが、今後の大きな発展課題になってきてい

るわけです。このために日本では、制度を変え、慣行を変えて、不断にこれを実行

しようとしています。先日、私の東洋大学で、イギリスとフランスの専門家を招い

て公民連携に関わる議論しました。なかなか面白かったです｡十何年やっていると、

お互いに問題を抱えてきます。いわゆる公共調達改革やPFIは、お互いが進展しな

がらもお互いに相違点と類似点があるのです。類似点として世界共通の規範を、経

験と実績によって、みんながシェアするようになる形になってきています。ですか

ら、いろいろな人たちが、制度や環境の違いはありながらも、知恵を出し合いなが

ら、新しい公と民の連携のプラットフォームを作っていこうということでもありま

した。

中国の皆さんとも、ぜひこのようなプラットフォームを通じ、さまざまな意見交

換をすることによって、われわれも中国の経験から学ぶ側面があると思います。皆
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さんも日本の経験から学ぶ要素があるのかもしれません。

雑ぱくなお話をさせていただきましたが、時間になりましたので、私の話は以上

とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。

弼蝿！

;識駕雷Ｊ３，Ｊ班が:､

磯
､唾

鎮霞，詮．、常“
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講演Ⅱ「PFI/PPPの更なる深化に向けて－事例からみる契約上の課題一」

講師：アンダーソン。毛利。友常法律事務所パートナー弁護士赤羽貴

１これまでのＰＦＩとの関わり

美原先生から、日本ではどのようにPFIが成立し、どのような制度的問題があっ

たかというようなこともご紹介がありましたが、私は弁護士ですので、実際の案件

の問題点や、より具体的な契約の条項の問題、経緯などについてお話しできればと

思います。

日本では1999年代から、もう600件近いPFI案件がありますが、私は1999年こ

ろからPFIに携わり、私どもの事務所では３００件近い案件をアドバイスしています。

そのうちの５０％は公、国、地方自治体側、２５％は事業者側、スポンサー側、残り２５

％がファイナンサー側をアドバイスしています。公共側と、民間はファイナンサー

側と事業者側双方に、いろいろな面からアドバイスをしてきています。先ほど美原

先生から官尊民卑の傾向が日本でもあったと言われましたが、事例を一つご紹介し

ます。

1999年に最初に日本でPFI契約を作ったとき、私は地方自治体側のアドバイザー

をやっていたのですが、契約をドラフトするに際して、当然、債務不履行と言いま

すか、義務を違反したときの条項を作っていたわけです。事業者側が契約義務に反

すると、こういうことになり契約解除されますというようなことを書いていて、次

に公の方、地方自治体が契約に違反すると、このような効果がありますと。損害賠

償義務や、民間から契約を解除されますという条項を作りながら、ドラフトしなが

ら、公の方に説明をしていたところ、途中で「ちょっと待ってください。この条項

は必要ありません」と言われました。「どうしてですか」と聞くと、「なぜなら、

日本では、パブリックセクターというのは、デフォルトしないからです」と言われ

ました。当時は、日本の公共事業体もそのような意識だったわけです。

それから、数は限定されていますが、公共側で義務違反があった事例ももちろん

あったわけです。そのような公と民間が対等なパートナーシップに従って作るとい

う契約、PPP/PFI契約という概念。意識は、１９９９年ごろには欠けていたのですが、

約２０年かけて相当、契約意識も変わってきたというのが実感です。

面白い事例では、先ほどご紹介があった、法務省が作った民間による刑務所があ

りますが、私は法務省側でアドバイスをしました。また羽田の国際線のターミナル

は、皆さんは羽田から東京に入ることがあると思いますが、あのプロジェクトカン

パニーのアドバイザーもしております。関西空港も、あれは国の100％子会社が持

っていたものですが、国と関西国際空港側にアドバイスをしておりました。さまざ

まな観点から、いろいろと面白い話が実はたくさんありますが、全部カバーできま

せんので、後ほど、エピソード的にも触れていきたいと思います。

２PFI/PPPの流れ
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PFI/PPPの流れは、美原先生からご紹介していただいております。確かにＰＰＰと

いうのは法律上の概念ではありませんので、ここでは出てきておらず、日本での法

律はあくまでも、PrivateFinancelnitiative法ということになります。その中で、法律

を改正して、最近、コンセッションということもやっています。日本では一時期、

行政改革の流れで国の事業のprivatization（民営化）も相当なトレンドがありました

が、それから若干揺り戻されて、今やっているのは、例えば空港のコンセッション

です。これは既設、造った事業については、所有権はパブリックセクターが持った

まま、その運営権を長期にわたって民間に渡すという形です。民営化の場合は、完

全にパブリックセクターがコントロールを失ってしまいますが、その中間形態であ

るコンセッションが最近は好まれて、行われるようになっています。

ＰＰＰはpublicprivatepartnershipですので、これはさまざまな形があります。最近、

よくはやっているのは駅前の再開発などで、民間のお金と公共のお金で人が集まる

ところについていろいろな施設をつくっていこうというのがあります。さまざまな

形でＰＰＰは、より広い概念で日本では行われております。

3．ＰＦＩ法の法制度関連

法制度については、日本ではメジャーな改正は１９９９年以来、４～５回やっており

ます。それは、ＰＦＩをやっていくために不都合、一定の法改正が必要だと思われる

ことを徐々に反映していっているわけです。そのコンセッションを導入した２０１１

年の法改正があり、２０１３年ころには、先ほど出てきた官民インフラファンドである

民間資金等活用事業推進機構（PFI推進機構）を作ったわけですが、その法改正が

行われています。

ＰＦＩ推進機構については、あまり詳しくは述べる時間はないのですが、大きな案

件に対してはリスクマネーを供給する。国と民間で半分ずつ資本金を出した会社が

必要なメザニンローンや株式をプロジェクトに投下するというような方法、機能を

持った会社です。

ValuefbrMoneyは,先ほど美原先生の方でご紹介いただき、また契約には直接には

あまり関係ないところなので飛ばさせていただきます。

4．PPP/PFI優先的検討指針

今の日本政府はPFI/PPPを推進していこうという立場ですので、1999年から現在

に至るまで６００件近いPFIがあり、５兆円弱の実績があるわけですが、まだまだ足

りないということで、PFIの優先的な検討指針を去年１２月に内閣府で発表していま

す。これは人口２０万人以上の自治体においては、公共事業をするに際して、一定の

規模の条件はありますが、PFI/PPP手法の検討を要請するもので、その第一弾とし

て各自治体はこのようなガイドラインでやるのだという指針を作れというもので

す。

日本の地方自治制度では、中央の政府が地方自治体に直接命令することはできま

せん。地方自治体は独立した行政単位ですから、これはあくまでもお願いにとどま
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るわけです。ただし、指導的なお願いであり、先進的な自治体、それから人口２０

万人以上の自治体というのは相当あるわけですが、そこにおいて強力に進めていっ

てほしいということで、今年度、その指針を各自治体が作り始めています。

5．ＰＦＩ契約作成への流れ

日本で各自治体がPFIをやる場合には、当然、その事業がPFIでValuefbrMoney

が出るかということで、事前のFeasibilityStudyをやります。その後、どのような方

針でやるかということで、実施のための方針を出します。これは法律に書かれてい

ます。

その後、Ｑ＆Ａのセッション、各民間事業者に対するヒアリング等が行われます。

これは結構重要です。ある事業がFeasibilityStudyをした後に、どのようなことであ

れば民間事業者が出てこられるのか、今出している政府、自治体の方針でまずいと

ころはないのかということを聞き取る作業です。実際、どのような考え方でこの事

業を民間と公共でリスクを取り合うのかというようなことについてのＱ＆Ａが多い

です。ここでいろいろなセッションが行われるということが第一段階です。

次は、特定事業の選定です。これも法律上の要件ですが、ある事業をPFI事業で

やろうという正式な表明です。

その後に、入札説明書。募集要項の発表です。これは公式の文書を、公（おおや

け）でこのような形で、契約書なり、要求水準というものを出していくのだという

ことで、ここで公共側であれば、ＰＦＩ契約書案の第一次案を公表することになりま

す。この最初の段階のPFI契約書の公表までに、先ほどからのＱ＆Ａや、実施方針

のヒアリング、リスク分担の話を聞いたり、他の類似事例のリスク分担の方式や、

契約書の前例を見ながら、PFIの契約書を作っていく作業をすることになります。

6．PFI事業契約の作成の流れ

その契約書を作るときに重要なのは、リスク分担の精査です。あるリスク事象に

ついて、それを取るのが民間側なのか、公共側なのかが重要になりますが、これに

ついては一定の範囲でのガイドラインを内閣府が出しています。そのガイドライン

に従う必要はないのですが、大体はそのガイドラインに従って作成し、それに従っ

て各条項を作くっていくことになります。

それから、PFI契約書を公表した後にも、Ｑ＆Ａのセッション、文書での質問．回

答事項がありますから、公表版の発表をした後にＱ＆Ａをやり、さらに事業者との

交渉があり得ます。

これはいろいろなパターンがあります。例えば３社程度に提案者を絞り、それと

契約書を含めた、事業全体のいろいろなリスクや事業全体の構成について交渉して

いくことがあります。簡単なPFIですと、それほど事業者との交渉の可能性、リス

ク分担についての交渉の期間は長くないですが､病院などは非常に難しい事例です。

先ほど解約事例の一つとして病院が出ていましたが、病院の場合には選ばれてか

ら契約を締結するまでに、６カ月以上かかっています。病院は非常に運営する部分
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が大きいので、それについてのリスクや不明確な事項が多く、６カ月程度、契約の

条項について交渉しました。最初の事業設定から長い期間かかって契約したわけで

すが、最終的には事業契約は解除されてしまったわけです。

7．各種契約

最近やっているコンセッションは、日本では既設型（ブラウンフィールド）です。

空港などは特に典型ですが、空港はもう造ってしまっています。日本で国が管理し

ている空港は、地方自治体が管理している空港もありますが、もう造っていて、新

設の必要はない。従って、今後、更新、投資、運営を民間に委ねたいということで、

コンセッション事業に出したわけです。これも契約の交渉は相当期間かかっていま

す。２～３カ月のものもありますし、関西空港などは、期間は３～４カ月でしたけれ

ども、非常にインテンシブに契約交渉をしました。

リスク分担と条項の明確化ということで､何時間も契約を交渉した例があります。

通常の簡単なものは、いろいろな手続き的な流れで、最終的な契約交渉権者が決ま

ってから約１カ月程度で契約を結ぶこともありますが、例外的に複雑なPFI事業だ

と数カ月かかります。

８ＰＦＩの基本的スキーム（サービス購入型）

サービス購入型と言われるものは、例えば小学校を整備して、３０年間維持管理す

るという形の契約のスキームです。真ん中にプロジェクトカンパニーがあり、小学

校の場合には、小学校を整備する主体は地方自治体ですから、地方自治体との間で

PFIの契約が結ばれる形になります。それに必要なお金を融資団からローンを引い

てきてやる。プロジェクトカンパニーはスポンサーから出資を受けているわけです

が、プロジェクトカンパニーは建設のコンソーシアムや管理運営会社にさまざまな

PFI事業で受けた事業を委託しています。これは基本的にはプロジェクトファイナ

ンスと同じスキームですが、その中で一つ注目していただきたいのが、融資団と地

方自治体とで出てきている直接協定です。

直接協定は、通常であれば融資団がプロジェクトカンパニーにローンをしている

わけですから、そこに対してローン契約上の関係があるだけですが、国や地方自治

体と協定を結んで、プロジェクトについてモニタリングをします。一方、国や地方

自治体は、ＰＦＩ契約はプロジェクトカンパニーと結んでいるのですが、その契約上

で不履行や義務違反がありそうなときには、プロジェクトカンパニーのみならず、

融資団にもお知らせすることによって、融資団の方からもプロジェクトをモーター

するという形になっています。融資関係のところで、銀行なり融資団からもプロジ

ェクトに対するしっかりしたモニターが働くというところが通常の公共事業と違う

ところだと,思います。

9．官民の責任分担。リスク分担例

契約については、リスク分担が契約の重要なところです。ある事象が起きたとき
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に、その事象を解決するためのコスト分担をどうするかというのが基本的にリスク

の分担です。これはヨーロッパでも言われていることですが、リスクは当該リスク

を最も管理可能な者が負担することが効率的で、これが原則です。

一つは「民間に負担移転」するリスクです。例えば建設したり、設計したり、運

営したりすることは、全て民間の方でやってくださいということです。資金につい

ても、民間の方で資金を調達してこいと。資金調達できなかった部分は民間の責任

であるということになります。

「公共の負担」とは、公共がそのPFI契約の中で依然として負担しているもので

す。特に最近問題となるのは、特定の法律や制度の変更です。法律というものは常

に一定ではありません。例えば空港に関する法律はあるわけですが、これが変わっ

た場合、例えばコスト負担が起きた場合には、どのようにそのコストは負担される

かというようなことが、法律の変更リスクということです。

これは、例えば空港だけにならないで、一般の事業者にも適用される法律であれ

ば民間が負担するわけですが、空港法という法律が改正されて、ＰＦＩ事業にも影響

がある場合には、ＰＦＩ事業者は一定部分は負担しなくてもいい、公共が負担すると

いうことです。

国の制度や地方自治体の制度が変わったときは、民間は別にコントロールできな

いわけですから、その制度的な変更によって、民間が不利益を被るのはフェアでは

ないという意味で、公共が負担するということです。ただし、これは本当に公共が

負担すべきか、民間が負担すべきかは、微妙な問題があります。普通であれば、民

間事業者というのは、通常の税金が上がっても、別に公共に負担してくれとは言わ

ないわけです。ＰＦＩ事業の対象事業に関する法律が変わったときというふうに文言

では書いていますが、時々議論の対象となるという意味では、予めよく検討してお

かなければいけないことです。

公共による料金改定リスクは、例えばいろいろな利用料金制度があります。高速

道路の料金もそうですが、これをどのぐらい民間に委ねているかです。公共が一定

の範囲で上限を決めていたような場合には、何らかの事由でコスト上昇しその上限

を超えざるを得ないときに、公共が負担してくれとよく言われる場合があります。

もちろん、他のリスク、需要リスクなどと関連していくので、一概には言えません

が、公共側がPFIをやった後も依然として取っているリスクがあります。

「個別マター」が結構難しいところです。マーケットリスクと独立採算部分リス

クというのは同じような話です。これは利用料金を徴収するコンセッション型など

の場合にはよくあるのですが、高速道路にどれぐらい道路交通量があるかというの

は分からない。その利用料金でファイナンスを返そうというときに、マーケットは

高速を利用する車の数ですが、そのマーケットリスクはどちらがどれぐらい取るの

かということになります。通常であれば、民間が全部取ってくれるというのが公共

側の考え方ですが、一定の政策的な配慮で下限を付けて、何パーセント未満までに

なってしまった場合には、その部分を一定限度、公が下支えするというような考え

方もあります。あまりにも交通量が増えた場合については、その超えた部分につい
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て、プロフィットシェアリング、公共と民間で一定の割合を分けるというような形

もあります。

日本で非常に問題なのは「天災等の不可抗力リスク」で、これは常に大問題です。

日本はご存じのとおり地震国ですから、地震が起きたときにどうするかということ

があります。２０１１年３月１１日に大地震が起きて、皆さんも仙台空港が津波で水没

したのが記憶にあると思います。あれは国が管理していた空港で、あの後、改修し

てコンセッションにしました。地震のときにどうなるのだということは大議論にな

りました。

当然のことながら、民間はもう１回あのようなことが起きたら、そのようなリス

クは取れないということを言いますし、公共側は、そうは言っても地震の保険もあ

るのだし、一定の範囲では、最終的に保険も掛けた上で民間が負担してくれないか

と。ただし、少なくとも日本においては、地震は保険で100％カバーできないのが

通常です。ですから、保険でカバーできない部分については国が一定の負担をする

という考え方も成立します。中国も地方によっては地震もあるでしょうし、非常に

広大な国土ですから天災のリスクはあるでしょう。それが起きたときにどのように

契約条項にしておくかは、非常に重要になります。しかも天災がいったん起きると、

シリアスな問題ですから、このあたりは非常に精査が必要です。

BTO、ＢＯＴについては、先ほど美原先生の方である程度触れていただいたので、

割愛したいと思います。

プロジェクトファイアンスの基本形も、先ほど出てきたようなサービス購入型の

形で、どのように実際、ファイナンスを受けているのかということとほぼ同じです

ので、割愛します。

10．ＰＦＩにおける直接協定と案件の傾向

スライド１４の左側は、通常の公共事業とは違い、融資団がパブリックセクターと

協定を結び、ＰＦＩ事業で変なことが起きそうになったら、パブリックセクターは融

資団に通知をし、融資契約のデフォルトが起きそうになったら公共融資団はパブリ

ックセクターに通知をし、事態が深刻になってローン契約の解除やPFI事業契約の

解除に至らないように、共働して作業をしましょうというものです。これは先程述

べましたようにPFIで特異的な契約になります。

ＰＦＩについては、従来、サービス購入型、建築物中心、箱物中心が多かったので

すが、最近は運営型・独立収益型が多くなっています。最後に2003年以降はコンセ

ッション事業の広がりということで、利用料金収入型が増えています。

11．サービス購入型ＰＦＩの特徴と法務のポイント

いろいろなパターンがあり、幾つか美原先生が紹介した部分と重なっている部分

もありますが、ご紹介します。

美祢の社会復帰センターはサービス購入型で、先ほど出てきました。要は刑務所

の契約です。私は法務省側でアドバイスをしました。契約は2005年ですので、もう
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１０年たっています。期間は２０年ですので、半分程度の折り返しに来ました。今、

PFI契約が終わったときにどうするかという検討を始めているところです。

そもそもなぜ刑務所をやったのかというと、一つは、2000年代の初め、日本では

刑務所に入る受刑者が増えて、過剰収容になり、105％を超えていました。一方、国

の方は国の方で法律があり、国の職員である刑務官を増やせません。それで民間の

力を借りてやりたいということがありました。105％は暴動ラインと言われ、105％

を超えると受刑者の暴動が起きやすくなってくるということなので、当時は非常に

危ない水準にあったのです。

もう一つは、矯正教育、職業訓練等を民間に委託したい。今までの日本の刑務所

は職業訓練をして、受刑した人にどのようなスキルを付けさせるかということにつ

いてのメニューが足りなかったのです。国の刑務官は、刑務が主力ですから。それ

について、民間のいろいろな、刑務所の業務を受託するところがあるわけですが、

そこでいろいろな学習についての受託などもやりました。例えばPFI刑務所では、

コンピューターの教育をしたり、特殊機械の免許を取らせたり、調理師やクリーニ

ングの免許を取らせています。

というのは、再入所率はできるだけ下げたいわけです。日本では１人当たりの受

刑者に対して､法務省の一般管理費も含めると１年間で約３００万円かかっています。

これは税金です。ですから、もう１回入ってこられると、その３００万円が出ていっ

てしまうわけです。それと、社会的にも犯罪者が減ることはいいことですので、で

きるだけもう１回来てもらいたくないということで、やったわけです。

PFI刑務所はＡ級と言って､あまり犯罪傾向が進んでいない人たちが対象ですが、

Ａ級の全国平均に比べると、半分の再入所率です。従って、国では欠けていた職業

訓練や矯正教育をやったわけです。これは１０年後には終わり、その後はどのように

するかは分かりませんが、一定の成果が上がっていると言えると思います。

受刑者の体を拘束するような、公権力の行使は、国の刑務官が行っているわけで

すが、それ以外の多くの業務は民間がやっています。ただし、刑務所の民間委託は

初めてやる事業ですので、要求水準に違反する、義務に違反すると通常はペナルテ

ィポイントが付きますが、最初の１年間は習熟期間ということでペナルティポイン

トが付かないような建付けにしています。民間が入りやすくするために、最初の１

年間はお試しの期間、業務に慣れていただく期間として、そういう契約的な配慮を

しています。非常にたくさんの会社が協力して一つのプロジェクトカンパニーを作

って、刑務所運営をしています。

１２独立採算。コンセッション型ＰＦＩの特徴と法務のポイント

コンセッションは、中国でもＢＯＴのような形で割とやられていて、馴染みが深い

と思います。日本では割と新しくやったわけですが、先ほどご紹介した羽田の国際

線の、ターミナル会社は国から土地を借りて、ターミナルビルを建築。維持運営し

ています。これは国に賃料を払い、あとは全部、民間がやるということです。相当

複雑な契約で、いろいろな条項が決まっています。料金収入によって運営していく
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形になります。

ただし、完全にフリーな事業というわけではありません。やはり公共サービスを

提供するので、料金等についての考え方などについての契約条項はあります。例え

ば面白いことでは、このプロジェクトカンパニーは、ターミナルビルなどを増設す

るとき、民間建築会社を選ぶに当たっては、ＷＴＯルールという、一定の公平な調

達の原則に従ってやることが契約で定められています。これは法律上、必要ではあ

りませんが、公共サービスとしての必要‘性から、プロジェクトカンパニーの調達に

ついても透明'性を掲げようというような形で契約条項が入っています。

独立採算型、コンセッション型のPFI契約の法務ポイントは、スライド２１に書い

てありますが、一番大きなポイントは、利用料金の収入が事業者の収入で、ここで

ファイナンスを返したり、自分の利益を確保するわけですから、そこが一番重要な

ポイントです。けれども、マーケットリスクは民間サイドが取っているわけです。

羽田空港に年間何百万人も来ますが、それは年によって大きく上下します。中国か

らたくさん来る年もあれば、来ない年もあります。

空港の場合、３～４年間に１回は必ず異常な事象が起きます。ＳARSがありました

し、アイスランドで火山が噴火しました。そのたびに収入はぶれていくわけです。

事業者はそれをリスクとして取っているわけですが､例えば３年間､４年間､５年間、

ずっと赤字であった場合に、どのような契約条項で解除ができるというようなこと

は非常に重要になります。パブリックセクターの方も、これは完全に民間の需要リ

スクを取っているのだからということで完全に民間に移転する場合もありますし、

一定の下支えをすることもあります。また、当然、不可抗力や法令変更があります。

これは公共と民間の間で個別に決めるわけですが、原則は民間が負担します。例え

ば、台風が来るのは不可抗力ですが、台風で減少した乗客数は民間が負担します。

民間が、利用料金がこれだけあったはずだからといって公共から収入保証されるわ

けはないのですが、大規模な天災が起きた場合にはどのように契約上なっていくか

ということは非常に重要です。

羽田はターミナルピルですが、関西空港というのは、滑走路もターミナルビルも、

全てコンセッションで、国の１００％子会社が持っていたのですが、それを民間に運

営させています。関西空港は海上を埋め立てた海上空港で、２４時間使えます。しか

し、海上空港は年に少しずつ沈下していきます。しかも、大阪の内海にあり、大き

な地震が３０年以内ぐらいに予想されている地域です。地震があそこで起きると、場

合によっては十数メートルの津波が来て、その場合空港は浸水してしまいます。こ

れは去年契約して、今年の４月１日から日本のオリックスというリース会社と、フ

ランスのヴァンシというオペレーターがジョイントベンチャーで運営を開始してい

ますが、これが論点になりました。これについても、一定の保険は掛けてください

と。ただし、保険でカバーできないものはどうしてもあります。関西空港の場合に

は、保険の対応金額も大きいですけれども、損害額も大きくなりうるので、それに

ついては一定部分、パブリックセクターが負担をすることとしています。

そういった意味で、個別のプロジェクトによって、不可抗力の扱いなり、法令変
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更の扱いは変えていかないと、そもそもその契約についての合意。調印までに至ら

ないということもあり得るわけです。ちなみに関西空港は、伊丹空港と合体してコ

ンセッションで出しました。関西空港会社は、日本円で言うと２兆円近い債務があ

ったわけです。それを今回はコンセッションフィーで、それは四十数年にわたって

ですが、回収するという目標で、３年前にはほぼ不可能と考えられていた事業です

が、ディールをクローズしました。重要なのです。

13．今後の課題

今後の課題については大体ふれましたが、官民双方の意識の更なる改革です。リ

スク分担についての考え方として、公共サイドは民間にできるだけリスクを移転し

たいと思いますし、民間サイドは公共サイドにもリスクを取ってほしいと思うのが

通常ですが、やはり公務員の方と民間の考え方のギャップが非常にあります。昔ほ

どではないですが、これを埋めることが非常に重要だと思います。

例えば大きな空港案件については、政策的な決定は日本政府がしたわけですが、

実際にプロジェクトを動かすために、アドバイザーももちろん民間が入っています

し、法律事務所も入っていますが、公共の担当者に民間人を入れています。一定の

期間で弁護士、会計士、コンサルタントを入れて、民間ならこう考えるだろうと。

公務員をずっとやっていた方のみの担当だと、民間には受け入れられないようなプ

ロジェクトの形になるので、ある程度、そのギャップを埋めるためのチーム構成を、

日本政府は、結構、ドラスティックにやりました。この空港案件は大きな案件だっ

たからということがありますが、そういう形でやっています。

また、最終入札前、先ほどの競争的対話の重要性ですが、大きな案件ですと、非

常に決定的に重要な条項が幾つか論点として残ります。それはリスク分担について

の条項が多いのですが、きっちりと対話することが必要になってくると思います。

ここの点は強調し過ぎても、し過ぎることはないと思います。

今後、日本は空港、上下水道、文教施設（図書館、博物館、美術館）のコンセッ

ション。ＰＦＩをどんどん進めていくことになっています。事業ごとのリスクプロフ

ァイルをしっかり考えていくことです。空港でしたら、当然のことながら収入の上

下のぶれがあります。一方、水道は収入が一挙に減少はしないけれど、逆に空港の

ようにエアラインを誘致して、売り上げを劇的に上げることもできない。いろいろ

なプロジェクト特性がありますので、これに従ってプロジェクト組織を考えていく

ということです。

日本でもまだ、どのように紛争を解決していくかということについては模索の途

中です。先の病院PFIについては、最終的には裁判外の交渉で合意解除で終わりま

した。日本では、裁判所による解決をするという条項は、従来の公共調達、ＰＦＩも

含めて一般的だったのですが､裁判ですと最高裁まで含めると３回審理があります。

それには時間がかかり過ぎますし、必ずしも専門的な裁判官に当たらない可能性が

あるので、最近のトレンドは、日本政府も商事仲裁を入れることも、可能性として

はＯＫと言っています。仲裁であれば１回で済みますし、arbitrator（仲裁人）は、
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専門的な人をある程度選べるからです。

日本でのPFI事業についてのリスク分担や、現在の問題点などを紹介しました。

今後、中国はすごい勢いで、短期間でPFIの実績を積み重ねられていくと思います

が、何らかの参考にしていただければ幸いです。

,霧.毒＝・珪稗宮…斡瞥……｡溌嬢露篭騨…溌錘盛鴨諦錨謬A雪毒露謹職掌蝿鍔懸鍾鰹癖鱗:錫…&,"‘旨･壁昌霊時‘…ご…鋸蝦.黙『寵一遥錘鐸織錘-苧.-,蒜.･蓋5,.-：』…ぶ;5..､乳

議鍵鐸鍵率識鍵鍵議繍繍繊癖織鍵繍鶴繍繍灘織繍！
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講演を踏まえたパネルディスカッション

パネリスト

美原融（大阪商業大学教授、東洋大学大学院客員教授）

赤羽貴（アンダーソン。毛利・友常法律事務所パートナー弁護士）

王天義（光大国際有限公司総経理兼清華大学PPP研究センター主任教授）

王守清（清華大学建設管理専攻教授。博士指導先生）

（司会）最初に清華大学PPP研究センター長の王先生より、コメントを頂きたい

と思います。

（王天義）本日はシンポジウムに参加でき、大変うれしく思います。中国は２０１４

年、本格的にＰＰＰ事業を推進するようになりました。最初にこのPUblicPrivate

Partnershipを導入した狙いとして２点あります。まず１番目に資金調達です。そし

て２番目に地方政府が抱えている膨大な債務の回収策として、ＰＰＰを活用しようと

思っておりましたが、現在、このＰＰＰに関する認識が若干、変わっています。ＰＰＰ

の規模そのものも変わろうとしております。

まず１番目に、資金調達は依然として目的として存在しております。２番目は政

府の効率の向上、そして３番目に、中国の特色ある改革を実施する上での重要なと

っかかりにしようと思っております。具体的には、政府の能力の向上、さらには国

政運営のガバナンス方式の転換に着目し、ＰＰＰの事業を推進しようとしています。

ですから、ＰＰＰの意義に関して、諸外国とは、若干、違う認識を持っているとも言

えます。

このように中国の中央政府がＰＰＰを重要視し、とりわけ中国の発展改革委員会及

び財政部が肝煎りで本腰を入れているため、また中国の地方政府も非常に切実なニ

ーズを抱えているため、ＰＰＰを本格実施して、わずか３年しかたっていませんが、

世界最大のＰＰＰ市場が生まれようとしています。中国政府が発表した統計によりま

すと、現在、ＰＰＰの事業数は１万件を超え、資金規模は１０兆円を超えています。

確かにＰＰＰの発端は欧州にあります｡ですから、中国はＰＰＰを推進するに当たり、

最初は協力。交流のパートナーとして欧州各国を選びました。フランス、英国との

交流をいち早く展開したわけです。そして大変うれしいことに、皆さんの力添えが

あり、発展改革委員会は、欧州委員会と戦略的にパートナーシップに関するメモラ

ンダムを交わしました。さらには、清華大学の中に国連のＰＰＰ中国センターを設置

しました。そして、この清華大学の中に、ＰＰＰ研究センターも併せて設立されまし

た。

さらにＰＰＰに関する国際交流が広がりつつあります。中国の中央政府、学会、さ

らには産業界の努力により、現在、中国とＰＰＰを交流する国。地域は非常に拡大し

ています。すなわちＰＰＰに関する視野が一段と広がったわけです。欧州に加えまし

て、北米、アジアなどの国々との交流も始めております。シンガポール、豪州、カ

ナダ、米国、日本のいずれとも、現在、さまざまな形でＰＰＰに関する交流。協力が

なされております。
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私ごとになりますが、日本とのＰＰＰに関する付き合いは、それほど早くはありま

せん。昨年、国連の経済委員会の場でＰＰＰに関する議論がなされ、そのときに日本

の東洋大学のＰＰＰの専門家がおいでになり、講演されました。さらに今年６月、青

島でＰＰＰに関するフォーラムがあり、その際には日本のＰＰＰの団体の会長にお越し

いただきました。日本のＰＰＰの状況について、詳細な説明を頂きました。また本日、

日本の専門家のおこ方より、詳細なご説明があり、その話を拝聴して、日本のＰＰＰ

の状況に対する理解は、より深まったと思います。

率直に申し上げまして、従来ですと日本は先進国であり、お金にも、政府の法律

にも困っておりません。そして日本の政府は非常に真面目ですので、ＰＰＰの需要が

あまりないと思っていました。ですから、日本のＰＰＰ事業についてはあまり注目し

ませんでした。しかし、昨年あたり、日本の状況を調べてみますと、日本のような

先進的な国においても、ＰＰＰ市場がきちんとニーズとして存在し、かつ、そのよう

な市場はどちらかというと、経済インフラよりも、社会インフラの方に集中してい

ることがよく分かりました。

私は日本に何度もおじやましたことがあります。かつて山東省の済南市の副市長

を務めていたときに、仕事上の関係で何度も日本を訪問しました。済南市は日本の

二つの都市と姉妹関係を締結しており、そのうちの一つは大阪近辺の和歌山市です。

日本を訪れたところ、非常に完備したインフラ、そして政府の提供している、大変

高効率のサービスが印象的でした。さらに今年の９月には、一中国人として観光で

日本を訪問しました。その際に、日本の新幹線、鉄道、バスを利用させていただき、

インフラの先進さに加えて、良好なサービスが私に非常に良い印象を残してくれま

した。

では本題に戻ります。今日は日本の専門家おこ方の発表を聞かせていただきまし

た。その中に、公民連携に関して二つの概念があったと思います。一つはPFI、も

う一つはＰＰＰです。この概念の扱いですが、日本も最初はPFIからスタートして、

徐々にＰＰＰというふうに範囲を広げています。ある程度、進化したとも言えます。

また、現在ＰＰＰは世界的に広く認知されているコンセプトですので、ＰＦＩとＰＰＰの

二つの概念から、中国は依然としてＰＰＰという概念を取るべきだと思います。

もう一つ整理したい概念があります。すなわち手法の中にＢＯＴとＢＴＯの両方が

ありますが、どちらがより良いのかということです。これについては比較をしなけ

ればならないと思います｡日本の話を聞きますとＢＴＯの方が圧倒的に多いと思われ

ます。中国の場合はＢＯＴの方が多いわけです。

この二つの手法を比較すると、Build、つまり建設に関しては全く変わりません。

その後がＴかＯかによって、どちらが実態の状況に合っていて、どちらがより所有

権の問題を解決してくれるかに着目したいと思います。私の認識としては、ＢＯＴよ

りも､ＢＴＯの方が所有権の問題をより適切に解決できると思います｡ＢＯＴの場合は、

20年、３０年間オペレーションをし、その後、この施設ないし事業を政府の方に渡さ

なければなりません。しかし、その間に少し問題が生じるかもしれません。

もちろん、ＢＴＯも整備して、政府の方にトランスファーし、さらにはオペレーシ
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ヨンは民間事業体がやるということですが、最終的な所有権は政府の方に移管され

るわけです。ですので、むしろ日本の専門家のおこ方に聞きたいと思います。日本

政府はこのＢＯＴとＢＴＯをそれぞれどのように見ているのか。そしてBTO、ＢＯＴ

を選択するときに、どのような評価手法があり、それぞれどのようなメリット、デ

メリットがあるのか。そして評価基準についてお教えいただきたいと思います。

恐らく、公民連携の形として、三つのパターンが考えられると思います。まず１

番目にBTO、２番目にBOT、そして３番目はシンガポールあたりで多く見られます

が、ＤＢＯないしＤＢＦＯと言われています。

具体的にそれぞれどのような長所、短所があるかと言いますと、やはりＢＴＯの場

合は、整備して、そのまま所有権を政府に移管しなければなりません。そうします

と事業者は、もしこの施設をもって、銀行からの借り入れのために抵当物として銀

行に預けることはできません。

ＢＯＴの場合は、所有権がいま一つファジーですので、中国の場合はこの事業をも

って、銀行からの借り入れのための抵当物にしてしまうということがあるかと思い

ます。

このような問題に対して､むしろシンガポールではやっているＤＢＯないしＤＢＦＯ

がより適切に対処していくかもしれません。すなわち、この所有権は、しばらくの

間は企業がきちんと持つ。そして最終的に政府に移管されますが、政府がきちんと

有償でそれを買い取ることになります。

恐らく、この三つのパターンは、それぞれ長所短所があり、それぞれどのような

事業に向いているかについて、つぶさに精査する必要があるかもしれません。

では、手短に私の話をしたいと思います。まず１番目に自分の感想です。日本の

話を聞き、日本のＰＰＰはI幅広く活用されていることが分かりました。私が記'億して

いるところ、確か５３分野にＰＰＰが活用されています。

２番目に印象に残ったのは、ＰＰＰの日本での失敗数が非常に低いことです。２％ぐ

らいでしょうか。その中から契約に至らなかった点を差し引いてしまうと、実施し

て失敗した事例は１％未満になるかもしれません。それは非常に高い成功率です。

なぜこんなに高い成功率を収めることができたのでしょうか。その理由をぜひ伺い

たいと思います。このような日本の経験は中国にとって、非常に有益と思われます。

３番目は、日本のPFI/PPPに関するグランドデザインがよくできていることです。

例えば、国レベルではＰＦＩという法律が最上位にあります。その下にPFIの推進委

員会、そしてそれを推進するためのファンデーション、基金。そしてこのPFI事業

を円滑に推進していくための、さまざまなガイダンス、基準が設けられています。

これをもってPFIの円滑な実施が図られたと思います。

４番目は、日本の分業体制がきちんとできていることです。それぞれのプレイヤ

ーがそれぞれの職責を果たしていることです。例えば中央政府の場合は、法制度の

整備、方向性の策定、ガイダンスの制定、頒布といったものであり、具体的な事業

は全部、地方自治体、地方公共団体に任せています。

確かに中国は国柄などもあり、取っている手法は、若干、日本とひと味、異なり
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ます。中央政府の行政の指導がむしろ強化されつつあります。例えば一部の分野で

は､中央政府が明確にＰＰＰを実施しなければならないという義務付けをしています。

さらにはＰＰＰの事業候補者リストを全部作成し、ＰＰＰを実施する事業者に対しては

補助金を付けて、行政面の後押しを強めようとしています。もちろん、このような

やり方は中国の国柄から出発して、それなりの理屈があるものの、ＰＰＰの‘性格から

すると、やはり中央政府と地方政府の役割分担を明確にすべきだと思います。中央

政府が法律、政策、ガイダンスなどの制定、頒布に注力し、地方政府がより大きな

PPPに関する実施権を持たなければなりません。私は常にこのように呼び掛けてい

ますが、可能であればPPPに関して地方政府が自主選択し、よくやってくれた地方

政府に、中央政府が何らかのポイントを与えるようなやり方が一番望ましいと思い

ます。

非常に印象に残ったのは、日本での官民フォーラムです。これは非常に良い仕組

みです。このような官民フォーラムで、‘情報主体者の問題、能力の構築の問題、さ

らには信頼関係の醸成の問題が解決されます。ですから、このようなやり方をぜひ

中国は参考にし、大いに学ぶべきだと思います。例えば中国の地方レベルでは、地

方の人民代表大会、議会、さらには助言機関である政治協商会議があります。いか

にしてこのような方々の力を発揮させるかが非常に大きな課題であり、今まではま

だ着手されておりません。

能力の構築の問題は、おこ方とも何度も触れておられ､非常に印象に残りました。

確かに官側にしても、民側にしても能力の問題があるかと思います。官側の問題点

として指摘されているのが、現状に安住している、さらには官僚主義、経験主義、

縦割り行政、民に対して過大な期待をする、多くのリスクを民に負わせるといった

ようなことです。

民側も経験不足、能力不足、貢献心が足りない、妥協精神がないといった問題が

あります。われわれも同様です。恐らく、世界各地においてもキャパビルの問題が

突出していると思います。国連の欧州委員会においても、そのような指摘がしばし

ば出されています。

最後に、自分のところを紹介させてください。私は清華大学ＰＰＰ研究センターか

ら参りました。この研究センターは、中国発展改革委員会と中国保険監督管理委員

会と清華大学が共同で立ち上げたものです。総合的な研修施設であり、三つのミッ

ションを担っています。１番目に国のためのシンクタンク、２番目にハイエンドの人

材の育成機関、３番目に国際交流の場ということです。われわれとしてはこのよう

なミッションの下で、ぜひとも日本の政府、学界、産業界の皆さんと密接に意思疎

通をし、ＰＰＰ事業の発展に向けて、ともに努力をしていきたいと思います。このよ

うな交流を深めることにより、中国と日本のみならず、世界のＰＰＰ事業の成長、発

展につながることができると思います

（司会）先ほど、センター長の王氏から、日本の特にＰＰＰに関して幾つかの質問

があったと思いますが、後ほどお二人から、何らかの形でレスポンスしていただけ
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ればと思います。

その前に、清華大学建設管理学部教授の王先生からもコメントをお願いしたいと

思います。

（王守清）「おはようございます。どうぞよろしくお願いします」。私はかつて

日本語を勉強したことがありますが、全て忘れました。唯一覚えている日本語はこ

れです。本日は時間に余裕があると伺っていますので、少し多めにコメントしたい

と思います。

先ほど、われわれのセンター長の王主任から、マクロ的、ミクロ的にＰＰＰに関し

て発言があったかと思いますが、私からはもう少し具体事例を交えてコメントをさ

せていただきます。

私は２００４年に帰国しましたが、実は、今まで中国のＰＰＰに関する分野の研究は

20年ぐらいの歴史があります。その中で日本との交流も幾つか接点がありました。

例えば、かつてはカナダ国籍の方で、スタンフォード大学の学部を卒業した後に、

東京大学で実際にPPPに関してのマスターとドクターコースを卒業した方がおられ

ます。その方がその後、清華大学に１年間、交流のために来ました。その方を通じ

て、日本のＰＰＰなどについていろいろと‘情報も頂いていました。

さらには、私自身も京都大学に約３回にわたって、学術の訪問、交流をさせてい

ただいたことがあります。また、ＡCCAというイギリスの公認会計士の組織から、

PPPに関して委託研究の課題を頂いたことがありまして､その研究も１２カ国の研究

員が共同研究を行ったプロジェクトです。その期間中にも、京都大学と１回交流さ

せていただいたことがあります。また、横浜市の副市長をお務めになった女'性（野

田由美子氏）が、清華大学に半年間、ＰＰＰの研究に来られたこともあります。その

方は今、ＫＰＭＧの高級職をお務めになっています。今年の４月にも清華大学でＰＰＰ

に関するセミナーを開催し、６名の日本の専門家に来ていただいてディスカッショ

ンをした経緯もあります。

このように、ＰＰＰに関していろいろな研究、交流、活動を経験してきました。総

じて言えば幸せな家庭は同じですが、不幸な家庭はそれぞれの不幸があります。本

日はお二人の日本の専門家の先生のプレゼンを聞かせていただいて、ますます、私

が以下のような思いをさせていただきました。

実は中国も日本も、同じ東洋の国であり、文化面では非常に類似しているところ

もあると思います。例えば官尊民卑、あるいは政府の崩壊によって行政の信用上、

いろいろと問題をもたらすようなケースもあると思います。ただ、日本におかれて

は、特に日本の方が、やはりＰＰＰの推進に関しては、本当に非常に丁寧で、真剣、

真面目に推進してきたかと思います。例えばPFI/PPPに関して、最初はまず簡単な

プロジェクト、あるいはＢＴＯから、次第にBOT、さらにいろいろと複雑なものに、

今まで推進してきました。また、最もやりやすいプロジェクトから着手し、最終的

に港湾のプロジェクトのような、非常にリスクコントロールが難しい、あるいはシ

ンガポールの大手の事業者も失敗したような複雑な案件も、あえて手掛けてきたわ

けです。
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そのような状況の中で、日本はPFIやＰＰＰを１７年間、推進してきて、今までの

プロジェクト、事業の数が５００弱で、金額的にも５兆円ぐらいのレベルであります。

その中で、失敗した案件が非常に比率的に少ない。失敗事例の中で、成約した後の

失敗案件が非常に少ないと。恐らく１％弱ぐらいだと思います。むしろ、成約前の

失敗案件がもっと多かったのではないかと思います。

なぜここまで成功できたかというと、実は先ほどブレイクのときに、張治峰さん

ともいろいろとお話をしましたが、日本は非常に国際的な慣例に基づいてＰＰＰのプ

ロジェクトを実行してきたと思います。このような国際的な慣例に関して、実は学

術界では、一応、非常に賛同的な見方をしているわけですが、産業界ではいろいろ

と批判するような声も聞こえてきます。あまりにも、これは理想的過ぎるという批

判があるかもしれません。

実は先ほど、美原先生のお話の中でもありましたように、ＰＰＰの事業として選定

するときに、公的権利との絡みも非常に重要です。学術的に言わせると、いわゆる

社会サービスの面において、これは中核的なサービスなのか、非中核的なサービス

なのか、あるいはこれはハードのサービスなのか、ソフトのサービスなのか、その

あたりを明確に区分する必要があります。

例えば学校の建物、医療機関の建物、刑務所の建物は、いわゆるハード施設です。

このハード施設に関しては、例えば社会資本にこれを委託する、あるいは長期的な

サービス契約を提携するということは可能です。ただし、例えば学校の教育の中身

や、社会保険がカバーするような医療サービスや、受刑者の管理などはなかなか民

間に任せることはできないと思います。特に受刑者の管理は絶対にできないと思い

ます。

それ以外に、例えばサポート的な補助サービスになると、これもどちらかという

とソフトサーピスになるわけです。どちらかというと、長期契約よりも、むしろ短

期契約の方がふさわしいかと思います。例えば学校の中の食堂の請負、あるいは病

院などの中にあるお花屋さんやコーヒーショップという補助的なサービスに関して

は、むしろ２～３年ぐらいの短期契約の方がより有利です｡逆に長期契約をしてしま

うと、これがある種、独占的な経営になり、価格の面やサービスの質の面において

も、良くない影響が出てくるのではないかと思います。むしろ、２～３年ぐらいの短

期契約をして、それがもしサービスの質が良ければ、あるいは運営が良ければ、契

約する、あるいは契約を更新するというやり方が適切ではないかと思います。先ほ

ど申し上げた私の意見は､実は美原先生のスライドの６ページと２８ページで触れて

おられます。

日本での推進の過程を見ますと、まずはやりやすい事業から着手し、どんどん高

度化していくという経緯をたどっています。例えばＢＴＯの事業が約７１％の割合を

占めていたわけですが、いわゆるサービス購入型という形から、次第に使用者の料

金収入という形、ＢＯＴの形に少しずつ進展してきて、今はさらにＢＯＯという形に

高度化してきているわけです。この内容に関しても、美原先生のスライドの中の１１

ページ、２２ページ、４４ページに書かれています。
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私は日本の専門家に質問があります。ＢＯＴにしても、ＢＴＯにしても、「Ｏ」とい

うところが、実は非常に重要です。いわゆる所有権との絡みで言うと、例えばどの

ような事業がこの所有権を民間に渡すことができるのか、あるいはどのようなもの

ができないのかということです。例えば日本の政府として、確かに最終的には、こ

れが政府の所有になるわけですが、その前の段階で、この所有権の問題について、

どのように判断されるのでしょうか。というのは、その所有権が、もし民間に一時

期これを渡すことになると、民間はこれをもって、例えば抵当権の設置や質権の行

為が可能になります。従って、どのような事業がこれを可能にするか、あるいは駄

目なのか。さらに、もし民間がその権利をもって、実際に抵当権の設置などをする

場合に、行政から例えば何らかの拘束を加えるのでしょうか。

もう一つ、１３ページで、ＰＰＰのプロジェクト推進に当たってまずプライオリティ

を付けて検討するというお話がありました。さらに、意見聴取というような手続き

も法律できちんと決まっていて、踏まえなければならないと。ここは非常に重要な

ポイントではないかと思います。中国の実際のＰＰＰの事業の推進に当たっては､今、

例えば一気に数百、あるいは数千のプロジェクトを同時に立ち上げます。金額的に

も相当規模の大きな金額になりますので、そのあたりのやり方に関しては、今、日

本のこのような優先順位なり、あるいは意見聴取したものは、非常に良い勉強の対

象ではないかと思っています。

１４ページでは、公的機関側が実際にこれを意思決定なさった後、基本的に設計か

ら建設まで、全てパッケージとして民間に依頼するということです。実はこれが手

続き上の問題ですが、このＰＰＰの意思決定をしたものが、ある意味では従来の政府、

行政の、行使の手続きと基本的には一致しているわけです。

もう一つ、先生方に質問があります。実際にこのＰＰＰという形を採用するかどう

かに当たって、ValuefbrMoneyという評価が取られているわけです。このＶＦＭの

評価に当たって、恐らく定'性的な評価もありますし、定量的な評価もあるかと思い

ます。政府が実際にこれを入札するときに、実際にこの価値をどう判断するかとい

うような判断がそこだと思うのですが、日本では例えば、定量的な評価をするとき

に、行政の方が評価に使えるようなデータベースを持っているのかどうか。もしあ

るとすれば、このデータベースはどの機関の誰が作っているのでしょうか。実は中

国では、いろいろ中央政府なども含めて、そこを尋ねると、「いや、われわれには、

そういうデータはない」というような答えが多く返ってくるわけです。そのあたり

の日本の状況をぜひ教えていただきたいです。

さらにもう一つ重要なところは、１７ページと４６ページに書かれた、副大臣クラ

スによる推進委員会や審議会､あるいは２０ページにご紹介がありました官民フォー

ラムは、行政として、まず役割分担はどのようになっているかを明確にしているわ

けですが、PPP/PFIに当たって、実際に、例えばどのような手続きで行うのか。あ

るいは各々の行政機関がどのような責任あるいは役割分担を担うべきか、そのあた

りはやはり明確にするべきです。特に近年、中国では発展改革委員会と財政部との

間でも、そのあたりがなかなかうまく明確にならないような問題を抱えているわけ
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です。

スライドの４０ページに、ＰＰＰの事業に関して、実は取引のコストが非常に高いと

いう問題もあり、例えば契約の複雑さ、あるいは交渉の時間が結構高いコストにな

っているわけです。従って、この高いコストを、いかに低減させるかについて、先

生の講義のスライド１８ページ、１９ページ、４７ページに、その取り組みに関してご

紹介があります。例えば、契約書の公開、提示、いろいろな指針、ガイドラインを

作成、あるいは契約内容の開示など、さらにこのワンステップ式の対応、それから

行政担当者のキャパピルなど、いろいろです。特に行政担当者のキャパピルに関し

ては、初期においては、例えばその能力不足の解消に、コンサルサービスというこ

ともあるかと思うのですが、これはやはり初期のキャパピルに関しては、恐らくコ

ンサルサービスだけでは、なかなか物足りないのではないかと思います。

以上、美原先生の講義の内容に対する、私のまとめというより質問であります。

次に、赤羽先生の部分についてです。赤羽先生のご講演の内容が比較的専門的な

内容が多いので、簡単にコメントさせてください。

特に印象に深く残っていたのは、５ページのスライドの内容です。例えば行政が

PPPの事業として、ＶＦＭの評価の結果、これがふさわしくないという結論になった

としても、この内容をやはり開示しなければいけないということです。中国では、

基本的に評価の結果、不適切だという結論で終わってしまい、評価の内容に関して

はなかなか開示しません。

さらに６ページ目の、実際にフィージビリティスタディの後に、実施方針を定め

た後、意見聴取なりＱ＆Ａというような手続きをきちんと踏まえることも非常に大

事なポイントだと思います。社会に対しても意見聴取を行うということであれば、

例えば事前にこれを一切やらずにやってしまうと、後で市民あるいは国民から抗議

のデモがあったり、いろいろな反発があったりするようなことは、ある意味では解

消できると思います。

もう一つ、日本では実際にこれは公開入札、落札した後でも基本的な協議ができ

るということですが、中国では、例えばその入札に関する条例、あるいはＰＰＰなど

の成長活動に関する管理のルールなどに基づくと､基本的にいったん落札した後は、

その内容については、再度協議、交渉するようなことはできないことになっている

わけです。

もう一つ、われわれに示唆を与えたのは８ページのところです。要するに、日本

ではこのＰＰＰのプロジェクトに関して、金融機関が当然ながらいろいろと融資面で

のリスクを非常に大きく背負っていますが、金融機関が事業会社に対して、まず行

政との直接協議を結び、かつ、事業内容に関してもある程度のモニターあるいは介

入するような条項もあります｡場合によって、この事業がうまくいかない場合には、

事業の再生なり、あるいは事業者を交代させるようなこともできるようになってい

るわけです。

中国では金融機関が、例えばこれはうまくいっているかどうか、かつ金融機関自

身もそのあたりのパワー、能力を持っているかどうか、そのあたりも基本的にわれ
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われは、今回、考えさせられるところです。

さらに、スライドの２７ページに、紛争の解決に関して、仲裁をもって最終的に解

決するという内容がありますが、中国では実はこのＰＰＰの契約というものが一種の

行政契約であり、基本的には仲裁あるいは提訴することはできないことになってい

ます。実はわれわれ学術界においても、ＰＰＰの紛争などに関しては、仲裁という形

での解決はあまりお勧めしていません。やはり、時間や労力などのコストがかかる

からです。タイとの混合交通の紛争も相当時間がかかっています。これは今、本当

に解決したか、していないかはよく分かりませんが、まさしく典型的な事例です。

まだたくさんお聞きしたいことがありますが、時間がないので以上とします。日

本語はなぜか中国語より長いように感じました。

（司会）王先生、大変素晴らしい誘導をしてくださいました。私が聞いていると

ころ、幾つかの質問が出されていると思います。

まず１番目に、最初の王天義センター長からの質問ですが、ＢＴＯとＢＯＴの違い

について、ご教示願いたいと思います。ＢＯＴとＢＴＯに関して、どのように区別さ

れているのか。例えばそれを抵当にして銀行の借り入れをするときに、その二つの

やり方でどのような影響があるのかをご教示願いたいと思います。

２番目の質問は１番目と非常に似ていますが、どのようなプロジェクトがBTO、

BOTに向いているのか。さらには、どのようなプロジェクトが民間資本に所有権を

与えているのか。そのような市場所有権の付与に関して、どのような基準があるの

か。さらに、もし仮にこのような事業に関して、民間資本に所有権を与えたとして、

そのような所有権を抵当物にして資金調達を受ける際に、官側はどのような制限を

すべきかということについても、ご教示願いたいと思います。

そして３番目は、ＶＦＭを評価するときに定‘性、定量、両方のアプローチがありま

すが、定量評価の際に、データベースの構築は必要不可欠です。日本において、こ

のようなデータベースは誰が構築しているのか、どこからそのようなデータを入手

しているかをお教えください。

（美原）両方の王先生、ご質問ありがとうございました。私の方から簡略的に説

明して、足りない部分は赤羽先生に説明して頂こうと思います。私と赤羽先生の意

見が違うかもしれません。

一つの大きな課題として、ＢＴＯとＢＯＴはどのように違うのかということでした。

王先生は、公共主体の選択肢として、政府は何を考えているかと質問されました。

制度的には、この判断は公共施設等の管理者の判断次第です。まず考えなければ

いけないのは、所有権を民間に委ねることにより、公的主体にとって付加価値が生

まれるか、何らかの価値が生まれるかということであります。もし、民間主体が所

有権のコントロールを握れば、一定期間にわたり、長期にわたり、その資産の価値

を何とか維持して、うまく契約を履行するという強力なインセンティブが、所有権

を持っていると効くはずだという考え方が一つあります｡これが実践するか否かは、

案件によっても違うわけです。
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例えば維持管理部門、ソフト部門が非常に少なくて、整備すなわち建設のコスト

が非常に大きい案件は、恐らく真面目に維持管理コストを３０年にわたってやると、

もうからなくなります。あるいは逆に整備コストが割と小さく、維持管理や、運営

サービスに関する所掌が非常に大きい場合には、その資産をどのようにコントロー

ルするかは微妙に違ってくるわけです。そういった意味においては、案件の'性格、

内容によって、どちらが価値をもたらすかは、考慮に値すべきではないかと思いま

す。

契約的には二つ問題があると思います、一つは王先生がおつしやったように、所

有権を保持しているということは、それに抵当権を設定できるわけですから、銀行

団に対する担保提供としてはやりやすくなります。あるいは、担保としてのコンフ

オート度が高いということは確実に言えると思います｡もし所有権がない場合には、

それは公と民との契約上の権利関係に依拠して、担保を考えざるを得ないことにな

ります。これを銀行団がコンフオートと取るか否かは、まさに契約の内実に関わっ

てくるのではないでしょうか。どれだけ信頼が置ける契約なのか、権利一義務関係

が安定しているかどうか、金融機関がどのように評価するかです。私は法理として

はいずれも同じだと思いますが、後で赤羽先生の意見を聞いてみたいと思います。

契約がうまく構築できていれば、所有権のある。なしは理論的には関係ないのでは

ないかと思います。

もう一つ問題があります。それはデフォルト時、契約が破綻した場合です。公的

主体にとって民間主体が資産を持っているときと公的主体が資産を持っているとき

では、当然、手続きの困難さと複雑さが違います。公的主体にとって資産を持って

いるということは、契約が破綻したときに処理しやすくなります。一方、民間主体

が資産を持っている場合、その資産は当然、銀行が差し押さえすることになります。

ですから、銀行の債務を外さない限り、その施設は利用できなくなります。結構、

難しい、複雑な時間と手続きを要することになります。

それと、国がこのＢＯＴ､ＢＴＯの選択判断に何らかの関与をすることはありません。

所有権の保持が公的主体にとって絶対に必要なものという法律的な規定があれば、

公的主体が所有権を保持するでしょうが、そのようなことはないと思います。これ

も再度、赤羽先生のご意見を聞いてみたいと思います。抵当権設定に関しても、基

本的には大きな問題はありませんし、ＢＴＯの場合にでも、ＢＯＴの場合にでも、抵当

権設定はできますし、安定的な契約関係ができるというのが現実ではないかと思い

ます。

三つ目に、そのValuefbrMoneyの評価に関して、いわゆる定量的なデータベース

の構築を、日本ではどのようにしているのかというご質問がありました。実は日本

でも、当初は、これは大変苦労しました。公的主体が、過去の維持管理の費用デー

タをあまり正確に把握していなかったのです。なぜでしょうか。これは単年度会計

という、いわゆる会計の仕組みが公と民間では違うために、維持管理や過去の費用

の正確なデータを持っていなかったのが実態です。

そこで、類似的な費用を他の事例から調べてみる。あるいは過去のものをもう一
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度精査してみる。コンサルタントを雇って詳細な費用管理をしてみる。あるいは資

産台帳を作ってみる。実はそういった試みを１７年間、継続的にやってきたのが実態

ではないかと思います。赤羽先生の方からコンセッションに関して、結構、大変な

作業があったというお話があるかもしれませんが、それは後で赤羽先生からお聞き

したいと思います。

（赤羽）BOT､ＢＴＯについては､PFIの初期のときにはＢＯＴがいいのではないか。

民間が所有権を持っているのが原則ではないか。イギリスなどはそういった考え方

があったわけですが、その場合には、民間が銀行から借り入れるためには、例えば

小学校の建築物について、当然、抵当権を設定します。先ほど抵当権が設定された

場合、もしくは抵当権の実行（ローンのデフォルトが起きた場合）のときには、も

ちろん困難が起きるわけですが、そういった担保権の実行に関する取り決めなどを

書くのも、直接協定です。先ほど出てきました、公共と融資機関の直接協定に、そ

のような条項がまずあります。

そうは言いながら､現状では､箱物と言いますか､サービス購入型の大部分はＢＴＯ

であります。これは理由として二つぐらいあります。一つは先ほど美原先生がおつ

しやったように、発注者が公共ですから、所有権が公共サイドにあることが安心だ

ということです。何かデフォルトがあったときでも、所有権は公共が持っていると

いうのが安心であるということです。実際、国も少数、ＰＦＩをやっています。国の

第１号の案件は国土交通省という官庁庁舎だったわけです。われわれは「BOTにし

ますか、ＢＴＯにしますか」と聞いたところ「BTOにしてください。何かあったとき

に所有権を国が持っていたい」と言われました。

では、建設で何百億円と借り入れをするわけですが、その担保はどうするのか。

民間は建物の所有権を持っていない。その場合には、サービス購入型に関しては、

国から例えば延べ３０年にわたって、建設費の延べ払いが行われるわけですが、この

国に対する、もしくは小学校であれば地方自治体に対する債権を担保に取っている

わけです。

その前提として、契約条項で一番ドラスティックな条項は、途中で契約が解除さ

れてしまうことですが、そのときに契約の解除に際して、国または地方自治体から

プロジェクトカンパニーに払われる金額が、建設費の延べ払いの金額に対して、解

約金や違約金による減額があったとしても、一定限度、払われるという形になって

いるということです。当然、民間が債務不履行の場合には、整備費の１０％などが違

約金で減額されることもありうる契約もあるわけですが、それ以上には基本的に減

額されない仕組みになっています。

そういう契約上の仕組みと、これは銀行が、国や地方自治体がそうは言ってもデ

フォルトはしないのではないかという大前提で、日本ではファイナンスが成立して

いると思います。付属的な論点としては、民間が不動産を持つと、固定資産税とい

う税金が掛かります。これは都道府県に入る税金ですが、それについて余分な出費

が民間に掛かることを避けるためにも、公共が建築物を持つと税金が掛からないで
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すから、ＢＴＯになりやすいということです。

(司会）フロアの皆さんから質問があればどうぞ。

（ワン・インリュウ氏）尊敬する張治峰様、ならびに日本のお二人の先生方、お

よび、わがセンターの皆さま、実は、私は清華大学のＰＰＰ研究センターから参りま

した、ワン°インリュウと申します。私は今までＰＰＰに関する研究および実際のプ

ロジェクトにも携わってきたので、お二人の日本の専門家に３点ほど教えていただ

きたいことがあります。

まず、１点目として、日本はPFIが約１７年前からスタートして、今まで約１７年

たちましたが、現段階で何らかの中期の総括、あるいは評価のようなものを、実際

に行っているでしょうか。つまり、ＶＦＭの評価について、仮に１７年前、例えばこ

のような事業を始めたころと、今、１７年がたち、本当にこのＶＦＭの価値は予想以

上にあったのか。あるいはそれほど変わっていないのか。なぜその質問をさせてい

ただきたいかと言いますと、最近読んだ論文、例えばアメリカの大学、あるいは幾

つかの欧州の教授が書かれた論文の中で、実は、このＰＰＰあるいはPFIが、この１０

年、２０年ぐらいやってきて、評価してみると、場合によっては本当にコスト削減に

はつながっていないのではないかという否定的な論点もあるからです。

二つ目としては、今、中国のＰＰＰの事業の中には、“PublicPublicPartnership”と

いうものが結構あります。２番目のＰは、いわゆる国有企業が実際にこれを担当し

たわけです。国有企業になると、この資金はどこから来ているかというと、例えば

銀行、保険会社、あるいは証券市場から来るわけで、銀行や保険会社は例えば銀行

の理財商品、要は投資信託や、中央銀行が実際に発行した通貨などの資金源になっ

ているわけです。特に銀行や保険の資金が、実は全部、われわれ国民の普通預金が

源泉になっているわけです｡日本ではそのようなPPPのプロジェクトの資金構成は、

具体的にどのような感じになっているのでしょうか。

３点目も“PublicPublicPartnership”と関連しますが、実際に、例えば当然ながら

事業のために保険を買うわけです。保険の契約、あるいは実際にこの事業を実行す

るための何らかの保障があると思いますが、例えば保険などを買うときの主体は誰

になっているのですか。プロジェクトカンパニーなのか、それとも本当の投資家、

出資者なのか。

（赤羽）１番目の質問は、個別のプロジェクトについて、各公共主体が再評価を

しているのかというご質問だとすると、やっているところと、やっていないところ

がありますというお答えになると思います。

やろうとしている事例では、例えばＶＦＭ、効果の問題として、どのような良い点

があったか、今後、どのようにすべきかということをやろうとしているプロジェク

トとしては、例えば先ほどお話があった法務省の刑務所プロジェクトについては、

今は１０年目ですが、２０年目に向けて評価を進めようとしているところです。国と
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しては、今後PFIを進めようという政策判断はありますが、国として個々のプロジ

ェクトについて再評価をすることは、国が全部プロジェクトの主体ではないので、

現段階では考えていないと私は理解しています。

２番目の質問は､PFIのプロジェクトカンパニーの資金調達の内容だと理解しまし

たが、これは基本的には銀行からの借り入れが多いです。ただし、長期の資金を出

せるところとして、一部、生命保険会社が、資金をローンとして出しているところ

がありますが、数としてはそれほど多くありません。コンセッション事業に関して

は、ＰＦＩ推進機構という官民のファンドが、リスクマネーを出しています。今後の

動きとしては、一般にインフラストラクチャーに対する資金投資を上場しようとい

う形で、今、準備がされているところです。

３番目は保険ですが、保険を掛ける主体はプロジェクトカンパニーです。そのプ

ロジェクトごとに作られた会社ですが、例外的に、これも経済性の問題なのですが、

建設に関する保険であれば、株主が建設会社であることが多いので、そこが掛ける

こともあります。なぜならば、大手のゼネラルコントラクターは、従来からアンブ

レラ保険などたくさんの保険を掛けていて、保険料率が安いからです。

（美原）フランスとイギリスでここ数年、ValuefbrMoneyや、案件を見直す評価

が起こっているのは、非常に激しい環境変化で、ＰＦＩ市場から金融がほとんど枯渇

してしまったという状況があるからです。ＰＦＩは本来、契約的にはリジッドな考え

方ですが、市場から資金が枯渇した場合、確実にValuefbrMoneyの喪失が起こり得

たのです。そのため欧州では、より公的主体のコントロールが強い方向に制度を変

えていきました。そのような特殊事'情があるのではないかと思います。

この前、イギリスの政策担当局長と話したときに、彼は「ValuefbrMoneyは、サ

イエンスではない。アートだ」と言いました。これはいかがなものかと思いました

が、定量評価から定'性評価に急激に変化しつつあります。公と民の評価はどのよう

にあるべきなのかというのは､確かに欧州では一つの転換期を迎えているようです。

日本では、まだそこには至っていません。アジアのさまざまな国においても、やは

り定'性評価と定量評価のバランスを取りながら評価していくという、基本的な筋道

は変えていないというのが実態ではないかと思っています。

もう一つだけコメントさせていただくと、プロジェクトへの資金構造です。わが

国では公的主体がPFIのＳＰＣに出資することを禁止してはいません。しかし、その

出資比率は､限りなく低い方がいいという形で､現実に出資されたのは１０％内です。

これはあくまでも経営責任は民間にあること、それが貫徹されることを前提として

いるからで、これ以上の大きな税金が、出資金なり融資金という形で民間事業者に

入ることは、必ずしも好ましくないというのが、日本のスタンスではないかと思い

ます。
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総括スピーチ

公益財団法人国際民商事法センター理事。弁護士小杉丈夫

まず､第２１回日中民商事法セミナーを準備され､成功裡に実施された林念修副主任、

李冗法規司司長を初めとする国家発展委員会の皆様に対し、日本側主催者を代表し

て、心から感謝の意を表したいと思います。

日本からの講演者である美原融先生、赤羽貴先生、中国からのコメンテーターであ

る王天義先生、王守清先生には、それぞれ内容のあるお話をいただいて、議論のか

み合った、レベルの高い討論会ができたことに、あらためて御礼を申し上げます。

また、卓越した司会をされた張治峰副司長にも感謝致します。

今回のテーマであるPFI／PPPについては､２０１３年に北京で開催された第１７回セミ

ナーにおいて、今回と同じ美原、赤羽両先生を講演者として実施したことがありま

す。しかし、今回のセミナーは、その後の両国のPFI／PPPの立法、実施の進展、

研究の深まりを反映した、格段に充実したものになりました。

コメンテーターと講演者の間の質疑、フロアからの質問を拝聴して、PFI／PPP理論

面ばかりでなく、日中間において、実際に即した深い議論が展開されたことに、強

い印象を受けました。

日本側からは、日本のPFI／PPPでは、①制度的枠組や支援は国の役割とされてい

るが、他方、実践は公共施設の管理者に任せていること、②ガイドライン、マニュ

アル等を作成、公表することにより、知識と情報の共有化、標準化をはかっている

ことが、日本型PFI／PPPの特徴として発表されました。上記②については、法律

や規則という、いわゆるｈａｒｄlawだけでなく、ｈａｒｄlawの補完としての、いわゆる

softlawが日本では大きな役割を果していることを是非理解していただきたいと思

います。

そのこととの関連で、「対応窓口の一本化」「地域官民フォーラム（地域単位、ブ

ロップ単位）」などの活用を通して、公民の間の認識の共通化、公民双方のスキル

アップ、公民の対等関係の構築に意を用い、力を注いでいることも、PFI／PPP成功

の鍵として、参考にしていただけるのではないかと考えます。

国際的視点の重要性ということについても、今回認識を新たにしました、日中両国

は、PFI／PPPの先進国であるイギリス、フランスなど西欧諸国や、シンガポールの

過去経験と現在の実践を学習しながら、良いものを目指して、前進しています。ＰＦＩ

／PPPが、日中間に止らない国際的関心事であることが明らかになりました。日中

の研究、実践の成果が、いつか将来、アジア諸国や世界の国のモデルになることも

夢ではないと思いました。
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失敗事例について検討されたことも特筆されてよいと思います。失敗から教訓を得

ることは大切ですが、失敗事例の検討は、実際には中々実行されません。このよう

な、失敗例の検討がなされるということ自体、２０年にわたる日中セミナーの継続に

よって両国の間に信頼関係が存在することの証しであり、うれしく感じました。

林副主任は、PFI／PPPの今後の発展のためには、i1movationが必要であることを強

調されました。卓見だと思います。

情報公開、開示、説明責任を貫徹して、公民が連携して、創意工夫により、双方に

モチベーションが働く仕組みを構築することが大切です。

本日のセミナーでは、両国がその目標に向かって、実践と努力を積み重ねているこ

とが示されました。日中両国の間で、更に協力関係を深められ、PFI／PPP分野にお

ける両国の立法、実践、研究が一層進展することを祈念して、総括のしめくくりと

致します。

有難うございました。
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閉会挨拶

法務省法務総合研究所長佐久間達哉

まず、林念修副主任、李冗司長をはじめとする国家発展改革委員会の皆さま、また

宮原賢次会長、小杉丈夫理事をはじめとする公益財団法人国際民商事法センターの

皆さまには、本セミナーの開催に当たり、大変なご尽力を頂き、おかげさまでこの

ような成功裏に本セミナーが開催されましたことに、深甚なる敬意と謝意を表した

いと思います。また、美原先生、赤羽先生、王天義先生、王守清先生、皆さまには

素晴らしいご講演とご討議を頂き、大変ありがとうございました。私も聞かせてい

ただきまして、中国側の皆さまの熱意が日本側にも伝わり、非常に質の高い、熱の

こもった講演と討議が展開された、非常に良いセミナーであったと思います。

私ども法務総合研究所も、途中から共催者の一員の加えていただきましたが、こ

のセミナーは今年で２１回目を迎えました。日中関係が決して平坦なときばかりでは

ない中で、このセミナーが長年にわたり、途切れることなく続けられてきたことは、

誠に意味の深いことではないかと思います。日中双方で、このセミナーの開催に長

年にわたってご尽力いただいてきた関係者の皆さまに対して、心から敬意を表した

いと思います。

また、冒頭でもご紹介がありましたが、昨日、このセミナーに先立ち、日中間で

引き続き、この協力関係を継続し、さらに発展をさせていくことが確認されました。

私どももこの協力関係がさらに発展していくことを心から祈念しています。講演の

中でも、私ども法務省の刑務所にPFIの手法が導入されているというご紹介があり

ましたが、実は来年、私ども研究所の国際協力部門が移転する新営の国際法務総合

センターも、ＰＦＩの手法を採用することになっており、われわれにとってＰＦＩある

いはＰＰＰはかなり身近なものになっています。その一方で、まだまだいろいろな課

題もあるわけですが、一足先にこのような取り組みを導入した日本の経験が、少し

でも中国の皆さまのお役に立てば誠に幸いです。

最後に、今後の日中両国のますますの発展と、皆さま方のご健勝を祈念して、簡

単ですが、挨拶といたします。
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閉会挨拶

国家発展改革委員会国際交流司副司長梁林沖

われわれが半日かけた会議が、間もなく幕を閉じることになります。双方のトップ

である林念修副主任、宮原会長が自らこのシンポジウムに参加されたことは、この

シンポジウムを非常に重要視している表れだと思います。

林副主任がご挨拶の中で､中国におけるPPP事業実施の重要な意義について触れ、

そして国際交流を重要視して、海外の経験を参考にしつつ、進めていかれるという

ご発言がありました。さらには､このシンポジウムの２０年間の道を振り返りながら、

双方がこれからも手を携えて、より良いものにし、さらに協力を深めていくことに

関して、重要な意見が述べられました。

それに対して、宮原会長のご挨拶は、非常に感‘情が込められており、中日の両国

関係をさらに深めたいという強い気持ちが表されていました。

美原先生、赤羽先生におかれましては、日本PPP事業に関して、その法制度の整

備、さらには実務の内容、そして具体的な事例を挙げながら詳細に紹介をしてくだ

さいました。もちろん、日本の存在している問題点についても言及がありました。

非常に資料が豊富で、内容が豊かで、われわれにとっては大変参考になると思いま

す。そしてコメンテーターの王天義先生、王守清先生におかれましては、二人の先

生のお話を踏まえた上で、中国の実態に合わせて、適切なコメントをしてください

ました。

このような話を聞き、ＰＰＰに関する、中国、日本の取り組み、現状等について理

解を深めることができました。そして聴講者の皆さまにおかれましては、今回のこ

の貴重なチャンスをしっかりとつかみ、真面目に聴講し、そして活発な意見交換を

行っていただきました。それにより、今回のセミナーは一層活発なものになり、か

つ雰囲気も非常に盛り上がったものになりました。

そして、小杉理事の総括、佐久間所長のご挨拶の中では、このセミナーに関して、

要領よく総括いただき、そして分かりやすい言葉で難しい問題をかみ砕いていただ

きました。そのような話を聞きますと、今回のテーマに対する理解、さらにはこの

民商事法シンポジウムの重要性がより理解されることになったと思います。

ひと言で申し上げますと、今回のシンポジウムは、内容が非常に素晴らしく、活

発な交流があり、双方がお互いに相手の事例を参考にし、そしてお互いに、自分の

取り組みを促進し､さらには理解を深めるという目的を達成することができました。
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今回のシンポジウムが成功裏に開催されたと思います。もちろん、今回の成功は

関係者の皆様の多大なるお力添えを頂いて得られたものであります。私は中国から

主催者を代表して、二人の講師、そして二人のコメンテーターの専門家に、まず深

く御礼申し上げます。皆さまは非常に深い学識をお持ちで、分かりやすい言葉で詳

細に説明をしてくださいました。聴講者の皆さまにとっては大変いい勉強になった

と,思います。

公益財団法人国際民商事法センター、ならびに法務省法務総合研究所に心からお

礼申し上げます。また、中国側の出席者の中の全人代、国民の関係部局、さらには

発展改革委員会の同僚に感謝したいと思います。その他、関係国際団体、ないし関

係国の中国駐在事務所の方々、さらには市場プレイヤーの皆さま、研究機関の皆さ

まに多数来ていただきました。併せてお礼申し上げます。

皆さまのご参加とお力添えをもちまして、今回のシンポジウムの成果が、そのう

ち実務の中で結実していくことと確信しております。さらには、中国入札協会、清

華大学ＰＰＰ研究センター、ならびに釣魚台大酒店（ホテル）の皆さまにも感謝した

いと思います。裏方として、今回の大会のために非常に多くの仕事をしてください

ました。盛大な拍手をもちまして、講師の皆さま、コメンテーターの皆さま、そし

て協力してくださった皆さま、ならびに参加者の皆さまに、あらためてお礼を申し

上げたいと思います。ありがとうございました。
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＜資料＞

．日本におけるＰＦＩ／ＰＰＰの実践と課題

｡ＰＦＩ／ＰＰＰの更なる深化に向けて－事例から見る契約強の課題一

｡第１回～第２１回日中民商事法セミナー講演及び講師一覧表



ＰＦＩ/PPP

EI本における実践と課題

第２１回日中民商事法セミナー

美原融

(大阪商業大学教授、東洋大学大学院客員教授）

内容

｡前提

･法制定以降、１７年の実践（概観）

°推進体制と推進のための政府施策

･実践事例

･失敗事例

°様々な課題とあるべき方向性

5１

Ｚ



／、／日本では制度の呼称｡平成ﾕﾕ年７月に制定された、

a癖噸奉厄i灘薯騨鵜震

前提

。
一

PFI(PrivateFinance

lnitiative）

前提①PFlとPPP

公共施設整備や公共サービス提供に関連した様々な公民連携手法を総称してPFI/PPPと呼称してい

る｡PFlが先行し､ＰＦＩの実践と経験が様々な官民連携手法への拡大の経緯となった

日本では制度の呼称｡平成ﾕﾕ年７月に制定された

｢民間資金等の活用による公共施設等の整備等の
促進に関する法律｣(PFI法)に基づき民間資金や民
間活力を利用した公共施設整備等の手法｡平成２３

年に大幅改正。

４

／
、
PPP(PubIicPrivate

Partnership）
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リ

前提②PFIとは？

公共施設等の建設､維持管理､運営等に民間の資金､経営能力及び技術的能力を活用することに
より､同一水準のサービスをより安く､又は､同一価格でより上質のサービスを提供する手法

（PFl法に基づき実施）

従来型公共事業ＰＦ|事業

Ｌ公共灘溺｜；民間ｊ｛一公共息蕊;ｌｌｉ民間｝

塗豊｣iｌ別公物管理法が存在しなし

構想｡計画

個

鶴 資金調達

一
一

鴎
露

PF1業務構想

屠
閏展

計画

参入規制無く官民の

区別が無い分野

識

=聯 =聯

原則自治体､但し民

間も参入可能な分野

管理者を公的主体に

限定している分野

、
蒔
一

住民 住民

II
L』

前提③背景となる公物管理制度
公共施設の設置､維持管理は個別業法毎にその責任主体が規定されている｡PFIであっても(特段の

規定がない限り)業法｡一般法の規定が適用される。

、

↓

(高速道路､空港､行刑施設等は業法を改正したり､構造特
区法の適用により民間主体が参入できるように措置済み）

5３

=霊霧露評 蕊蕊調う声

個別公物管理濠が存在する分野

！
地方自治法第244条

（公の施設）

指定管理者制度の導入により、

公の施設の管理委託を民企業
が担うことが可能に）

公権力行使等の法
的許諾｡民間は公物

の整備唾管理作用を
行うことは可能

画
且

雷電霧３戸

管理に係わる公権力の授権規定は無い｡業を

個別法で規制し､監督官庁の監督権の行為等
を規定(個別法による業規制）

道路法､河川法､都市

公園法､港湾法､空港

整備法､下水道法等

水道法､エ業用水法、

更正保護事業法､熱供給

事業法_社会福祉事業法

廃掃法(一般廃棄物)等

鉄道事業法鶴道路運送

法､医療法､廃掃法

(産業廃棄物施設)等

維持
管理

行政財産の使用制限

(国有財産法､地方自治法）

資金調達

PFl業務

周謹嘗’

設計

建設

五

浬驚

畔
認

周|潮

構想｡計画

資金調達

設計(外注）

建設(外注）
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●●■

財源は限られ､新たな公共ｻービｽのﾆーズが生まれ､一方老朽化した公蝋設が大きな問題Iこ
●●

●●
ｅム

ゥ■ ●●

前提④：地方自治体の事情

行政課題の複雑化と多様化が現代社会の特色

一選錘謹錘響一

公共建築物の老朽化の進展

と更新需要の到来/防災需要l総議”１
、
』

着実な実践により､市場においては一つの行政手法として定着(但し､全体

公共施設から見ればまだ限定的｡実践する自治体も限定的なことが実態）

Ｆ
１

１
Ｊ

少子高齢化､扶助費の増大

（義務的経費の増大）

財政逼迫

税収伸び悩み

民との協働となる公民連携(PF|/PPP)は地方公共団体にとり､必須の選択肢の一つに｡.

PFI:法制定以降17年の実践（概観）

区！

5４

７

／
、

、
‐
ノ

行政の在り方の再考:①行財政改革聯②民間の利活用～全てを公共が担う時代ではない～

公共施設やインフラ施設の在り方の再考:施設の統廃合､再配置､用途転換等
最適手法の模索:公共施設の整備や公共サービスの提供に関し､地域社会にとり最適な手法を
模索し､選択する方向性

ヅ
ゾ
ゾ



事業数
６００

BTO頂

4００

EIOIO】

200

imO．

『0、

PFI:事業数及び契約金額の累計

段階的かつ着実に実施事業の数および契約累計額は伸びている

（平成27年３月時点で累計527事業､４兆8965億円）契約金額(億円）
60000

扉』７

4８９

難四目

#;電鋪
4４６

9器000

40000

30000

班0101010］

1００００

Ｗ

Ｈ１’Ｈﾕ２H13H14H15Hﾕ6H17H18H19H20H21H22H23HZ4H25H26H27

i蕊鍵事業数一契約金額

（平成28年３月3ﾕ日現在:出所内閣府）９

PFI:都道府県別実施件数

(平成28年３月３１日現在:出所･内閣府）

5５

20(15）

Iま地方公共団

施件数(内数）

２(1)

』?‘
１０



PFl事業実施状況

｡

管理者等別事業数

基礎的自治体である市区町村
の割合が圧倒的に多い

広域自治体を含めると自治体の
みで75.9%に達する

事業方式別事業数

BTO方式(サービス購入型)が

圧倒的に多い(7ﾕ%）

BOO/BOT方式は15.7％

市区町村(一部事務

組合を含む)，
43.4％．

、‘

政令指定都市1２

その他，

ＲＯＪ,4

ＢＯＯ‘,3.4%

ＢＯＴ，ﾕ2.3％

都道府県20.5％

ＢＴＯ‘71.4%

１１

(出所:内閣府）

PFl:分野別実施方針公表数

PFlの適用分野実績は多岐に亘る(異なる53分野)｡基盤経済インフラより社会インフラが多いのが特

徴(基盤経済インフラが少ないのは､過去公的主体による面的整備がかなりなされてきたという背景）

分野
事業主体別

国 地方 その他
合計

教育と文化(文教施設､文化施設等〉 ２ 1４３ ３７ 1８２

生活と福祉(福祉施設等） ロ 2２ 、 2２

健康と環境〈医療施設､廃棄物処理施設､斎場等） 8６ ３ 8９

産業(観光施設､農業振興施設等） ロ 1４ ロ 1４

まちづくり(道路､公園､下水道施設､港湾施設等） １０ 7６ Ｉ 8７

安心(警察施設､消防施設､行刑施 受等〉 1９ 1５ Ⅱ 2４

庁舎と宿舎(事務庁舎､公務員宿舎等） 4１ 1２ ４ 5７

その他〈複合施設等） ７ 4５ 111 5２

合計 6９ 413 ４５ 5２７

(平成28年３月30日現在･出所:内閣府）１２

5６



PFI:事業実施の手順

PFI:事業実施の判断

事業の構想･企画｡必要な評価｡実施判断は全て公共施設の管理者等の判断に委ねられる

(法律に特段の定めがある場合を除き､上位官庁の許認可は不要｡但し､議会の議決が必要）

設計､建設管理等を一括して｜
実施する事業者を公募等｜

ノ

費用便益分析(B/C）事業の構想

一戸

、

事業計画の作成

↓

事業計画を作成

一一一一一一一一一一一一一一一一一一ダ

－
‐
ｌ
‐
‐
ノ

当該事業が必要か？

必要↓ ・導入可能件調香

・合意形成手順(市民意見聴取、 議会承認等）

優先順位の評価

高い↓ 財政負担能力

を超過

Ｌ 公共負担額の算定額の算定 Ｉ ｜事業の見直し
Ｌ

財鵠離力Ｉ
財政負担能力の範囲内 財政負担能力

↓弄認渦

１） 他の選択肢の検討事業実施の決断

↓

最適事業手法の検討
(従来型公共事業､PFl事業）’ ＩVＦＭ分析 1３

蕊● 霊，

公共施設等の管理者がPFI事業を実施する判断ののち,PFI法上の手続きとして､実施方針を策定､特

定事業の選定という行為を経て_民間事業者の公募風選定手順に入る

率
特
定
事
業
の
選
定
壷

PFI事業として実施する場合と｜
従来型公共事業で実施する｜
場合とを比較し､ＶＦＭを確認Ｉ

率率

■、尺

PR法第7条PFI法第8条

ﾛ．．．．．．．．．．．．．□．．□．．｡．．．．□．．．．□．．．．．．．．．．□．・・・・・・・・・・・・・・■・・・・＞

ＰＦＩ法'二規定された手続き １４

PFI法第5条

ぐロ。。。・・・・ロ・・・■・Ｉ

蕊，

扉間害業者蕊選定箸

5７

､霊糾蕊|錘鱗

÷■画ロロロロロロ･ロロロロ｡■ロロロロロロロ・ロロロロロロロロロロロロロ・■今

公的主体が公共旅言登整備の際

採用する手続きと同一

傘

-..-...Ｊ，２.ppop｡.

導
入
可
能
性
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査
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本
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画
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畷

ＰＲ:ＶＦＭ評価

同一の公共サービスの提供水準の下で評価する場合

一一一…~二迂鷲…箪揃
リスク菅這貿

．…l』蕊蕊…ｊ
糞岬隠ｒ蕊:::::::鴬鴛澗些鎖零｜Ｉ

ﾉハ

設計、逼設費

VＦＭ(VaIueforMoneyl

．支払に対するサービスの価値

。ＶＦＭの最大化がPF|事業の目的 公
釣
財
政
負
鍾
の
異
込
綴

VFMの源泉

支払利息

而鱗Ｉ
ＰＳＣ

《公共自ら宴臆）

VＦＭがある(出る)ことが前提
運菖疑

雛持管遭を含軸

①性能発注

②リスクの最適配分
③業績連動支払い
④競争原理

。公共がサービスを直接提供するよりも、

。民間に委ねた方が効率的

言聯
。同一水準のサービスをより安く
°同一価格でより上質のサービスを

※LOC:設計･建設費､事業期間中の維持管理費･運営費等率業に関わる全ての費用

※PSC:公共自らが実施する場合の事業期間全体を通じた公的財政負担の見込額の現存姉捕

※PFI-LOC:PFI事業として実施する場合の事業期間全体を通じた公的財政負担の見込額の現在価値
１５

推進体制と推進のための政府施策

5８

ＰＲ－ＬＣＣ

癖蝿案として§準）

1６

推進のための制度的枠組や支援等は国の役割｡手順や手法を標準化し、

個別の公共施設等の管理者に実践を委ねることが日本の手法(個別案件
を国が認証しているわけではない）



４

実践(管理者）；

如何なる案件を企画u､実践するか

否か､予算措置を含迩如何なる案件，
手法を採択するかは管理者の判断

す

推進体制①：国と公共施設等の管理者

国は政策画方針策定､推進のみを担い､実践は公共施設等の管理者に委ねる仕組み

（個別案件実施に関し､上位官庁による許認可の仕組みはない）

政策(国）‘（会長:内閣総理大臣､委員:関連する国務大臣）

▽

’民間資金等活用事業推推会議政策立案､方針決定､;実務的な
ガｲドﾗｲﾝの策定｡個別案件
の評価や推進には関与しない

４ 牛

(民間諮問委負会）

5９

。
⑨
。
。
⑨

’関連省庁副大原会議
⑥

毎
■

’

、

手続き簡素化マニュアル
民間提案推進マニュアル
先行事例集

PF|事業導入の手引き

地方公共団体向けデータ
ベース

ノ

内閣府民間資金等事業椎推宰 (事務局）

積極的な情報公開ﾖ案件構築に関する管理者等に対する国からの財政支援(補助金）
地方公共団体等の管理者等も具体の案件の契約情報を含む全ての情報をネットで公開し
ており､これが知識の共有と標準化に大きな効果をもたらしている。’８

標準化の推進､実務指針の整備､情報公開はPFlの推進には必須の要素

’
Ｖ Ｖ 寸

麓督富庁｜｜地方公共固体11独立行政法人等}｜省庁ｌ
心

:...…….…..｡.....……;..｡....｡..........…..，（自らが管理者
（補助金､交付税､個別業の監督.規制）である場合）

PFI事業実施プロセスに関するガイドライン

PFI事業におけるリスク分担等に関するガイドライン

VＦＭ(ValueForMoney)に関するガイドライン
契約に関するガイドライン（事業契約モデル）

モニタリングに関するガイドライン

公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関
するガイドライン

推進体制②：ガイドライン等整備

／

／
・
、

、
ノ

制度の趣旨､手続の概要､契約における主な規定内容､留意点等についての実務上の指針をガイ
ドラインとしてPFl推進会議にてとりまとめ､公表｡ガイドラインの下に､各種マニュアル等をも整備

し､公表している。

／
①
②
③
④
⑤
⑥
、

民間資金等活用事業推進蚕員会

公共施設等の管理者等(企画｡実施主体）



毎■■■■回■■圃唾■■■■■町興■■■■■■■■再■町■■■■せ■■■■■■■耳町弓■画時=牛､識口悟報.事伺Ｉ

推進体制③：対応窓口の一本化

民からの提案ﾛ相談画対話の窓口を一本化し､便宜を図る組織を設けることが先行自治体の慣例にな

りつつある(行政内部での調整機能をすべてここで担うことが基本）

事例：横浜市共創フロント

①ﾃー ﾏ型共創ﾌﾛﾝﾄ『……1Kﾃ鱗繍謬誠Ｉ

瀞繍蕊

常設的な相談窓口を設けると共に､対話や意見交換のための場(プラットフォーム)を別途設け

ることが有効な実践事例として認識されつつある

蕊斑欝瞥議
謬躍灘罷 霧

溌
テーマ鍵示・鍵案溌藍

●…-､誕蝉謹蟻鶴

Ｉ

蕊
出所:横浜市HＰ

課題:①権限､財源のある組織ではなく､民との対話､行政内部での調整を図る(民から見た場合の)ワン
ストップの窓口､②広い意味での民間とのオープンなプラットフォームとは異なる

6０

、
田
』

例：横浜市共創認蜜ン卜、神戸市公民連携推進毒

Iqg

鼻1Ｊ

推進体制④：地域官民フォーラム

①知識習得･キヤパビル(基礎的知識､先進事例､他の自治体動向､参加者の能力形成＝地

場企業のスキル･能力"意欲形成､提案力画事業遂行能力形成）
②意見交換(情報提供とオープンな意見交換､官民双方が制約要因や市場誘因施策を考える）

③異業種間ネットワーク形成支援､コンソーシアム形成支援

例：福岡PPPプラットフォーム(平成23年６月設置）

さいたま公民連携コミュニティー(平成25年設置）

お
貼
り
旬
色
句
争
句
唾
々
●
●
缶
①
●
心
①
◆
。
◆

◆
◆
お
い
●
◆

Ｆ
ｋ

二画揖色昌里■■毎■■■■砺■､■且■■声■ 例
■ノ 「

民間企業､NPO法人、

市民活動団体､外郭

団体_金融機関､各

種団体､大学

辱心むか◆◆今◆
●

■

毎

今

仏争ゅ◆◆◆●

自治体

、、

■■■旬■■■■■■■■■■■■■盈■■■■■■■■■■■■■■■■■■■工■卸■■■■■■且■■■■■■■■■■■■■限■■厚画■■■低■■■意見交換･交流画対話
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ＰＦｌ事業(独立採算型等）２１

推進体制⑤：ＰＦ|推進機構による出融資

平成25年改正PFl法､(株)民間資金等活用推進機構(官民連携インフラファンド)の設立

独立採算型のPFl事業に対する金融支援等を実施(呼び水効果､財政負担の縮減､民の事業機会創出）

、Ｌ

’民間資金等活用事業支援委員会

麺..･･電民間イン
、

／ 、
／／ ｖ

)民間資金等活用推鴎構（緋６

１鴎※一

鵬嘩1Ｊ

6１

２２

国費

、

／ 、

民間

｜…=呈示半塗’

面
血 融資
α・、･･･ｏや メザニン

(優尭株、
劣後融資）

銀行証券等

民間事業者

ノ Ｌ－投資家

サービス重視型

癖

案件の複雑さ､実現の難しさ､民にとっての

リスクの高さ

シ

BTOハコもの割賦ﾘース

段階的規制緩和

政府施策①：方針の推移

段階的規制緩和

〉環境改善

２０ﾕﾕ年へ２００６～2010年1999～2005年

(利用料金制)コンセッション

簡単な案件､やり

易い｡まず､実践
する､広める

国費

民間資金



議灘i繍灘繍繍蕊鋳

政府施策②：現状

PFlを含む民間資金の活用は現政権においても重要なツールの一つとして位置付けられている

6２

、／ 、

日本再興戦略改定2016(平成28年６月2日閣議決定）

ＰＦ|/PPP等による公的サービス．資産の民間開放拡大
ユ0年間(ZO13～2022年度)のPFI/PPP事業規模:21兆円に拡大｡公共施設等運営権方式(コン

セッション)を活用したPFI事業については､７兆円を目標
、 ノ

I請雛霊謡溌１

／ 、

経済財政運営と改革の基本方針2016(平成28年６月2日閣議決定）

公共施設等の整備風運営への民間のビジネス機会を拡大するため､国及び人口20万人以

上の地方公共団体等における実効ある優先的検討の枠組みの構築国運用､地域の民間事

業者の案件形成力を高めるための地域プラットフォームの形成卿活用､民間資金等活用事
業推進機構の活用等により具体的な案件形成を図り､地域経済の好循環を促していく
、 ノノ

I鋤拠欝鮒綴１I塗驚灘繍-１

／
‐
、

優先的検討指針(平成27年１z月15日PFI推進会議決定）

人口20万人以上の地方公共団体､各省各庁玲公共法人が優先的検討指針に基づき、

PPP/PFI手法を優先的に導入するためのプロセス等を規定する優先的検討規定を策定
（策定の手引き｡運用の手引き～内閣府､ガイドライン～所管大臣の策定）

2３

公共施設老朽化の進行と一

斉更新時期の到来

政府施策③：公共施設等総合管理計画

公共施設の統廃合や配置を抜本的に再考する様々な動きが国と自治体で加速化

対処療法的な維持補修，
更新の在り方

設を取り巻く現状と課題公共

鍾鱗鏑騒鐘

未利用施設･不要施設の増

加･受益者負相適正化の必

要Ｉ性

、

『
画
一空ＩＩＬ､，

公共施設等再配置計画

(全体状況を把握し､更新､統廃合､長寿
命化を計画的に実施）

公共施設やインフラ施設の今までの在

り方を再考する機運(施設や機能の集
合化､選択と集中､資産の有効活用）

現状と将来予測の正確な把握､機能を維持すべき優先度に関する合意形成､公共施設の配置

の在り方の再検討､年齢構成の変化等連新たな市民ニーズへの対応

インフラ長寿命化基本計画(国）

公共施設等総合管理計画(地方）



PFi：過半が､BTOスキーム(サービス購入型）
経済インフラではなく社会インフラが主体､国では無く地方公共団体が主役

実践事例
17年の実践を経て､単純な案件から複雑かつリスクのある案件へ｡民間のアイデ

アや創意工夫を発揮した案件へと､案件の幅が広がりつつある。

2５

6３

PFl:日本の慣行

〆

案件形成に時間と費用がかかることが官民双方の負担になり､PFlを忌避する傾向も。

－－方､コンセッション方式の導入により既存の公共施設の運営権を売却するリスクのある複雑な
案件が空港､高速道路､下水道等で活性化しつつある。

、

PFlのみならず､多様な公民連携(PPP）
手法を駆使し､最適手法を採用する慣
行が定着しつつある。

複数手法の併用､土地や資産の利活用
等

､

①需要リスクが無い案件､②限られたリスク移転､③Equityは薄く､ほぼDebtにより資金が調達さ
れ､公的主体によるサービス対価と債務返済がパススルーになる構図
（限りなく､延払いに近い､リスクが限定された案件が主流に）

迫

９
Ｆ
‐

Ｉ

PFlは市場には定着､一つの手法だが､案

件数は市場にて均衡･縮小
契約』慣行は官民双方かなり向上

銀行が融資の主体､この分野における証券
市場の活用は未だ未成熟



事例：東京羽田。空港ターミナル事業

国有地である土地を民に賃借し､民による投融資･リスクによりターミナルを整備｡運営(国の税負担無し）

錘譲騨鎌鍵翰鋸瀞

：

関

霞

識§Ｉ
,屯．．、罰『.､:軸､削
晶鋸.…，‐“ミ

.､I群強き･廿器…

I:識繍織繍

事例：法務省。行刑施設PFI事業

法務省山口県美祢市･美祢社会復帰促進センターPF｜

事業(1000人収容）

法務省､BOT方式｡期間20年､契約価格517億円

鴬。§i鴬繍欝蕊灘患灘欝運

鶏蕊蕊蕊蕊霧灘

；

蝋瀞

蕊騨難…ｰ

6４



6５

事例：市川市．複合多目的公共施設

千葉県市川市･複合多目的公共施設PF|事業

(一つの建物の中に6つの機能を保持する複合多目的公共施設｡二つのPF|事業として構成､これを
平行的に実施し､一体化する手法

コンセッションリース方式(44年)による両空港の運営権の切り出し｡売却

(対価:年372.75億円十収益連動負担金､履行保証金1750億円､株式動産等譲渡金赤314億円）

繍繍1１繍繍1１4階5階

市川市､BTO方式､期間17年

契約価格49億円 z階3階
中学校 蕊:蕊蕊

高齢者介護デイ
ケアセンター

1階 学校給食施設学校給 施設保育所所

i鱗織

顎

子会社株式動産等

(運営権者へ譲渡）

鷺鍵蕊議鶏蕊鍵蕊《騨Ｅ・襲

↓
オリックス

VincciAirport

その他

i８ｎＵ

事例：関空一伊丹空港コンセッション

ノ

古

gIQ

蔦澱譲蕊蕊：関西空港 伊丹空港

、

蕊蕊篭識騨騨

稲
↓

関西空港

（施設）

運営権を誼渡

関機融金

岬
Ｉ
「
‐

関西幸誤

土地

-"猫

伊丹空港

(土地･施設）

運営権を譲渡

〃

鮪



;繍蝋：

事例：大阪府・府営住宅建替え事業

大阪府･枚方市府営住宅建て替えPFl事業

BT(Buiid-Transfer)方式､期間3年(府が所有する土地に存在する既存府営住宅を解体撤去､新た
に府営住宅を整備､建物の高層化により創出された余剰地に地域ニーズに沿って戸建住宅や
サービス付き高齢者向け住宅を一体的に整備したPF|事業）

君蹄

サービス付き

齢者向け住宅

､建替後敷地面稲0.95h且（府営住宅）

・創出金翌l地釜面猛L41h且(戸延住宅､サービス付き高齢者向け住宅等)１９
＊余剰地活用の対価として約3.2億円が大阪府の収入
｛･従前敷地面積２．３６h２

写
鼎
例
刊

事例：栃木県佐野市バイオガス発電事業

。栃木県画佐野市､BOT方式､期間20年｡秋山川浄化センター(流域下水道の終末処理場)におけ

る消化ガス発電設備(250KＷ)太陽光発電設備(940KＷ)の設置及び維持管理運営

。民資金で設計及び施工した発電設備は､固定価格買取制度を活用した発電事業｡事業期間終
了後､市に無償で譲渡｡運営中売電収益の一部(年250万円)が市に入る。

6６
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事例：徳島県。県営住宅集約化PFl事業

徳島県､BTO方式｡期間22年｡契約額55.5億円。

老朽化した3団地(300戸)を建替え､公営住宅(高層化)を整備､建替えに伴う入居者の移転
支援業務､維持管理業務を実施。

余剰地にｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅､福祉施設を整備･運営(県が土地を貸し付けることを
前提に独立採算事業）

津波避難施設としての役割とともに､高齢者向けサービスを提供する場として団地を再整備。

I塗国総鍾窟斌（公鞭.3１

欝欝鐸
・１２鐘塗

（繁筏．“5戸ｶ

ーロー

Ｉ嬢
賃識亀の鑑舗議雑
.ａ議途蝿営竺宅〕
〈3鉛声謹漠＞

･悪肇黄〈異鏡》

繊安擢這溌銭
蒋授蕊塗零
〈芦Ｆ＃鳶鋳議から
の溌鱗》

蕊●
’

失敗事例

雫
E民’

初期の案件で失敗事例も若干存在する(現状の全体数からすれば2%程度）

ここ数年は大きな失敗事例は散見されていない。

３４

6７



コンサルタント

建設技術研究所

PFl:失敗案件

契約締結後､契約解除風部分解除に至った案件は15年間で全体の2%程度でしかない
（失敗事例は明らかに限定され､過半はうまくいっている）

設計建設維持管理,運営／

企画支援､公益施設支援、

独立採算収益事業の運営

I-P蝋１

6８

／

契約締結後の失敗（契約締結前の失敗(多い）

契約解除､訴訟になり､和議で解決｡案件自体は公共工事で実現｡以後､全国の案件で議会議
決までのリスクは民負担とすることが公募の前提に。３６

平成ﾕ6年:PFlを断念

平成ﾕ7年５月:SPCとの

和解議案(市による和解金
790万円を支払い)６月可決

／ 、
①需要予測見誤りによる採算悪化、
赤字累積､資金繰り難

②市場環境激変による事業性悪化

③制度的環境変化を理由とする行

政府発意による部分回全部任意契
約解除

④首長園議会等のPFl契約不信から生

じた任意契約解除

Ｌ －ノ

庵計画見直し可能性調査による為
定的結論。
②PFI反対派首長当選による方針変

更｡地域住民による再検討請願。

③入札不調(参加者無し､予定価
格を超える超価格風再入札）

④議会の反対:仮契約未承認､債務

負担行為拒否

⑤落札者辞退(指名停止処分）

k§交渉の不調 ノ
案件は把握されているが詳細情報は限

定 。３５
表に出にくい(正確なデータ無し)。

。平成13年６月実施方針

:巽駕篇箪蝿
平成15年８月仮契約

事例：議会による否決

国分寺･市市民会館PFI事業:議会による契約認証拒否

、

「

、

．
。
・
・
、

／

！

国分寺市
国分寺市市民会館

PFI株式会社(SPC）

新日鉄

日立制作所等

／新日鉄が価格カルテルで、
公正取引委員会から排除勧告
平成15年９月:指名停止措置。

議会は議案を撤回､債務負担
行為を解除
、 ノ



事例 :高く、硬直的な対価

滋賀県野洲市ロ野洲小学校｡幼稚園PF|契約見直し(維持管理部分の破棄）

小学校｡幼稚園の整備副維持
管理20年間

2002年契約(37.8億円、内9.5
億円維持管理費）

施設修繕:当初計画にないものは結局追加随意契約に

(透明性欠如）
他の小学校は年365万の維持管理費､野洲小学校はな

んとﾕ0倍の3650万円/年１大きな格差は､市の財政を圧
迫し､議会で大問題に"。

■Pﾛ伊BpG■■O■■■騨一qqBW■“■■■■■ロロロロロロ■■■守鹿■■PPF■■■■一間■｡■｡｡■｡■晶一

#…蝿…･-…..還ｲｮ金..－…一一

；（長期修繕費）
L･勤学…狸57354蒜周.､-....割

､評‘"参･･･････，､露，.'...．．'.，.．…...…~－．.…電･‘.:.，.､毎．:－Ⅲ

『……－節約…読露r；
；△626,859千円÷；
2･ﾛ,ﾛ印｡....d…………｡…_…._…一___…碑＝...９．.;,ぃ鉾･･･坤｡可

維持管理費

956,298千円

－ －一

施設整備費
2,824,097千円

●■■

蕊議難

．|＜雨墨毒妾
一_聖0,296千週_一

施設整備費

2,824,097千円

ー 一一

損害賠償金(逸失利益の
1/2:7164万円）

弁護士費用等ﾕ384万円

３７

事例：過剰な需要予測

福岡市清掃エ場余熱利用PF|施設(タラソ福岡､BOTﾕ5年)清掃工場余熱利用海水温浴施設
の整備維持管理運営(迷惑施設設置に伴う住民還元施設）

｜磯綻の翌由｜ 、
/b事業着による過度の甘い需要予測(恒常的な収入不足入開業,隼後に施設改修し、
事業修復の試み｡一定の成果はあったが､焼け石に水。
③親会社破たんにより親会社支援の停止が引き金で倒産。

④提案された需要予測の評価の甘さ､事業者能力評価や手続き上の甘さ

１６叡鍵蛎停…二……トブ…実態峰コーポ→蕊蕊識Ｉ ノ

霊蕊鍵譲塞
事業会社は破たん､行政の仲介により新たな事業者が債務｡契約を継承し事業は継続

6９
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／
●

｡

｡

、

／。

①

■

、

事例：事業環境の激変
北九州市画響き港湾コンテナ･ターミナルPF|事業(上下分離BOT方式）

下モノは国と市が整備､上物は民間事業者(シンガポールPSA社を代表とするコンソーシアム）

破綻の理由 －１

落札から契約まで2年もかかる(港湾事業者の嫌がらせ､内部抗争）

2002年PSA業績不振により一方的に出資減額(60%から34%)｡資本金を39億円億円から
１０億円へ減額

港湾の事前協議制は崩れず､古い慣行興高コストを温存｡この間､海外事業環境の激変

(上海､釜山等の戦略的投資）

2005年供用開始､2007年累損ﾕ0億円債務超過(事業実施協定上の改善策協議が発動）

、

ノ

蕊蕊蕊

事業契約の実質的解除

・ZOO7年10月:市が45億1000万円でバイアウト(公的融資

の全返済額十事業者全港湾資産買収）
・港は公営直轄に戻し､事業者は減資し､埠頭事業者に

事例：官民信頼関係の崩壊

近江八幡市立総合医療センターPF|事業

(平成１５年契約BTO30年､平成ﾕ8年開業)､平成20年に契約

３９

解除合意､２１年３月に契約解除）

灘I;鱗議鱗
破綻の理由

鍵灘識繍灘

想定以下の医業収益(診療報酬引き下げ､医師看護師不足)外来は6割､病床利用率は8割。

平成7年は27.6億円の赤字に。旧病院土地売却遅延も収入不足の一因）

財務体質改善の必要性:地方公共団体財政健全化法(平成１９年６月)､公立病院改革

ガイドライン(平成19年12月、２３年度までに黒字化の要請）
一般会計から病院会計への繰り入れが重荷に(放置すれば3年以内に財政再建指定団体に）

固定費を得るSPCに対する反感/相互不信｡PFI反対の首長の当選とアンチプロパガンダ。

、

ノ

直営にすれば27年間で負担が皿0億円軽くなるという公的主体主張

（金利節約:約51億円､27.5年分SPC運営経費１．5億円/年､修理費積み立てﾕ.5億円/年）

－鱗:#Ｌ
契約解除交渉により平成20年に契約解除合意､ｚ１年３月に公的主体による資産バイアウト｡損害

賠償金支払いにより契約解除４０

7０



③当初計画｡VFM評価の甘さからVFM喪失事由
(甘い維持管理費用の想定が実際値で高いことが露呈し､政治的画社会的問題となり頓挫）

失敗の直接的原因

公民間の契約の頓挫の直接的理由はいかなる国においてもほぼ同一

ｒ
Ｌ

〆
．
、

、
ノ

①過大な需要予測圏需要判断の誤り(判断の甘さ､ガバナンスの脆弱さ）

(実際の案件の脆弱さ､これを支えてきた民間事業者の能力､資質､財政力の欠如）

④政治的反発｡社会的反発(政治的･社会的Affordabilityの崩壊）
(首長｡地方議会による政治的反発から､政争の具になり､民の退場を迫るという構図）

ｒ
Ｌ

、
ノ

②公民間の不信感の増大､反発

(｢契約は契約』という立場から一歩もでない硬直性が更なる反発を招くという構図）

、
‐
ノ

〆
．
、

､

ノ

7１

首長や行政職員によるコミットメントや理解は全ての前提になる｡ここに不信感が生まれると破局

に繋がりやすい４２

官民間の緊張感の欠如

(適切な緊張感の下での連携･協力が全ての前提｡緊張感がなくなると問題が生じやすい）

行政職員の不慣れ｡意志不疎通

(人事交替等により､民との信頼関係継続や､契約事項の詳細把握ができなくなり､意思疎通がで
きなくなる）

時間の経過に伴い契約の硬直性u現実との禿離の増大が明らかになり､大きな問題に

（｢契約は契約｣と硬直的になることが問題になる側面も..）

おかしくなった案件は破たんせしめ､再生を期すことがあるべき基本｡また再生できる仕組み静
ることが前提

性能発注仕様の不備･契約的な詰めの甘さ

(何が所掌か､誰がどこまでやるかの疑義が官民間での係争事由に｡これが不信感の増大に）

失敗の間接的要因

／
、
／
、
／
、
〆
、



、
ノ

様々な課題とあるべき方向性

ＰＦＩは明らかに有効な行政手法の一つ｡但し､しっかりとしたガバナン

ス､公平｡公正な評価や手順が市場を醸成する重要な要素｡その実践
には慎重を期すべきで拙速では判断を誤る

4３

単純な案件､手掛けやすい案件､地方公共団体の案件から始め､経験と実践を積み上げ､その
後段階的に複雑な案件､国の案件､リスク移転の大きい大型案件へと展開
（関係者のスキルアップ｡実践力向上を積み上げつつ段階的にレベルアップした）

PFI:日本における実践①

着実な実践と段階的な成熟化

、
‐
ノ

、

ノ

′

、

基本的な考えと手続きを法により規定｡詳細な実務展開(事業の選定｡評価周実践)はガイドライ

ンとして方向付けはしたが､公共施設等の管理者等の判断に委ねる制度
（個別事業の選定｡実施判断･評価は各々の管理者の責任と判断）

官民共同のフォーラムやセミナー､意見交換､知識や実践の共有の場を官民双方が構成し、
市場を段階的に構築する手法が採用された

（官民双方のキヤパビル､実践知識の共有が案件推進に大きな効果を発揮した）

／
、

／
１
１
、

7２

ｒ

、

4４

、
ノ

公的部門側の意識改革､実務的契約概念の導入､周知徹底や習熟には長い時間を必要とし、
現在も未だこの努力は継続されている

（競争的環境を保持しつつ､市場参加者を拡大する政策的な努力を必要とした）



明らかになった課題も現存する

PFl:日本における実践②

手法の定着とさらなる展開の方向性

〆

／
・
Ｌ

、
・
ノ

ＰＦＩ/PPPは公的主体が採るべき重要な選択肢としては定着

但し､改革に熱心な都道府県や都市部の先行自治体は進んでいるが､地方レベルへいくとそう

でもない｡地域間格差が生じつつある

～

／
Ｌ

、
ノ

PFIのパイプラインは低減傾向:現状は若干持ち直し

案件の開発に必要な時間と費用は､管理者がPF|選択を忌避する行動をもたらすことに
（VＦＭが出にくい_他の手法の方が費用を安く実現できる等の事情が頻発）

〆

／
、 Ｉ

官民の習熟度の進展は斯待VFMを縮小化することに
官民双方の経験の蓄積､習熟はサービス購入型pFlに関し､期待VＦＭを縮小化する傾向に

（単純案件はVFMが生じにくくなることに｡競争の激化､官民の習熟による効果）

ｉ

Ｉｉ…§

〆

、

ＰＦＩのみならず､多様な公民連携手法を状況に応じ公的主体が手法を選択する時代に

(PFl,指定管理者､市場化テスト.特区等規制緩和手法､公有地活用手法等多様な選択肢の名
から最適手法を管理者が評価し､選択する時代に)、

4５

~

PFI:公的主体の課題①

〆

公的主体による民に対する過剰な期待輿過剰な要求が弊害に

創意工夫や努力を発揮できる余地が無い場合､民に過剰な期待をしても付加価値は生まれに
くい｡過剰な要求水準は費用を高くする(要求水準と費用とのバランスが必要)民に対するリス
クの押しつけがVFMを産むという考えは幻想｡これでは適切なリスク分担はありえない。

公的主体の縦割り主義が斬新なアブ画一チの障害要因に

全体最適ではなく､部分最適(自分の現場のみを考え､今までと同じ施設を､同じ考えで整備、
維持管理し､更新してしまう発想｡斬新な所掌,リスク分担の考えが生まれにくい）

～

＝

7３

、

〆

現状維持ご前例主義が公的主体の創意工夫を阻害

化に対応できにくい現状維持塵前例主義の考えが民委託の障害に(非効率的なサービス
提供の仕組みを是正し､大胆な民委託を考える様に､発想の転換が必要）

／
‐

、

、

一

不十分な公的部門による意識改革
官上位の発想の是正が必要(公民は対等､平等な関係)｡民間が公共サービスから収益を得る

ことに対する忌避感公益を守る手段は多様化(契約､モニタリング､受益者たる市民による評価
と支持等)しており､公的主体のみが公益を担保する時代ではないことの認識が必要。



４７

ＰＲ:公的主体の課題②

〆

7４

～

4８

必要となる政治的副行政的なリーダーシップ

行政内部での意識改革や財政負担縮減詞行政改革に関し､トップの強いリーダーシップがない
と官僚組織は新しい手法を採用しようとしない。

リスク認識と対応措置の貧弱さ§

リスクを忌避する傾向が強く、リスク認識がいまだに甘い｡リスクの無いビジネスは無い｡全て

が契約通りにいかないリスクもまれにある(公益性､公共性のために合理的､経済的に許容で
きる範囲での妥協も必要)。

継続的な公務員のスキル能力向上(キャパシティービルディング)は必須の要素

管理者のスキルや能力を向上させることが､成功する案件形成に繋がる｡一定のレベル迄到
達したが全てではなく､様々な公的主体間で大きな能力の差異が生じている。

〆

〆

まだある規制による障害と必要となる規制緩和図規制改革

様々な制度的課題､制約要因は一般法､業法に跨り未だ存在する｡かなり改善されたとはい
え､継続的な規制緩和が必要となっている

ノ

行政との長期継続契約に対する不績れ製経験不足

行政を契約主体とした場合_何をどう何処まで取り決められるかに関しての不慣れ画経験不足は
まだある｡かなり改善されてはきたが､まだ完壁とは言えない。

民間の能力を生かす枠組み創出こそがPFIを活性化させる

民の能力､活力を生かすアウトプット仕様､契約条件等をうまく提供することが必要｡これが実
現できない場合､民による案件参加意欲を削ぐ効果をもたらしている。

ノ

習熟に伴い減少する収益幅
競争の激化､市場における知識やスキルの共有は､単純なBTO割賦リース案件では事業者の

利益を確保できにくい状況が輩出｡一部民間企業は対応組織を縮小化。

ー、

ノ

Ｉ

企業溝における能力･経験の格差の拡大

限られた企業のみが集中的にスキルと経験を積み上げ､企業間能力差が拡大｡地域社会の中
小企業等はビジネスチャンスが減少することに対し不満｡地方議会がこれを支え政治課題に。

ノ

PFl:民の課題①

一方､民間側にも課題は存在する



pFl:あるべき方向性

PFl:民の問題②

行政情報を積極的に開示すると共に､民間主体との対話の場を設け､お互いが潜在的なビジネ

スパートナーという認識を持つことにより､かなりの課題を解決できる｡このためには官民双為に
よる知恵と工夫､努力が必要

１
F

、

取引費用の増大が好機を逃すことに：

案件の検討型応札･交渉にはかなりの長い時間と費用を要するために､民間事業者側は案件を
慎重に選び､確実性のある案件､収益が十分見込める案件以外は応札を忌避する傾向があ
る。

／
，
、

ミヘ

／
、

、
ノ

ＰＲは新たなビジネスの好機という認識が必要：

行政の非効率を効率化したり､行政ではでき無い創意工夫を発揮することにより､付加価値を
高められる可能性がある｡ここに大きなビジネスチャンスがあることを民は認識すべき。

情報公開｡開示鯵説明責任の貫徹が健全な市場構築に資する
情報公開と説明責任の貫徹が市場参加者による案件参加意欲を醸成し､健全な市場をもたら

す｡これがPFlの活性化に資する。

〆

１h、

チャレンジ精神の欠如：

リスクテークと合理的なリスク管理が付加価値を生み出す｡積極的なチャレンジがビジネスの
幅を広げる｡競争を回避せず_競争環境での切瑳琢磨が創意エ夫を産むことを考慮すべき。

、
ノ

公と民が連携しながら新たなビジネスモデルを構築する努力が地域を活性化させ､地域再生に

繋がる｡民にとり､チャレンジする好機４９

公平性聴公正さ｡官民の対等性はPFIのすべての前提

公平､公正な案件選定と事業者選定の手続きと評価は前提として重要｡官民が対等の立場に
立ち､交流｡知識情報の共有｡意見交換の場を持つことはPFlの推進に効果的。

市場参加者の制度や政府に対する信頼と信用の醸成がPFlの実践には必須の要素

制度や慣行に対する市場参加者の信頼と信用が市場を形成する｡市場を創る意志とコミットメ
ントが公的主体側に必要。

7５

、
ノ

／
、

／
、

／
，
、

官民双方にモチベーションが働く仕組みの構築がPFIを活性化させる
健全な競争環境創出による自由な発想･自由な提案こそがVＦＭをもたらし､公民連携を活性化

する｡民による参加意欲を促す枠組みが市場を活性化させる

、
‐
ノ
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P蔵/P”の流れ

蕊PFI<Priv錘ｅ溌衝anceInitiative）

灘公設民営
ロ建設主体と運霊主体の分離

霧コンセツシ蓑ン

認浸営化
ロ事業譲渡

ロ株式会社化



建設だけでなく運嵩までを雲め定全緯蕊鶏（蕊蕊識の平奉化した

財政負握〉の概念等債務鍾担行為の設定

公共慨も建設や運鴬の費嬬増加等のリスクに対する認識を強め、

PFIによる一定のリスクの公共から民濁への移転在長所として評
侭

税収趣ど公共側の蝋入も含めてネットで評価

VＦＭを国震の立壌から評価するのか、個々の事業主体毎に評綴

するのかという論点（ガイドライン）

h2E銑

蕊
蕊

時､IＦ畢

溌鑓画醗i繊瀧轍ii蝋篭ii鱗

蕊

鞠;“事鍛鍵”鞠：聯礁箪繍鞠懲議蕊

7８

例）。PFI事業主体と徴税主体の相違（国、都鍾府県、市町村）

･法人税、事業税等

・登録免許税、不動産取得税、事業所税、幽定資産税、
都市計画税等

４

鱗蕊議灘鍵鍵溌嬢蕊灘灘識溌鱗灘鍵鍵鍵識蕊鍵溌ぺ｡｡､葱函睡歯迩,蔀も‘‘m璽血眉。

IplFX法の制度露連

1999年７月民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFl法>成立
８月総理府内政審醗室に民間資金等活用事業推進室(PFI推進室)設置
９月PFl法施行
把月民間資金等事業推進委員会〈PF|推進委員会>発足

2000年３月基本方針策定･公表･自治省通達
各省及び地方公共団体で実施方針策定･公表

→事業｡事業者選定

２“1年１２月PFl法改正(2002年４月施行)-11条の2:行政財産の貸付等

２Ｓ“年5月事業契約､モニタリング･ガイドライン案発表
2003年６月（同年９月施行>地方自治法改正による指定管理者制度導入

溺叫年ら月PFI推進雲員会中間報告発表

2905年８月ＰＦＩ法改正－９条の2:指定管理者の指定に当たっての配慮
１１条の3:特定民間事業のための行政財産貸付

泌蝿年愚篇ＰＦ|法改正・コンセッション導入･対象事業の拡大等

”姪年３月基本方針改正

２銅3年悔月ＰＦＩ推進機構〈官民インフラファンド)の設立
２鋼5年９月ＰＦ|法改正一公務員のプロジェクト会社への派遣を可能にした
２鯛5年･'2月同改正に基づく基本方針､ガイドラインの改正

３
．….『‐．…：雲謹…鐘苧４…罵曇.藷･鈴。“……､鐸考鍔蕊鋒謹難鐸４４審:：×‐陽麹議蕊蕊録溌鎚蝿
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”Ｗ摩慰鶴鍵鈎検識繕針

麺「多様なＰＰＰ/PFI手法導入を優先的に検討するための指針」（2015
年12月15日民間資金等活用事業推進会議決定）

画明確に定めた対象事業について優先的検討を行うこと

ロ客観的な基準によりPPP/PFI手法導入の適否を評価すること

ロ評価の結桑、PPP/PFI手法導入に適しないとしだ場合は、その評
価内容を公表すること

劃人口20万人以上の自治体においてはPPP/PFI手法の検討が要請され
る（＋それ以外の自治体であっても同様の取組を行うことが望まし
いとされる）

南

入札説明書｡募集要項の発表

声
、

興卿函嘩唾麹哩茎、銘、割哩璽

lFeasibilitySmdy

実施方針

事業選定
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PFI契約繰鱗への流れ

↓

Ｑ＆Ａ／麓アリング

↓

ｌＶ

PFI契約鶴案の公表

入札説明書｡募集要項の発表

FeasibiliiySmdy

実施方針

事業選定
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各種契約
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建設、保守、運営契約

株主閤契

保険蕊絢

約

郡硬'~品品一F角､敬一一ミュq__可私一欲I躯,､ザ吉総錘“。'…‐鐸蜂醗津，袋寧寧蕊騨鶏
心

出逸

８
｡毎輪答ﾛ㎡ﾘ

忠‘”翫一蕊蔦？､－－"鳶灘蕊;，鯛点遠雷風‘,……,&'ｂｕｍ認羅:』写註 啄蝿ｖ＝=一画邑

鷺
溌
議
襲
薦

PFI事業契約の作成の流れ

リスク分担の精査（ガイ承ラインの利用）

条項の作成

質問・回答事項

公表版の発表

事業者との交渉の可能性

舜準燕、麓 F･鍔

lL荘園
b厚
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面増､函

P蔵の事業契約とは

事業のリスク振り分け機龍

瞳民間のとれるリスク

瞳公共のとるリスク

■交渉によるリスク分担

譜諺スグ分担表の作成・精査

1０

‘’溌寧魚“霞‘‘…。”娠
舜！hPE鴇

‘窯；聾認‘‘…・瓢Ａ胴､…噸睡,翫哩室p四厘
聡

PFIの基本的スキーム（謬一ビス購入型）

融責団

･協鯛融資団

出資会社（スポンサー）

建設会社

運営会社

磯閲投貿家等

国・地方自治体

建設コンソーシアム

固定価格

エ期保鯉
性能保狂

保険会社

・建設リスク等

管理運営会社

稼働保証

運営
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富民の責任分担。リスク分担例

蕊リスクは当該リスクを最も管理可能な者が負担することが効率的

専棋印近哩■Ｚ毒⑤剖寺ｑ

民間に負担移転
,Ｔ圭一一手･F--I喧詫群｡哨配吋謡■6市令ユ討踊

◆実施設計･建設リスク

（コスト､工期､質）

◆運営リスク

（水準､維持運営費）

◆投資リスク

◆バー ﾄーﾅ・・リスク

◆資金調達ﾘスク

I'

藩

公共の負担
壷淫髭霊芽亜藻霞零一一__‐＝

●公共力〈担当の計画リスク◆ 用地

個別マター

買収ﾘスク

◆住民反対等リスク

今マーケットリスク

今特定の法律･制度変更

◆関連公共事業整備リスク

◆公共による料金改定ﾘスク ◆技術進歩リスク(IT関連〕

◇残余価値ﾘスク

今環境問題リスク

◆天災等の不可抗力リ

今独立採算部分ﾘスク

スク

.Ⅷ

”Ｌ…、u…哩鞄窪懲応瞳瞳
,‐減ワーー学

秀駕．、”牽謬.､、腰懇

:蔑一』弓、，鷲，溌、：擬蕊織，芳電曾．．。（淀“-,三弦幕'１吋諸守戦q

PFI事業契約

■ＢＴＯ（Build,TIFansfel70perate〉蕊〈国の癖X〉
画建築部分等の代金延払い

国ＢＯＴ〈Build,Operate,~nf1ansfer）型
■サービス代金として不簿分

璽公の施設に対する融資団による担保設定

■契約終了時の溌奮権と代金支払い

函長期修繕の対価の処理

‘鍔､…毎.傘－３藩＄…恋愛蕊誤鍵哩．：露盤耀黛鍔ご篭蕊蕊躍霞簿．鐸誇溌蕊蕊撚寵…ヱィ・ﾛ！溌曙,…
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1２



蕊議§灘繍繍露懲零灘繍:陶箪鑑鴛繍蕊溌 A陣認麺輔細#、樋T､蝋諏馴畷直

ﾌﾟ蕊ジエクトファイナンス
IPPプロジェクトファイナンス

銀行団

Ｆ砺興：
侭権者罰契

ｒ嘉亨盲』

約

民間事業者（株主間契約）

“鰯!…》／
ロ…ン尭釣溌溌,γ～一悪彦‘燃料供給番（燃料供給契約〉

一驚謬難密予縦職皇鋤ﾗ難集総涛欝壌蕊織；唾腿熱画銭韓溌僻

害--誌壌簿歳謹え流一晦

皇藁蕩…
←－浮繕舞う壱

冬

コントラクター

保険会社

ｉ“※
借入人口座

一年

､ｓｑｌ 購入者（電力会社）
販売代金

､３

瀞#識賦駄瀧静閣議鱗驚歎密蕊鍵＝：銭"迦綴篇“I&w､"砺唾
『上■黒藍芯齢一国,豆占う評貞痴ご写ロ

Ｐ劇における直接協定
〈公共とファイナンサーとの対話）

ＰＦＩ

が~悪宅
／政術.地方憲治体等“事業契約陰i民間事業智１
，－一天---’一マー」｜

L:liXiツ
8３

従来型公共事業
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PFI案件の傾向

■従来：建築物中心

■今後

画

運営型"独立収益型の増加

雲課寮９隻認Zア
イナンスはよりプロ

ロコンセッション事業の広がり

１５

"蕊k算･蕊_麹誌嘩督愚轄一葬識認溌蕊雲燕…”静電謬溌議擢識鶴灘鋪蕊篭溌群#零箪縛識…噌蕊議蕊騨癒診蕊零蕊鞍…‘翁窒一鞘謎'－．廻語錘

』１画0E塞哩舶拙Ｍ隆．、塑垂哩喧

サービス購入謹摩麗鰯特徴と法務のポイント

【美祢社会復帰促進センター整備｡運営事業Ｘ

･敷地総面積2800622㎡

収容人員

受刑者［男]500人
受刑者［女]800人

･職員数

国職員175人
民間職員約820人

謎ＢＯＴ（Buil
スキーム、 flｦ9甥遡

sfer）型

麺刑務所施設、公務員宿舎の整備と維
持管理・運営

麺構造改革特区制度の活用

調セコムグループが落札

潮2005年事業契約締結

漣2005年～2007年：施設設計・整備
2007年～2025年：維持管理・運営

8４

1６
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サービス購入型PFIの特徴と法務のポイント
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睡姿塑些

麓

法務省

SPC:社会煙帰サポート美祢

競謡住錘ソ湾沈〃
揃韓満与.．

日本＝零:騨識雫
Ⅱ蜘鰯識跡翰溌
佐臆職自制通
梓設計

心

蝉 …繊瀞…瀞一．……蜜-菟裟謎ａｉ。．＃錘馴鰯掴一潔隠．，鐘"=港遥。“陽、識零・鵠”・鍔鐘､~垂毎F垂里里船礁H在７世ｎ画唾Ｆ

サービス蕊入型PFXの特徴と法務のポイント

園事業実施の前提となる許認可（構造改革特区制度による特例）

礎 オフテイカー．（サービス購入者）である国による、長期の事業
対価支払の担保（単年度予算主義と長期債務負担行為（PFI

法））

■事業契約上のリスク分担（業務不履行に対するペナルティーと

事業対価の減額→仕組み、各受託へのパススルー）

■事業契約上のリスク分担（不可抗力、法令変更によって生じる
リスクの負担）

■担保権：SPCの株式質権、国との事業契約に基づく債権譲渡担

保、契約上の地位譲渡予約、施設に対する抵当権等

■担保の実行、事業契約上の解除権の行使条件について、金融機
関と国との間で直接協定を締結

ｆ８

識f~､唖一,｡“選懲鐘錘織騒瀧過慧錘罵鍵
写癖郡ＰＲ~島



8６

：j‘雪蕊…零‘痢暫畷~…w…"鮒一一:翰轟蕊“糎蝿Ｉ麹､m冒唾ＥＩ
諏醗悪声

．.｡．§識駄玲覇巽
。+､ﾏｰ摩

独立採算。コンセッション型PFXの特徴と法務のポイント

<事業ストラクチャー＞

:鮮事葉契約.開有財産痛憤笈催爽釣

癖基氷世滝壷出流布言絢泌

斡綜塞閥竪鞠

総溌蔚契約

舗劣篭ローン要約

翰凝先橡式畠筑

韓愁過橡式出武

織臓懐惚定鯉…L侭…,晩き絃;

亀鍍訓･ｴ事盤磁製総

rijI浬般続負蕊識〔餅c巽総？

:班ﾃﾅﾝﾄ震貫蒲奨総

轄維持智識墾蕊費踊畏絢

繰遡童禽睡髪託聖約

雛愁繁繁瀧裁E翌総

総播遡鍵銚鈍鞠

蝕僅先醗椎稽懸蕊搾(念翠機１W切間の蕊約》

翰癌先劣賎悩担老伽契約睦融裳閲と劣綾ﾚﾝ義一の巽紘〉

鰯ユポンサ･･サボト寅約《スポンサ･･と愈懲健闘の爽御

鍛金統競蕊離定契約
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独立採算。コンセッション型PFIの特徴と法務のポイント

【東京国際空港国際線地区旅客ターミナルビル等整備鼠運営事業】

httpWWww‘tiatcojp/environmentノ

■BOT<B《』iId-Operate-Tra閥s輪･)型ス
キーム

■空港グー茎雰ル、駐車場の整総、運
富

蘭日本空港ビルデングを代表企業とす
るコンソーシアムが落札

■事業総刈スト1000億円超

■2014年４月、１０月に段階的拡張

■Ｚ“7年事業契約締結

■2007年～2010年：施設設計、整備

2010年～2038年：維持管理、運鴬

■遥溌施設などを除くターミナル、駐車場の運
讃。免税店収入、店舗鍵料、空港施設郡用料
（PSFC）、駐車料金などが主たる収入。

１９

ターミナルビル

・延床面積約159,000平方
メートル

･階層地上5階建
・スポット数固定10スポット

駐車場

・延床面積
トル

階層

収容台数､

約67,000平方メーー

地上6届7階建

約2,型0台収容 i溌議鐙圭..¥．灘．蛙．蕊懇～．§翁．漉瓢蕊蕊
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独立採算・コンセッション型PFIの特徴と法務のポイント

■議蕊実施の前提となる註認璽〈空港法左鯵空港機能施設事業灘〉

■国からの土地有侭貸付（－部収入運動鍵料）

■利用者からの収入《pSFC、駐車斜溌、Ａ/Ｌ・店舗からの賃料、店
舗。免税懸較入籍》による独立採騨

→需要リスクの全蕊蕊潤負担。空港法。蕊業契約上の料金溌溌

→ターミナルのみの事業のため、就航A/典はコントロールでき葱い

■事業契約上のリスク分担（丞璽抗力、法奮変更によって生じるソ

スクは全て民間負握）

→料金転嫁の許容注〈受託へのバススルーは通常不可能）

．＞リザーブの設定、蕊当規制等キャッシュ管理、スポンサー迄加
出資

酉担保権：SpCの株式賛権、国との事業契約に基づく債権譲渡謹保

、契約上の池位譲渡予約、施設に対する抵当権等

園担保の実行、蕊業契総上の解除権の行使条件について、余熱総関

と国との間で直接協定を締結
２１

郡が ロ.t,~-鐙,
.：』‐．､鍵悪．.、鎧
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新設施設型(GreenFieId)コンセッションスキーム

襟
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if釜；

厳蒸篭簿 頴迩奄築

埋設諸負＞ 業蕩委託＞
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喜業会社
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独立採算・コンセッション型PFIの特徴と法務のポイント

【事例:空港コンセッション事業のポイント(羽田PFIとの相違点)】

回事業実施の前提

民活空港運営法。PFI法に基づく公共施設等運営権’

今公共施設等運霞権の法約性質（みなし物権）、民間のｲｺえる業務の

範囲

■窯港基本施設（溝走路等）を含めた空港全体が事業の対象（羽磯との

梱違）

→就航A/Lの決定まで浅闘が行う（需要リスクに対する経営上の権限〉
与空港基本施設の公益性から、不可効力・法令変更の一部公共綴蕊担

湿既存施設・既存拳蕊の承継

→既存施設の暇紙担保リスク

今既存契約の承継方法、既存契約中のリスク分析が重要に

→既存人員の活用可能憐（公務蕊の出隣等〉

藁解除時の経済的な帰結→PFI法に基づく損失補償、事業契約に基づく運

営権対価返還、解除時補償金の支払い等
2４

牙

輯ｊＡ函F胃電､岡盤磁ﾛ＆Tb型副利ｌ:１．Ｊ

既存施設型(BrownFieId)コンセッションスキーム

＜担保実行に｡

関する健定＞綾'

唖寺
〆
紋

‘ず．
皇．ぷ識劉

⑬

蒲
ご運営嵯対価

／
廷:業務釜託ﾉ,

満山

一
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鍾蝋常楕設憲冒、

蔚蕊蕊燕

事巣全社
投灘蕪
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コンセッションスキーム

遡既存施設事業の事業譲渡に
類似するスキーム。

麺民間事業者は公共施設等運
営権の設定に対して一定の
対価を支払う。

竃利用料金収入リスクを負担
する一方で、施設の経営主
体は民間事業者。

麺金融機関は公共施設等
運営権に担保設定し、事業
悪化時には経営全体を交代
させる。

8９

袖

､ﾔ

Ａｗｉｌご域,侭|艶昼昼旦隻Ｔｂ型《8剛7.1冨

独立採算･コンセッション型PFIの特徴と法務のポイント

【コンセツション型事業のスキーム】

＜担保実行に

ご望;IiiW：

④
民電

長
濫撫対唾
補ジ竿今￥L,紳齢*軸齢

く薬務焚能
盲牢一函霞／

溌雛幾播。
錘”ｰ．

》
箕
．

曇
出

一

２５

宮鎧誇普.尋.轟鑑冨鐸鎮警器．:峰阜.鶏麹識蕊壁識韓嫉閣謹鎧.蔽灘群,患謹鍾､聯“.･蕊需静§錬蝉職謎藍鰯錘罰識認ｉｆ蝉転識難鰯i鱗謬鍵議…謹錘蕊

公共施設等

管理者
(国.地公休
その他）

ｉｓ塑錘塾窒

ＳＰＣ

（事桑鹿可）

⑳

極強企業

事菜会社
投資家

等

コンセッションスキーム

麺既存施設事業の事業譲渡に

蕊処するスキーム。
■民間事業者は公共施設等運
営権の設定に対して一定の
越廼を支払う。
■利用料金駆丞リス空を負担
する一方で、施設の経営主
体は民間事業者。

■金融機関は公共施設等
運営権に担保設定し、事業
悪化鎧には経営主体を交代
させる。

ｑご』” ．静騒”‘”,噌需蕊驚霞擢鶴蝉_蝿篭溌欝公“鈍…経Tm哩型産哩堕爾

今後の課題①

■PFI/p”事業の範囲の拡大
ロサービス購入製今コンセッション・官民一体の土地有効利用等へ

ロPFI法と各種事業規制法との関係の整理等

■官民意識の更なる改革

ロゾスグ分担について考え方

ロ宮と民の役割分担についての精査

ロ最終入札前の官民の競争的対話の重要性

…鯉鑑…懲淫溌溌溌鎧蕊鐙蕊漉壊薗遜議．畷=蕊氏君＝悪＝筆芸昏埼燕蕊蕊溌藤ご罫

2６
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アンダ…ソン・毛利・友常法律事務所パートナ…

1989年弁護士登録

1995年品…爵,.＝ヨーク

1999年アンダーソン

２００８年経済産業徴：
20094-～内閣病PFI鍵

２０犯等豊謹鶴麗
20.‘､｡年国士交通省「
20ﾕ6年へ，文部科学篭Ｉ．

プロ

１，Ｊ，

ヨーク州揚謹士登懲

一ソン・毛利・没蝿法律事務所パートナ…就任
業識：アジアＰＰＰ鮫策研究会』委員
PFI推進委員会専湾委員
通識『鉄鴬驚鋳におけるPPP等による民間資金の活用方策に関する調査

国士交通省「窯識蝋営のあり方膳関する検討会.ｊ委員

文部科学徽１.文教施叢のおける公共施設等運営権導入に関する検討会』委員
スポーツ庁『スタジアム・ノフリーブ推進官民連携協議会.:幹事

工
彪

函
ン
一
議

クトフアイゾンスやPfI、その他さま省ま球ファ･イナンス関連取割を専樗分野ど

PPPや社会・経済インノラプロジェクトに関して国や多くの地方露瀧体､スボン

ザに対.ず器アドバイスを行･』〉ている。

２８

鏡趣き勘曹．寧蝿露鐘埋,瀞。熱㈱愚諺苧鍔癖…霜溌溌難，鱗、

§噸蕊鰯鍾噸灘繍欝灘瀧職霞趣灘灘議鱗灘繍撫A,麺…“‘篭･胸織､;畔

今後の課題②

■リスク分担の更なる精徹化・適正化
ｒ7

画蕊業のI溝報・前提事実の共樗

画不蕊抗力、法令変更、事前の前提の変化等

■対象事業のカテゴ鼎リー特性によるリスク・プロ
ファイルの分析

ロ空港・上下水道・文教施設等、タイプ別

■紛争解決
ロ専門的で迅速な解決手段の模索

2７
伝一品羅管….'型…内鈍f譲踏癖f壷鋸も･‘…骨・

~P､棋

戸 -座唇署西睦._一坐
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開催地

第１回東京

1996年11月

第２回北京

1997年10月

第３回東京

1998年1１月

第４回北京

1999年6月

講師

中国

孫延祐

白緑絃

朱月芳

日本

(司会）

原優

(ﾊ゚ﾈﾘｽﾄ）

小杉丈夫

射手矢好雄

季衛東

河本禎三

河村寛治

日本

三ヶ月章

河本一郎

中国

許騨

日本

野村好弘

中国

許善達

中国

干吉

孫礼海

王保樹

日本

(司会〉

野村好弘

(ﾊ゚ﾈﾘｽﾄ）

酒巻俊雄

藤野文昭

射手矢好雄

小賀野晶一

日本

上村達男

射手矢好雄

中国

下耀武

謝平

日本

酒巻俊雄

中国

許騨

日中民商事法セミナー講師及び基調講演一覧表

役職（当時〉

国家経済体制改革委員会政策法規司司長

中国政法大学教授

中国国際貿易促進委員会法律事務部副部長

法務省民事局参事官

当財団理事･松尾綜合法律事務所弁護士

弁護士

神戸大学法学部教授

㈱日立製作所中国事業開発部長

伊藤忠商事㈱法務部次長

東京大学名誉教授、当財団特別顧問

神戸大学名誉教授、当財団学術評議員

国家経済体制改革委員会政策法規司司長

東京都立大学教授

国家税務総局司長

国務院経済体制改革弁公室綜合調研司副司長

全人代常務委員会法制工作委員会民法室副主任

清華大学教授/社会科学院法学研究所兼任教授

東京都立大学教授、当財団学術評議員

早稲田大学教授

伊藤忠商事㈱顧問

弁護士、当財団学術評議員

秋田大学教授

早稲田大学教授

弁護士、当財団学術評議員

全人代常務委員会法制工作委員会副主任

中国人民銀行研究局局長

早稲田大学教授

国務院経済体制改革弁公室司長

9３

演題

社会主義市場経済法体制の整備についての若干の問題点について

中国の民事訴訟制度について

中国の仲裁制度について

明治(1868年)以後の日本近代法制度構築の歴史

日本の仲買人(BROKERAGE)に関する諸法律の概要

社会幸義市場経済の法体系の整備に関する構想

日本契約法の総則的諸問題について

1994中国の財政･税制改革について

経済体制改革と経済立法

民事立法の動向「統一契約法を中心として」

国有企業改革と会社法

日本証券取引法の概要と最近の改正について

日本の金融ビックバンと金融制度改革の状況

中日両国の会社法及び証券取弓:法をめぐる実務的諸問題

中国新証券法の概要

中国金融制度及び金融体制の改革の状況

日本会社法の最近の動向と問題点

中国会社法の改善について
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開催地

第５回東京

2000年1１月

第６回北京

2001年9月

第７回東京

2002年9月

講師

中国

許騨

超健

孫憲忠

日本

<司会〉

小杉丈夫

(ﾊ゚ﾈﾘｽﾄ）

射手矢好雄

横漂力

松下満雄

星野英一

野村好弘

曾我貴志

日本

神田秀樹

塩野宏

中国

干吉

許騨

呉知倫

日本

吉田耕三

中国

甘蔵春

中国

趨旭東

許騨

孫才森

日本

(司会）

小杉丈夫

(ﾊ゚ﾈﾘｽﾄ）

始関正

円谷

光
峻

射手矢好雄’
佐久間総一

山田康博

渡遥頼純

郎

役職（当時）

国務院経済体制改革弁公室司長

中国国際経済貿易仲裁委員会仲裁員

中国社会科学院法学研究所民法研究室主任

当財団理事･松尾綜合法律事務所弁護士

弁護士、当財団学術評議員

通産省通商政策局通商協定管理課公正貿易推進
室課長補佐

成践大学教授

東京大学名誉教授、当財団学術評議員

東京都立大学教授、当財団学術評議員

弁護士、糸賀法律事務所北京

東京大学教授

東京大学名誉教授

国家経済貿易委員会経済法規司副司長

国務院経済体制改革弁公室綜合調研司正局級巡

視員

中央機構編制委員会弁公室司長

東日本旅客鉄道㈱元副社長

国土資源部政策法規司司長

中国政法大学教授

国務院経済体制改革弁公室司長

国家経済貿易委員会政策法規司綜合処処長

当財団理事･松尾綜合法律事務所弁護士

法務省官房参事官

横浜国立大学教授

弁護士、当財団学術評議員

新日本製錬㈱総務部国際法規ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀ．-

JElRO海外調査部長

外務省経済局参事官

演 題

中国の立法に関する進展状況

WTO加盟と中国の法制建設

物権法における不動産登記制度に関する基本的検討

(中国法制度改革全般）

(WTO加盟）

(WTO加盟）

(物権法総括コメント）

(物権法）

(物権法）

企業活動の自由と規制一法的観点から見た日本の民間企業
と政府との関係及び規制緩和の動向

日本における公的企業体の役割一日本の公的企業体(特殊法
人、独立行政法人等)の歴史的状況及び問題点

法に基づく政府と国有企業の関係の確定

政府機構改革、部門職責権限並びに部門組織法

政府組織機構の設置と関係法律

公的企業の民営化をめぐる諸問題－日本国有鉄道の民営化
の経緯と関係法令

社会主義市場経済と政府行為の転換

中国の最近の民事紛争の実情と法制度整備の目指す方向

WTO加盟に伴う経済関連法制度の整備の状況と中国政府の具

体的対応策

中国WTO加盟に伴う知的所有権関連法制度の整備の状況

〈民法関係）

〈同上〉

(WTO関係）

(同上〉

(同上〉

(同上）
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開催地

第８回東京

2003年1１月

第９回北京

2004年9月

講師

中国

任琉

趨宏

李国華

日本/東京

（司会）

小杉丈夫

〈ﾖﾒﾝﾃーﾀー）

小杉丈夫

熊倉禎男

薮内正樹

服部正明

日本/大阪

<司会）

三淫あずみ

〈ｺﾒﾝﾃーﾀー）

季衛東

川瀬幹夫

松井衡

中村恭世

日本

松下満雄

郷原信郎

米谷三以

小杉丈夫

中国

華
平
双
元

文
本
少
紹
建

刻
邸
朱
王
朱

役職〈当時）

国務院国家発展改革委員会法規司司長

国務院商務部条約法律司貿易処処長

国務院国家発展改革委員会外事司副司長

当財団理事･松尾綜合法律事務所弁護士

同上

弁護士、弁理士

JETRO企画部事業推准幸幹(中同ｷ日当）

本田技研工業㈱知的財産部作同窒素幹

法務総合研究所国際協力部教官

神戸大学法学部教授

弁理士

弁護士

松下電器産業㈱IPRｵﾍ゙ ﾚ･ｼｮﾝｶﾝﾊ゙ ﾆ_

商標･意匠ｾﾝﾀ･-戦略ｸ゙ ﾙー ﾌ゚ ﾏﾈー ｼ･ﾔー

成躍大学教授

桐蔭横浜大学大学院特任教授

西村ときわ法律事務所弁護士

当財団理事

松尾綜合法律享務所弁護士

中国人民大学法学院教授

中国社会科学院法学研究所研究員

全人代財経委経済法宝孝拝

財政部国庫司政府購買処長

中国購買及び請負入札ﾈｯﾄﾜｸ社総裁

演題

国家発展･改革委員会が推進するマクロ社会･経済政策の状
況とこれに関連する法制度整備･改革の動向

知的財産権保護に関する法制と管理体制：WTO加盟後の具体

的状況

中国側コーディネーター、閉会挨拶

(マクロ政策関係）

(知財関係）

(同上）

(同上）

<マクロ政策関係）

(知財関係〉

(同上）

(同上）

(I>内需拡大とインフレーション抑制の法的コントロール

(Ⅱ〉日本の公共調達制度及び公共調達をめぐる違法行為の

抑止対策1こついて

(Ⅲ〉日本におけるWTO政府調達協定上の諸問題

総括スピーチ

演題(1)のコメンテーター

同上

演題(Ⅱ>のコメンテーター

演題(Ⅲ>のコメンテーター

同二



開催地

第10回東京

2005年9月

第11回北京

2006年9月

第12回東京

2007年9月

講師

奥島孝康

中国

千吉

肖清明

日本/東京

（司会）

小杉丈夫

（ｺﾒﾝﾃーﾀー）

射手矢好雄

布井干博

日本/大阪

<司会）

丸山毅

（ｺﾒﾝﾃーﾀー）

池田裕彦

中東正文

日本

大塚直

山田健司

益田清

小杉丈夫

中国

周珂

王小明

黄永和

中国

張治峰

陳佳林

日本/東京

〈司会〉

小杉丈夫

（ｺﾒﾝﾃﾀ･）

射手矢好雄

松島洋

日本/大阪

<司会）

田中嘉寿子

(ｺﾒﾝﾃーﾀー）

村上幸隆

粟津光世

役職（当時）

早稲田大学前総長

国務院国有資産購督管理委員会法規局副局長

国務院国家発展改革委員会法規司処長

当財団理事･松尾綜合法律事務所弁護士

弁護士､当財団学術評議員

一橋大学教授

法務総合研究所国際協力部教官

大江橋法律事務所弁護士

名古屋大学大学院教授

早稲田大学大学院法務研究科教授

新日本製識株式会社環境部長

トヨタ自動車株式会社理事･環境部長

当財団理事･松尾綜合法律事務所弁護士

中国人民大学法学部教授

中国冶令企画院副ﾁ･･ﾌｴﾝｼ・ﾆア

中国自動車技術研究ｾﾝﾀ･ﾁﾌｴﾝｼ・ﾆア

国務院国家発展改革委員会法規司処長

全人代法制工作委員会民法室処長

当財団理事･松尾綜合法律事務所弁護士

弁護士､当財団学術評議員

弁護士､当財団学術評議員

法務総合研究所国際協力部教官

土佐堀法律事務所弁護士･関西大学大学院
法務研究科教授

粟津法律事務所弁護士

9６

演題

記念講演｢日中学術交流の四半世紀」

(1)中国企業のM&Aの実例及び関連法律規定

(Ⅱ>企業のM&Aに関する若干の法的問題

演題(1)のコメンテーター

演題(Ⅱ）のコメンテーター

演題(1)のコメンテーター

演題(Ⅱ)のコメンテーター

(1)循環型社会,環境低負荷型社会の形成に向けて

<Ⅱ>環境保全･リサイクル･省エネ問題への取り組みについ
て

〈Ⅲ〉２１世紀循環型社会に向けたトヨタの環境経営

総括スピーチ

演題(1)のコメンテーター

演題〈Ⅱ)のコメンテーター

演題〈Ⅲ>のコメンテーター

〈X>中国物権法の制定と外国資本の経済活動への影響

〈Ⅱ＞中国民事訴訟法･仲裁法改正の動向とその目指すもの

演題〈I>のコメンテーター

演題くⅡ>のコメンテーター

演題(I>のコメンテーター

演題(ｍのコメンテーター



9７9７

開催地

第13回北京

2008年10月

第14回東京

2009年9月

第15回北京

2011年3月

第16回東京

2011年10月

講師

日本

上杉秋則

栗田誠

山田務

小杉丈夫

中国

黄勇

部中林

尚明

中国

宏
明
石
尚

日本/東京

〈司会〉

小杉丈夫

（ｺﾒﾝﾃーﾀー）

沖野貝巳

栗田誠

日本/大阪

〈司会〉

横山幸俊

（ｺﾒﾝﾃーﾀー）

松尾弘

栗田誠

日本

近藤光男

小川潔

小杉丈夫

中国

甘培忠

王嘉傑

中国

衰傑

余明勤

日本/東京

〈司会〉

小杉丈夫

（ｺﾒﾝﾃーﾀー）

細田孝一

石本茂彦

日本/大阪

(司会〉

江藤美紀音

(ｺﾒﾝﾃーﾀー）

高槻史

石本茂彦

役職<当時〉

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授

千葉大学大学院専門法務研究科教授

株式会社日本総合研究所主席研究員･前公
正取引委員会審査局長

当財団理事･松尾綜合法律事務所弁護士

対外経済貿易大学法学院教授

最高人民法院知識産権審判長

商務部反墾断局局長

全人代常務委員会法制工作委員会民法室副処長

商務部反襲断局局長

当財・団理事･松尾綜合法律事務所弁護士

一橋大学大学院法学研究科教授

千葉大学大学院専門法務研究科教授

法務総合研究所国際協力部教官

慶雁義塾大学大学院法務研究科教授

千葉大学大学院専門法務研究科教授

神戸大学大学院法学研究科教授

住友商事株式会社執行役員法務部長

当財団理事･松尾綜合法律事務所弁護士

北京大学法学院教授･中国旺券法学会副会長

元中国通用技術集団総法律顧問

全人代常務委員会法制工作委員会経済法室副主
任

人力資源社会保障部法規司副司長

当財団理事･松尾綜合法律事務所弁護士

神奈川大学法学部教授

森･演田松本法律事務所弁護士

法務総合研究所国際協力部教官

大江橋法律事務所弁護士

森･演田松本法律事務所弁護士

演 題

〈X>カルテル規制のあり方一日本の経験とその教訓

<Ⅱ>市場支配的地位の濫用規制と合併規制のあり方一日本
の経験とその教訓

(Ⅲ>事件審査手法その他の法執行のあり方一日本の経験と
その教訓

総括スピーチ

演題(I>のコメンテーター

演題(Ⅱ)のコメンテーター

演題(Ⅲ)のコメンテーター

(I>中国の『権利侵害責任法」について

(Ⅱ）Ｉ中国独占禁止法」適用の現状と課題

演題<I>のコメンテーター

演題〈Ⅱ>のコメンテーター

演題(1)のコメンテーター

演題〈Ⅱ>のコメンテーター

(I>日本におけるコーポレートガバナンスにおける現状と今
後の課題

(Ⅱ>住友商事グループにおけるコンブライアンスの徹底に
向けての取り組み

総括スピーチ

演題〈I>のコメンテーター

演題〈Ⅱ>のコメンテーター

(I〉「中国独占禁止法」適用の現状

(Ⅱ）「中国労働法」適用の現状

演題〈I>のコメンテーター

演題〈Ⅱ）のコメンテータ．．

演題(I＞のコメンテーター

演題(Ⅱ）のコメンテーター



第17回北京

2013年3月

第18回東京

2013年12月

第19回北京

2015年1月

第20回東京

2016年2月

日本

美原融

赤羽貴

小杉丈夫

中国

呉高盛

徐斌

中国

漏良

日本/東京

（司会）

小杉丈夫

(ｺﾒﾝﾃーﾀー）

高橋滋

高林祐也

李青

日本/東京

（司会）

小杉丈夫

(ｺﾒﾝﾃーﾀー）

川島富士雄

射手矢好雄

日本

川島博之

山下一仁

小杉丈夫

中国

陳亜軍

美長雲

中国外資法

中国

李冗

日本/東京

〈司会）

小杉丈夫

（ｺﾒﾝﾃーﾀー）

森Ⅱ:伸吾

平野温郎

三井物産戦略研究所研究フェロー

ｱﾝﾀ゙ ｿーﾝ･毛利･友常法律事務所弁護士

当財団理事･松尾綜合法律事務所弁護士

全人代常務委員会法制工作委員会方蕪企両奉f(《
視員

北京市共和法律事務所弁護士

国家発展改革委員会資源節約環境保護司副巡
視員

当財団理事･松尾綜合法律事務所弁護士

一橘大学副学長大学院法学研究科教授

環境省水･大気環境局総務課課長補佐

国家発展改革委員会価格監督検査反独占局副
局長

当財団理事･松尾綜合法律事務所弁護士

名古屋大学大学院国際開発研究科教授

森･演田松本法律事務所弁護士

東京大学大学院農学生命科学研究科准教授

キヤノングローバル戦略研究所研究主幹

当財団理事･松尾綜合法律事務所弁護士

発展改革委員会発罵企両司副司長

ﾏｸﾛ経済研究院産業経済と技術経済研究所研究

員・博士指導先生

国家発展改革委員会法規司司長

当財団理事･松尾綜合法律事務所弁護士

曾我法律事務所弁護士

東京大学大学院法学政治学研究科教授

9８

(1)民によるｲﾝﾌﾗ社会資本整備と公共ｻー ﾋ゙ ｽ提供の実践の在
り方～背景と実践:特色と具体的事例～

(Ⅱ）｢PFI法｣｢ｺﾝｾｯｼｮﾝ方式｣の要点解説

総括スピーチ

演題(1)のコメンテーター

演題(Ⅱ)のコメンテーター

｢大気汚染防止に関する産業と政策」

く1)中国のエネルギー政策

(2)車〈自動車･オートバイ)の排気ガスによる汚染防止

｢中国独占禁止法」（価格についての反独占>の現状

(1)日本における都市化の経験及び中国に対する啓示

〈Ⅱ〕日本における農業･農村の所得向卜に関する立法及び政策

総括スピーチ

演題〈I>のコメンテーター

演題〈Ⅱ〉のコメンテーター

中国外資法

外国投資立法の制定動向と外国投資への影響



第２１回北京

2016年11月

日本のPFI推進法の立法と実践及び中国への啓示

日本

美原

赤羽 鮒露鍾繍糞裳繍霞謹

中国

王天義

王守清

小杉丈夫

光大国際有限公司経理兼清華大学PPP
研究ｾﾝﾀ魂主任教授

清華大学建設管理専攻教授･博士指導先生

当財団理事･松尾綜合法律事務所弁護士

9９

日本庭おけるPFx/PPPの実践と課題

PFI/PPPの更なる進化に向けて一事例から見る契約上の課題・‘

講演を踏まえたパネルディスカッション

総括スピーチ



発行日：平成２９年２月２８日

発行者：公益財団法人国際民商事法センター

事務局長北野貴晶

〒１０７－００５２ 東京都港区赤坂１丁目３番５号赤坂アビタシオンビル

ＴＥＬＯ３(3505)Ｏ５２５ＥＡＸＯ３(3505)０８３３

ホームページアドレスhttp://www､icclc・orjp

印刷製本：株式会社進和堂印刷所

代表取締役鈴木隆

〒135-0032東京都江東区福住１丁目１２番１２号ｌ０２

ＴＥＬＯ３(6240)３７１１




